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北海道教育大学
○ 大学の概要

（１）現況 （２） 大学の基本的な目標等
① 大学名：国立大学法人北海道教育大学

２１世紀に入って日本の国立大学は，国際的水準の視点から教育研究を高度
② 所在地： 札幌校････北海道札幌市 化・活性化し，国民の負託に応えることが強く求められている。その中で，

函館校････北海道函館市 北海道教育大学は，教員養成と地域人材養成に関する国民と北海道民の期待
旭川校････北海道旭川市 に一層積極的に応えるために，大学の基本的な理念と目標を自ら定め，これに
釧路校････北海道釧路市 基づいて不断に改革の実を挙げる。
岩見沢校･･北海道岩見沢市

③ 学長名：本間謙二 （平成１９年８月２７日～平成２３年８月２６日） ○ 北海道教育大学の基本理念
理事数：４人
監事数：２人 ・ 学術の中心として，教育及び人間に関する理論と実践を核に専門的学芸の絶

えざる研鑽と発展を図り，時代と社会の切実な要請と国民の負託に積極的に応
④ 学部等の構成：教育学部，教育学研究科，養護教諭特別別科， える

附属小学校，附属中学校，特別支援学校，附属幼稚園 ・ 広く深い専門的学芸の教授と，教育及び人間の実際に関する実践的指導力の
涵養とによって，学習主体者としての学生の自発的な学習を積極的に開発し，

⑤ 学生数及び教職員数 ※（ ）内の数字は，外国人留学生を内数で示す。 義務教育諸学校の教員をはじめとして，豊かな人間性をそなえ，創造的に課題
学生数（学部）：5,443人（9人） 解決に取り組み，地域社会で意欲的に活躍できる人材を育成する。
学生数（研究科）：385人（11人） ・ 北海道内唯一の総合的な教員養成・研修機関として，また学際的・文化的な
学生数（養護教諭特別別科）：27人 学生数計：5,855人（20人） 分野に関して特色を有する高等教育機関として，北海道内の国立大学等と連携
児童数（附属小学校）：1,862人 しつつ固有の役割を果たす。
生徒数（附属中学校）：1,473人 ・ 広大な北海道の主要中核諸都市にキャンパスを有する体制を最大限生かし，
生徒数（特別支援学校）：57人 北海道全域にわたって地域の教育と文化の振興に貢献する。
園児数（附属幼稚園）：153人 児童・生徒・園児数計：3,545人
教員数（大学）：390人
教員数（附属小学校）：76人
教員数（附属中学校）：77人
教員数（特別支援学校）：30人
教員数（附属幼稚園）：10人
職員数：224人 教職員数計：807人
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(３)大学の機構図 ○教育研究組織図
教 員 養 成 課 程
学校教育教員養成課程

札 幌 校 養 護 教 諭 養 成 課 程
国 際 理 解 教 育 課 程
芸 術 文 化 課 程
地 域 環 境 教 育 課 程
人 間 地 域 科 学 課 程
学校教育教員養成課程

函 館 校 生 涯 教 育 課 程
国 際 理 解 教 育 課 程
芸 術 文 化 課 程
情 報 社 会 教 育 課 程
教 員 養 成 課 程

教育学部 学校教育教員養成課程
旭 川 校 養 護 教 諭 養 成 課 程

生 涯 教 育 課 程
芸 術 文 化 課 程
地 域 環 境 教 育 課 程
教 員 養 成 課 程
学校教育教員養成課程

釧 路 校 生 涯 教 育 課 程
北海道教育大学 国 際 理 解 教 育 課 程

地 域 環 境 教 育 課 程
芸 術 課 程

岩見沢校 ス ポ ー ツ 教 育 課 程
学校教育教員養成課程
生 涯 教 育 課 程

学 校 教 育 専 攻
大学院教育学研究科 教 科 教 育 専 攻

養 護 教 育 専 攻
学校臨床心理専攻
高度教職実践専攻

養護教諭特別別科
附 属 図 書 館
冬季スポーツ教育研究センター
国 際 交 流 ・ 協 力 セ ン タ ー
学校・地域教育研究支援センター
大 学 教 育 開 発 セ ン タ ー
キ ャ リ ア セ ン タ ー
保 健 管 理 セ ン タ ー
大 雪 山 自 然 教 育 研 究 施 設

小 学 校 札幌，函館，旭川，釧路
附属学校 中 学 校 札幌，函館，旭川，釧路

特別支援学校 函館
幼 稚 園 函館，旭川

事 務 局
監 査 室

※ 教育学部の「教員養成課程」「人間地域科学課程」「芸術課程」「スポーツ教育課程」は平成１８年４月１日からの

学部再編により新設した課程であり，既存の課程は，平成１８年４月１日から学生募集停止。

副学長
副学長補佐

センター長館長
構成館長

附属学校長

学長 １
理事 ４
副理事 ２
副学長 ５
教職大学院長 １
センター長代表 １
附属学校長代表 １
各校代表 １０
事務局長 １

教育改革室
学術研究推進室
大学計画評価室
地域連携推進室
広報企画室
総合情報基盤管理室
入試企画室

理事（総務・教育担当）
理事（学生支援・国際交流担当）
理事（研究推進・大学院改革担当）
理事（地域連携担当）
副理事（入試・広報担当）
副理事（評価・附属図書館担当）

監 事

監査室

事 務 局

役 員 会

学

長

学長 １
理事 ４
評議会選出 １
事務局長 １
学外有識者 ７

経営協議会

学長室

教育研究評議会

教育研究委員会
入学試験委員会
学生支援委員会

予算検討委員会

附属学校運営会議 図書館運営委員会 センター運営会議

各附属学校 附属図書館 各センター 各 校

職員会議
各構成館

運営委員会
各センター
運営委員会 教授会

●業務運営体制図

学長 １
理事 ４
副理事 ２
副学長 ５
事務局長 １

運営会議

教職大学院長
教 職大 学院 長補 佐

教職大学院

教職大学院
教授会
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●事務組織図（平成２０年度） （課・室） （グループ） ●事務組織図（平成１９年度） （課・室） （グループ）
総務・法規 総務・広報

総務課 広報・地域連携 総務課 文書・法規

札幌校 札幌校

企画・評価 企画・評価
企画課 企画課

学術研究 大学改革
総務部 総務部

地域連携・学術研究

人材開発 人材開発
人事課 人事課

職員支援 職員支援

附属学校室 附属学校 附属学校室 附属学校

総括 総括
財務課 財務課

財務 財務

経理 経理
経理課 経理課

事 務 局 契約 事 務 局 契約
財務部 財務部

施設企画・管理 施設企画・管理
施設課 施設課

施設整備 施設整備

情報化推進室 情報化推進 情報化推進室 情報化推進

教務企画

大学院支援 教務企画
教務課 教務課

修学支援 修学支援

教員免許更新講習

学生課 学生支援 学生課 学生支援

学務部 入試課 入学試験 学務部 入試課 入学試験

国際交流・協力室 国際交流・協力 国際交流・協力室 国際交流・協力

キャリアセンター室 キャリア支援 キャリアセンター室 キャリア支援

学術情報室 学術情報 学術情報室 学術情報

総務・附属学校，財務 総務・附属学校，財務
函館校室 函館校室

学務，学術情報 学務，学術情報

総務・附属学校，財務 総務・附属学校，財務
旭川校室 旭川校室

学務，学術情報 学務，学術情報

総務・附属学校，財務 総務・附属学校，財務
釧路校室 釧路校室

学務，学術情報 学務，学術情報

総務，財務，学務 総務，財務，学務
岩見沢校室 岩見沢校室

学術情報 学術情報
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○ 全体的な状況

・元公立学校の学校長等を教育実践・実習特任講師（教職スーパーバイザー）

として，各校に２～３人配置。

● 教職大学院の開講

現職教員及びストレートマスターの大学院生（42人）の，勤務校・附属学校等での

教育実践を重視した教職大学院を開講し（平成20年４月），双方向遠隔授業システ

ムでの授業の改善，連携協力校連絡協議会での実践課題検討等を行い，改善を図
る。

● 教員人事評価システムの実施

教育評価・研究評価・社会貢献評価・管理運営評価の４部門からなる教員人事評

価システム（「教員の総合的業績評価」）を開発，平成21年３月に各教員がWeb上等

で入力，平成21年度の昇給等に反映させる。

● 各界の外部意見を登用した業務の改善

① 札幌商工会議所会頭でもある経営協議会委員の助言により，同商工会議所が

主催する「どさんこ創生塾」の企画で，本学教員による演奏会を開催し，同演奏会
における収益金を本学教育支援基金に寄付していただいたほか，同商工会議所

加入の多くの企業に本学教育支援基金を紹介いただき，24社から計260万円の

寄付が寄せられた。

② ＪＩＣＥ理事長である経営協議会委員から，本学の主要課題のひとつである「外

国人留学生受入の方策」に関して留学生受入相手国（大学）に関する具体的な

助言をいただき，関係者を派遣して留学生受入に関する調査を実施した。平成21

年５月の協定締結に向けて作業を進めている。

③ 質の高い受験生確保のため，高校の進路指導の業務に精通し，北海道教育
大学の教育活動に理解を持つ元公立高等学校教員を「入試アドバイザー」として

委嘱。今年度は札幌近郊の高等学校を中心に訪問し，受験生のニーズ，高等学

校における進路指導等の調査を行い，入試広報の充実を図った。

④ 「キャリアオーガナイザー」，「広報アドバイザー」を外部の有識者に委嘱し，就

職指導・相談，広報活動に関わる各種アドバイス，支援等を受けた。

● 北海道教育大学が中心となった教員免許状更新講習の共同実施体制

平成21年度に本格実施する教員免許状更新講習について，本学が中心となり

「更新講習実施委員会」「教員免許更新講習実施事務センター」等を設置し，北海
道内６つの国立大学間で受講の利便性と事務効率化を図る協定を締結。また道東

の５つの国公私立大学（本学，帯広畜産大学，釧路公立大学，帯広大谷短期大

学，釧路短期大学）で「教員免許状更新講習の共同実施に関する協定」を締結し，

免許更新の業務を共同実施するコンソーシアムを設立（平成20年12月）。

● 教育情報システムに「就職」部門を新設

学生の受講登録・成績開示等のシステムである「大学教育情報システム」に「就職

Ⅰ 「学生を中心とした（Students-first）」大学運営

本学は平成20年度の年度計画のテーマとして「中期目標・計画の総括」「再編の完成

に向けた取組の検証と改善」を掲げ，鋭意，年度計画の実現を図るとともに，今後の方

針として学長を中心として「北海道教育大学アクションプラン2009－2011」を策定し当面

の大学運営の方向性を学内外に提示し，また同時に「第二期中期目標・計画」の策定

に邁進してきた。第一期中期目標期間も５年目となり，また平成18年度に開始した本学
の「大学再編」も３年目を迎え，鋭意年度計画を実現する中で，今後の方向性を示すこ

うしたヴィジョンを策定することは，本学の現況と未来に対する冷徹な認識を要する作業

であった。そうした中で本学が念頭に置いた一貫して方向性は，「北海道教育大学アク

ションプラン2009－2011」の中でも謳われた「学生を中心とした（Students-first）」大学運

営と言うことであった。

Ⅱ 業務運営等

● 学長のアクションプラン策定と全学的な意識共有の体制
① 「北海道教育大学アクションプラン2009－2011」の作成

学長を中心として2009-2011年を見据えたアクションプランを作成し，ホームペー

ジ上で公開した。「人が人を育てる北海道教育大学」，「学生を中心とした（Student

s-first）」大学運営を基本理念とし，教育体制，教員組織，教職員の意識，財務内

容等の抜本的な改革を目指したものである。

② ホームページ上に「学長室だより」を設け「学長ブログ」を公開

学長の活動や考え方を学内外に公開し，教職員の意識共有を図るため作成。

● 第二期中期目標・計画の策定
学長を中心とした役員・事務局長・部長等からなる「運営基本方針検討委員会」を

設置し，「北海道教育大学アクションプラン2009－2011」を踏まえ，第二期中期目標・

計画の策定を開始した。

● 「大学再編」３年目の人材再編等

① 平成20年４月付けで18人の教員の配置換を実施し，来年度には，22人の教員

の配置換を決定し，平成18年度からの４年間で計94人の配置換となる。

② 教職大学院に21人の専任教員（新規採用7人，学部からの配置換14人）を配

置。
③ 学部再編及び教職大学院新設に伴い，22人の教員を新規採用。

④ 外部人材の登用

・学術・文化・スポーツ等の分野で国際的に活躍している著名人を特任教授（15

人）として招聘。

・教育委員会からの人事交流として，３人を期限付きの大学教員（教授２人，准

教授１人）として受け入れた。

北海道教育大学
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学籍情報管理」「インターンシップ情報管理」等10の機能からなる「就職」部門を新設
し，学生のキャリア支援等に資する大学運営に有用なシステムとして整備した。なお

今年度「証明自動発行システム」及び「電子掲示板システム」を導入し，大学教育情

報システムと連携させ，学生支援体制を充実させた。

● 「教育研究センター」の再編

「大学教育開発センター」，「国際交流・協力センター」及び「学校・地域教育研究

支援センター」の３センターに再編し，本学名誉教授を主任センター員として配置，

特に「大学教育開発センター」は本学の教育体制の重点目標である，カリキュラム改

善，ＦＤ及び授業評価等を推進。
● 監査体制の充実

監査室の体制強化のため専任職員を２人へと増員し，「監査室規則」（平成20年６

月）を定め学長直轄の組織として独立させ，｢法人全体の業務執行の合理性のチェッ

ク，改善への提言｣を担うこととした。

【昨年度の法人評価委員会指摘事項】

● Ｇ８北海道洞爺湖サミットに合わせた「グローカル環境教育推進会議」の諸事業

① 地球環境問題等の諸課題に対応するための中心機関「グローカル環境教育推

進会議」を設置。
② 日本学術会議・国連大学等が後援した，「グローカル環境教育国際会議2008」

を開催（平成20年７月，出席者120人）。本学学生による「グローカル環境教育チャ

レンジプロジェクト」の成果報告等の実施。

③ 国際シンポジウム「持続可能な未来をつくる環境教育」を，環境省・北海道・釧路

市等の後援で実施（平成20年７月，参加者150人，報告書『持続可能な未来をつく

る環境教育』（平成20年，北海道教育大学））。

④ 「渡島大沼湖上環境保全高校サミット」の開催（平成20年７月）。

⑤ 「北海道教育大学合同演奏会・グリーンコンサート・2008年G８北海道洞爺湖サミ
ット記念」の開催（平成20年６月））。

⑥ シンポジウム「持続可能な社会への環境教育」の開催（平成20年２月）。

● 事務職員の海外研修制度

国際化に対応するため昨年度制度化した「事務職員海外語学研修」制度により，

本学の協定校であるカルガリー大学に計２人の事務職員を語学研修のため派遣。

● 既存修士課程と新課程

教員養成大学に置く修士課程として，学校現場の課題を修士課程の研究目的と

し，実践的な教育内容に改革して行くこと，既存の専攻の中で新課程の教育内容を
広げること等を確認し今後検討する。

【昨年度の法人評価委員会指摘事項】

Ⅲ 財務内容の改善等

● 自己収入の増加の施策及び資金の運用

① 大学教育改革事業（GP等）として新たに３件のプロジェクトが採用され，継続事

業をあわせ１億円を獲得し，この分野で前年度の２倍以上の予算となった。
② 平成21年度科学研究費補助金の新規申請件数は154件，全教員の38.8%で，

昨年度を18件上回った。継続を含む申請率は，全学で48.4%で，函館，旭川，釧

路の各キャンパスでは，目標の50%を超えた。平成20年度の採択件数は，継続を

含め66件であった。

● 人件費の縮減の試み

平成21年度の非常勤講師の人件費を対前年比△2.2ポイント，約5,100万円を縮

減し，教員の後任補充，教授昇任等の抑制，及び職員補充の抑制等で，対前年度

比1.77%，平成17年度人件費相当額の9.62%を抑制。
● 事務の効率化・TV会議システム活用による経費削減等

① 図書，コピー用紙，複写サービスの事務局一括契約するなどし，834万円の経

費節減を図った。

② TV会議システムの入札化等により約1,800万円の説減額となった。

③ ゴミの排出方法の見直しにより37万円の経費削減。

④ 各校の国際交流基金２億1,500万円で「10年利付国債」を購入し，運用を行っ

た。

● 「財務レポート」の作成
文部科学省のプレス発表における財務諸表をもとに，教育系11大学間で財務指

標の比較及び分析を行い，大学運営の改善に活用し，各経費の構成，部局別費用

明細の比較及び分析も行い，各キャンパスに向け有益な情報を提示。

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供

● 平成21年度の認証評価受審のための自己評価の実施

認証評価の作業方法，役割分担，スケジュール等を盛り込んだ「点検評価実施要

項」を作成し，教職員に対し認証評価の学内研修会を実施するなどし啓発に努めつ
つ，認証評価のための自己評価を実施した。

● 平成21年度の外部評価を前提とした「社会貢献（連携）」をテーマとした自己評価

の実施

外部評価の「点検評価実施要項」を見直し，前回（平成19年度実施）の改善状況

を外部評価報告書に盛り込むことを等を，「点検評価実施要項」の中で明確にした。

また外部評価者の人数を４人とし，協力協定を締結している自治体・団体及び教育

委員会の関係者から選任することとした。

● メディア時代に対応した広報活動の充実
① 本学ホームページをリニューアルし，卒業生・父母等も参照しやすいものとし，

また「学長室だより」等を新設して本学学長の方針・活動等を学内外に見え易いも

のとした。

② ホームページを全学的に一挙に点検・更新する「ウェブリフレッシュ週間」を実

施し（平成20年10月），本学の諸事業の新鮮な情報を学内外に提供するよう図っ

た。

北海道教育大学
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③ ＦＭ北海道において「大学紹介」の放送を平成20年６月から３ヶ月間行い，学生
の視点から本学の教育研究活動をわかりやすく発信した。

④ Ｇ８北海道洞爺湖サミット，免許更新制などと関連した本学の様々な取組につい

て，各種報道機関を通じて適宜情報提供を行った。

Ⅴ その他の業務運営

● 快適なエコキャンパスの試み

① 快適な教育・職場環境作りの一環として，及び教員養成を図る大学としてのあり

方等を考慮し，平成20年４月より，本学敷地内全面禁煙を実施した。
② 長時間にわたる勤務による健康障害防止のため，「長時間にわたる勤務による

健康障害防止のため面接指導等実施要領」を作成した。当該要領による面接指

導等の実施に向け，具体的な運用に係る準備を行った。

③ 学生寮の環境改善，及び政府の「留学生30万人」計画に応じた留学生増に対

処するのため，学生寮実態調査図面（使用用途区分面積調べ）を作成し，概算工

事費等の算定等を含めた学生寮改善計画を立てた。

④ 耐震工事に合わせて，以下のバリアフリーの整備等を実施した。

・旭川校自然科学棟整備（便所内器具の手摺りの設置・正面玄関スロープ１箇
所，総合的サイン計画等）。

・函館校６号館整備（便所内器具の手摺りの設置・多目的トイレ１箇所，渡り廊下

玄関スロープ等１箇所）。また地域連携施設としての機能向上のため，交通導線

を確保する玄関及びスロープを整備した。

● 安全なキャンパス環境の整備

① 危機の事象ごとの危機管理個別マニュアルとして「防災マニュアル（地震，火災

対応）」，「公的研究費に関するマニュアル」，「危機管理個別マニュアル（横領等

への対応）」，「個人情報保護マニュアル（附属学校用）」を作成した。
② 各キャンパスで消防署等の協力を得て地震・火災の避難訓練を実施するととも

に，各附属学校・園においても，地震や火災，不審者侵入などを想定した避難訓

練・防犯訓練を実施した。

③ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を増設するとともに，基本的な心肺蘇生処置方法

及びＡＥＤ操作方法の講習会を昨年度に引き続き実施し，学生・教職員等の救命

のための知識，技能を習得させる機会を設けた。

Ⅵ 教育の質の向上
● 学生の成長と自己評価を支援する「電子ポートフォリオ」試行版の作成

教育情報システム上で教育実習の状況等について教員等とコミュニケーションを

図りながら，学生が自己評価するシステムである「電子ポートフォリオ」の試行版を作

成し，次年度から運用することとした。

●「学生参加型授業」の推進とFD活動

① 「授業研究」（公開授業とシンポジウム）として，「参加型授業」を課題とする「FDカ

フェ」を開催し，各校のFD担当者が参加した。

② 「学生参加型授業」について全学に方針を周知するとともに，各キャンパスで，
学生の主体的活動を促すため，大学教育開発センターが中心となり「FDワークシ

ョップ」を行った。

● 学生の「学び」習得を自己評価する「チェックリスト」の全学的整備

教育ＧＰのステップアップ型チェックリスト作成部門を組織し，現行「チェックリスト」

を精選・整理する作業を行い，「新チェックリストハンドブック」を作成した。また人間

地域科学課程においても独自の「チェックリスト」を作成し，学生の「学び」を自己評

価する体制を整備した。

● 三笠市の旧小学校の教育施設としての再利用
相互協力協定を締結している三笠市の旧小学校の施設を無償貸与され，近郊の

自然を生かした環境教育や自然体験活動プログラム，芸術に係わるプログラムの開

発等に利用できるよう施設整備を行い，次年度より教育施設として利用を開始するこ

ととした。

● 教育に関するコンソーシアムの設立

函館のコンソーシアムが文部科学省のGPに選定され，函館市と函館校を含む函

館市内の８高等教育機関が設立した「キャンパス・コンソーシアム函館」で教育上の

連携を行い，種々の教育事業を行った。また平成20年5月に旭川医科大学，旭川大
学・旭川大学女子短期大学部，東海大学旭川校舎，北海道教育大学旭川校，旭川

工業高等専門学校，旭川市が集まり，「旭川ウェルビーイング・コンソーシアム」を設

立し教育に関する事業を実施した。

● 学生を元気にする「図書館活性化プロジェクト」の実施

図書館の活性化を図り，学生の図書館利用を促進し，学生が本に親しむため，

「図書館活性化プロジェクト」として以下のような事業を実施した。

① 「第１回北海道教育大学附属図書館懸賞論文」（附属図書館）

学生に少しでも図書に興味を持たせ積極的に図書館の利用を促すため，また
学生の読書意識を刺激し，思考表現及びその文章作成能力の向上を期待して，

本学学生を対象に，懸賞論文を実施した（平成20年10月～12月，優秀賞３編（賞

状及び副賞（デジタルカメラ又は電子辞書））。

② 「図書館コメント大賞」（旭川館）

「岩波ジュニア新書」シリーズを展示して，学生自身の言葉で推薦のコメントをし

てもらい，優秀作品を「図書館コメント大賞」として表彰し，構内に掲示した（平成2

0年11月，応募総数：195編）。

③ 「学生による選書ツアー」（附属図書館・札幌館）
学生が読みたい本を直接書店で選ばせる選書ツアーを実施（平成20年6月，1

1月）。

④ 「美術作品及び書道作品の図書館閲覧室展示」（附属図書館）

図書館に学生・教員自身の美術作品・書道作品等を展示したもの。

事業について「選書ツアーに参加して，多くの書物に触れ，実際にこの目で内

容を確認することができ，大変有意義な時間を過ごすことができました」等好評で

あった。

北海道教育大学
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● 教育支援基金による就学支援の幅の拡大
北海道教育大学教育支援基金による奨学金給付制度の一部見直しを行い，今年

度から現職教員の大学院生全員に対し，支給することとした。なお，現職教員以外の

大学院生に対する奨学金給付は，新年度に支給予定である。また，２年次～４年次

の成績優秀な学部学生30人に対して，奨学金を支給した。

● GPAを用いた学生表彰の実施

学業成績優秀者に対する表彰の基準を策定し，GPA値の上位者（同点の場合は，

単位数，評価等により順位を決める。）を被表彰者とする要項を制定し，３月15日付け

で14人の学生・院生を表彰した。
● 全学的なキャリア支援科目の実施

キャリアセンターを中心としてキャリア教育プログラムの改善・充実を図り，平成20年

度後期から開設した全学的キャリア支援科目「キャリア開発の基礎（２単位）」は，学生

から概ね満足との評価を得た。

● 全学的な人権侵害防止のキャンペーン

人権侵害防止啓発リーフレット「STOP！THE ハラスメント」を配付し，学園情報誌

「HUE-LANDSCAPE」・「学生便覧」・本学ホームページ上で公開するとともに「ハラス

メント防止に関する講演会」を開催し，ＴＶ会議システムにより全キャンパスへ配信し
た。またハラスメント防止のための取組に対する調査を，卒業生・修了生アンケートの

中で実施した。

Ⅶ 研究の質の向上に関する取組

● 地域・学校現場・家庭に密着した教育，大学教育等に関連した研究の実施

① 平成18年度に学術研究推進経費で支援した『「開かれた学校」の基盤整備に関

する総合的研究』を発展させた「教育大学の機能を生かした学校・地域・家庭の教

育力を高める総合的な研究事業」(平成19年度からの2ヵ年の研究)を継続的に支
援し，同事業の「公開シンポジウム（平成20年11月）」，「研究報告会（同３月）」を開

催し「報告書」を刊行した。

② キャンパス間の共同研究促進のために，「初等理科実験」に関するプロジェクト，

「小学校英語に関する小学校英語活動推進事業プロジェクト」を支援し，「初等理

科実験テキスト」・「小学校英語活動推進事業プロジェクト報告書」を刊行した。

③ 学長裁量経費による共同研究「現職教員の高度職能開発における臨床的ケー

スメソッドの意義と役割に関する研究」を推進した。

④ 教育GP・質の高い大学教育推進プログラム「往還型カリキュラムによる教員養成
の改善」が採択され，教員養成カリキュラムの研究，「ステップアップ型チェックリス

ト」の開発を実施。

⑤ 平成20年度「大学教育の国際化加速プログラム（海外先進教育研究実践支

援）」に関連して「大学教員養成プログラムと教育の質の向上」の関する成果報告

会（平成21年１月）を行った。

● 教育に関する国際会議の開催

本学が共同開催する2nd Pacific Rim Conference on Education（10/24-26・イリノ

イ州立大学，http://www.pacificrimeducationconference.org/）を実施し，本学から出
席者数16人，基調講演１件，一般講演５件，ポスター発表２件の発表を行った。この

会議には旭川校の理科教育専攻教員５人が参加し，３件の発表を行った後，イリノイ

州立大学，アリゾナ州立大学のサイエンスエデュケーションについて，視察を行い，

日米両国の状況について情報，意見を交換した。

● 学長裁量経費による新たな研究支援経費の設置

学長裁量経費の配分効果等について検証し，新たに全学教員を支援する観点か

ら，「新任教員研究支援経費」，「教員海外派遣等経費」及び「附属学校研究支援経

費」を新設した。
● 北海道教育大学学術リポジトリの運用開始

今年度は電子化(PDF)済の本学『北海道教育大学紀要』の54巻１号(H15.8)～59

巻２号(H21.2)総計419論文を試験公開し，平成21年３月開催の学術リポジトリ委員

会において，論文・実践資料等の具体的コンテンツの収集方策及びスケジュール等

を定めた。

Ⅷ 地域貢献，国際交流・貢献，附属学校等に関する取組
● 教育機関・企業等と連携した，教育に関する地域貢献

① 北海道立教育研究所との共同研究「小・中一貫教育に関する研究」の成果を

報告書にまとめ刊行した。

② 北海道教育委員会，北海道立教育研究所，札幌市教育委員会，附属学校及

び公立学校の現職教員と組織する「小学校英語プロジェクト運営委員会」が中心

となり，「小学校英語プロジェクト実践交流会」を開催した（平成21年２月，現職教

員220人参加）。

③ 教員研修センターが公募する「教員研修モデルカリキュラム開発プログラム」
に，小学校英語活動支援をテーマとした開発事業により応募し採択された。次年

度以降，北海道教育委員会，北海道立教育研究所，札幌市教育委員会等と連

携を図り取組を進めてゆく。

④ ＪＡグループ北海道，北海道フットボールクラブとの共催事業である「食と農をつ

なぐ教育フォーラム」を北海道地域教育連携推進協議会の事業として開催した。

現代的課題である食育と子どもの体力をつなげた内容は地域住民から好評を得

た。（平成21年１月，３月開催，計318人参加）

⑤ 本学と北海道教育委員会等が連携した「北海道地域教育連携推進協議会」を
開催し（平成20年９月），食育，小学校英語活動等の共同研究の実施などで相互

に連携してゆくこととした。

● 教育に関する民間企業等との連携授業等の開設

① 北洋銀行との連携により，札幌校の授業科目である「食・生活教育論」で，食と

北海道経済に関する授業を開催した。

② JAグループ北海道との連携により実施している「稲作体験塾」をさらに深化さ

せ，大学の授業科目「食・生活教育論」の体系的なプログラムを完成させた。

北海道教育大学
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③ 北海道フットボールクラブとの連携により，10年経験者研修専門講座での教育
プログラムを実施。また，岩見沢校学生がボールパーソン等でコンサドーレ札幌の

試合の運営に協力するなど，相互に連携を深めた。

● 地域社会に開き，貢献する大学

① 学校・地域教育研究支援センターが中心となり，釧路校で実施している「ESD

（持続可能な開発のための教育）ファシリテーター資格取得」に関連する講座の開

設など充実を図った。

② 道民カレッジと連携し本学が開設する全公開講座を道民カレッジ連携講座に登

録し，地域の生涯学習に寄与した。
③ 道民カレッジ「『ほっかいどう学』大学放送講座」に参加し，地域の学習ニーズに

応えた。

④ 北海道教育委員会の要請に応じ，免許法認定講習の講師（23人）を派遣した。

⑤ 10年経験者研修専門講座として，教科指導専門講座68講座，生徒指導専門講

座19講座を開講し，778人の現職教員を受け入れた。

● 教育に関する国際貢献

① ザンビア国立大学との共同研究として，教員と国際交流・協力センター員が７月

に現地に趣き，先方の協力のもと，基礎調査を実施して現状の理解を深めた。
② 文部科学省「国際協力イニシアティブ」教育協力拠点形成事業として申請した

「サブサハラの基礎教育におけるESDモデル単元カリキュラム教材開発」が採択さ

れ，ザンビア国との共同で「水をテーマとするESDモデル単元教材」を開発した。こ

れはザンビア国のシラバスに位置づけられたもので，次年度の見直し後，サブサハ

ラ地域で普及を図る。

● 附属学校が大学と連携して実施した地域教育界に貢献した研究会等

① 「雪の学習研究会」を大学との共同主催で開催し，北国らしい特色ある教育を，

雪を題材として授業公開し，ＨＰ“雪たんけん館”の活用法などを提示した（アクセ
ス数89,324件に及んでいる）。

② 「北海道教育大学道徳教育連携研究事業」函館地区会議を開催し，公立の協

力校と連携し，道徳の時間の読み物資料の創作や指導案の作成を行った。指導

案集「北国の生き方にひびくⅠ」を作成し北海道南部の各中学校に配付した。

③ 小中連携（異校種間連携）ワークショップを３年連続で開催し，この３年間の集録

を作成した。

④ 「北海道教育大学附属学校共同研究会」を開催し，「食に関する指導」を取り扱

った授業実践を行い，実践資料を発行した。
● 附属学校教員の大学院入学と，大学院生の附属学校での非常勤講師

札幌小２人，札幌中1人，釧路小３人，旭川小１人，特別支援学校１人,計８人の附

属学校教員が大学院に入学し，代替教員として，本学大学院生を雇用した。大学院

生の教員としての自覚の強化等に貢献した。

● 附属学校での大学と連携した国際貢献

JICA，国際交流・協力センターとの協力による外国人教員研修を附属学校で実施

した。「初等理数科教授法」，「南米小学算数教授法」プロジェクトで，各々10カ国12

人，４カ国８人の研修生を札幌小，旭川小で２週間受け入れた。函館小でも授業参
観等で受け入れた。帰国後にフォローアップ研修として，附属学校教員が実際に研

修生の国を訪れて，授業公開を行った。JICAからも各開発途上国からも，たいへん

期待の大きい取組となっている。

● 大学・学生等の附属学校の活用

① 各キャンパスで「基礎実習」「主免実習」「副免実習」等に際して附属学校を活

用し，教員採用試験登録者（臨時採用希望者を含む）に対して「実務体験研修」

を行った。

② 教職大学院ストレートマスターの俯瞰実習を附属学校で前後期２度実施した。
この実習において，児童生徒の成長による変化，教師のかかわり方の変化，学校

自体の変化を感じながらの実習となり効果があった。

③ 大学院生の研究のため授業実践，授業観察等による資料収集の場を提供し，

研究に対する実践的な指導・助言も行った。

北海道教育大学
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項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況

(1) 業務運営の改善及び効率化
① 運営体制の改善に関する目標

中 ① 本学の基本理念を達成するため，学長のリーダーシップを高め，全学的な視野に立った経営戦略を確立するなど，大学運営の効率性，機動性を 大限確保する。

期 ② 大学の自主・自律を基盤として，21世紀の大学の新しい役割に相応しい大学運営，マネージメントの在り方を追求する。

目 ③ これまでの各校のそれぞれの地域で果たしてきた役割と独自性を尊重しつつ，大学としての運営の一体性を一層有効に果たせるように，大学運営の効率化と改善を図る。

標

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

① 全学的な経営戦略の確立に関する具

体的方策

【７８】 【７８】 【７８】

○ 大学運営のより一層の戦略性を高める ● 再編した３センターと各学長室，各 Ⅲ ○ 再編した「国際交流・協力センター」，「学校・地域教育研究支援センター」

ため，学長の下に理事を長とした専門の 種委員会等との連携，役割分担につ 及び「大学教育開発センター」の各センターに主任センター員及び部門長を配

スタッフで構成する室を置き，教育研究， いて検証する。また，役員会に設置し 置するとともに，「大学教育開発センター」の重点目的である，カリキュラム改
点検評価，国際交流・協力，地域連携， た運営基本方針検討委員会におい 善，ＦＤ及び授業評価等の事業の推進のため，学外者（本学名誉教授）２名を

広報及び情報システムに関する企画・立 て，中長期的な本学運営の基本方針 主任センター員として配置した。

案機能を強化する。さらに各校での実施 の策定を開始する。 ○ 再編後の各センター長に各学長室や各種委員会等を担当するそれぞれの

体制の充実を図る。 理事をもって充てることにより，学長室や各委員会が行う業務とセンターが行う

業務の調整ができる体制とした。

○ 役員会に設置した運営基本方針検討委員会を毎週開催し，「学長アクション

プラン」をもとに第二期中期目標・計画の策定を開始した。

【７９】 【７９】 【７９】

○ 経営協議会の委員に学外の有識者や ● 本学の目標の一つである社会貢献 Ⅲ ○ 経営協議会委員に地域貢献，国際貢献に係る学外有識者，専門家として，

専門家など外部の人材を適切かつ積極 （国際貢献，地域貢献）機能を高める 北海道内農業団体，国際協力関係団体及び海外でも活躍している著名な芸

的に登用し，経営戦略機能を高める。 ため，経済界，法曹界，教育界のほ 術家を新たに登用し，本学の経営戦略機能を高めることとした。

か，新たに国際協力，地域貢献に係る ○ 本年度第１回の経営協議会において，経営協議会の開催予定（審議事項，

学外の有識者，専門家を経営協議会 開催日程）の年間のスケジュールを作成し，予め各委員に提示することで外部

委員に登用する。 委員の出席の便宜を図った。

○ ＪＩＣＥ理事長である経営協議会委員から，本学の主要課題のひとつである
「外国人留学生受入の方策」に関して，留学生受入相手国（大学）に関する具

体的な助言をもらい当該国へ関係者を派遣して留学生受入に関する調査を行

った。平成21年５月の協定締結に向けて作業を進めた。

北海道教育大学
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② 運営組織の効果的・機動的な運営に

関する具体的方策

【８０】 【８０】 【８０】

○ 全学的な企画・立案機能を委員会から ● 法人化後に設置した各種委員会の Ⅲ ○ 教育研究評議会の下の教育研究委員会など３委員会の審議事項等につい

室に移すことによって，委員会の役割を 開催状況，審議内容等を点検し，必要 て点検し，関連する学長室及び各理事等の下に設置されているプロジェクト・
見直し，より効果的・機動的な意思決定 な改善を図る。 ＷＧとの効果的・機能的な連携を確認した。

プロセスを構築する。 ○ 入試委員会と連携する「入試企画室」に学務部長，入試課長を室員として加

え，「学術研究推進室」，「地域連携推進室」，「入試企画室」に学長特別補佐，

室員を増員した。また平成21年度に本実施の教員免許状更新講習の実施に

当たり，新たに「教員免許状更新講習推進室」を設置し，各校に同業務を遂行

する組織を置いて，より効果的，機動的な運営体制とした。

【８１】 【８１】 【８１】
○ 戦略情報システム（ＳＩＳ）として，大学 ● 大学教育情報システムの現状を分 Ⅲ ○ 大学教育情報システムに「就職学籍情報管理」，「インターンシップ情報管

評価システム及び大学教育情報システム 析し，大学運営のサポートが可能にな 理」等10の機能からなる「就職」部門を新設し，学生の就職活動・就職先等のキ

を構築し，経営戦略上のリーダーシップ るように新規機能の整備及び既存の ャリア支援を可能なものとした。

が発揮できるよう情報面から支援する。 蓄積データの活用方法について検討 〇 学生に対する「証明自動発行システム」と「電子掲示板システム」を導入し，

する。 大学教育情報システムと連携させ，学生支援を充実させた。

○ 既存の蓄積データを活用するため，既卒者の成績データ等を大学教育情報

システムへ追加し，成績証明書の発行等の効率化を図った。

【８２】 【８２】 【８２】

○ 教育研究評議会構成員に附属学校， ● 新たに設置した大学院高度教職実 Ⅲ ○ 教育研究評議会の教育研究部門の構成員は，これまでは学部，センター，

センター等の代表を加え，大学全体の機 践専攻の代表者を教育研究評議会構 附属学校の各代表者であったが，新たに教職大学院長を平成20年４月に設置

能的連携を強化することにより運営の一 成員に加え，効果的，機能的な運営を した大学院高度教職実践専攻（教職大学院）の代表として同委員に加えた。こ

体性を高める。 図る。 れにより全ての教育研究部門の代表者が構成員となることで，教育研究評議

会の運営の一体性を高めた。

【８３】 【８３】 【８３】
○ 学部と大学院の運営を一体化して一 ● 教職大学院と既設大学院及び学部 Ⅲ ○ 札幌・旭川・釧路の３キャンパスに置かれた教職大学院の効率的な運営のた

貫した教育体制を構築することにより，よ の一体的な運営について点検し，検 め，各キャンパスに教職大学院長補佐を置き，各キャンパスの教職大学院専任

り効果的・機動的な運営を図る。 証する。 教員代表者を充てた。また教職大学院の運営に独立性を確保するため，教職

大学院教授会を置くとともに，同教授会の下に各種委員会を設置した。

○ 学部と大学院の一体的な運営を進めるため，教職大学院専任教員を各キャ

ンパスの教授会構成員とした。また，教育研究評議会及び経営協議会の下の

全学委員会（教育研究委員会，入学試験委員会，学生支援委員会及び予算

検討委員会）に教職大学院教授会選出の教員を構成員に加えた。
○ 「大学院修士課程改革プロジェクト」において，学部再編後の大学院の教員

組織につき検討を行った。

北海道教育大学
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③ 国立大学間の自主的な連携・協力体

制に関する具体的方策

【８４】 【８４】 【８４】

○ 北海道内の国立大学間の連携・協力 ● 道内の国立大学等間の連携・協力 Ⅳ ○ 平成21年度から実施する教員免許状更新講習に合わせて，本学が中心と

を強化するため，共同事業等の推進を図 を強化するため，共同事業を引き続き なり「更新講習実施委員会」「教員免許更新講習実施事務センター」等を置き，
る。 推進する。 北海道内６つの国立大学間で受講者の利便性と事務の効率化を図る協定を

締結した。また，道東の５つの国公私立大学（本学，帯広畜産大学，釧路公立

大学，帯広大谷短期大学，釧路短期大学）において「教員免許状更新講習の

共同実施に関する協定」を締結し，コンソーシアムを設立し，免許更新に関す

る業務を共同で実施してゆくこととした。（平成20年12月）。

○ ＧＰ「戦略的大学連携支援事業」に，函館地域の６高等教育機関が連携して

教育カリキュラムの開発，合同ＦＤ・ＳＤ，及び生涯学習等を目指す総合的な取

組「高等教育機関連携による『キャンパス都市函館』構想」（平成20-22年度）
が，本学が代表校となり申請し，採択された。

〇 上記GP事業と関連して，本学函館校に事務局を置き，函館地域の８高等教

育機関と函館市が参加する「キャンパス・コンソーシアム函館」の主催で，「戦略

的大学連携シンポジウム2009」（平成21年３月，参加者100人）を開催した。

○ 北海道内の７国立大学の会計業務の一元化に向けて検討した結果，余裕

金の運用業務について共同化を進めることとし，「北海道地区国立大学法人の

資金の共同利用に係る協定書」（平成21年３月）を締結し，平成21年度からの

実施に向けて，大学間の調整を進めた。
○ 昨年度に引き続き，事務系職員の各種研修を道内の国立大学間により共同

開催し，各大学の負担軽減を図った。

○ 昨年度に続き，北海道内の各国立大学法人等と連携して，「北海道地区国

立大学法人等職員統一採用試験」を実施し，業務の効率化を図った。

④ 内部監査機能の充実に関する 具体

的方策 【８５】

【８５】 【８５】 ○ 平成19年度より監査室を設置しており，一層の機能強化を目的に，他大学
○ 内部監査機能の充実を図るため，監 ● 今までの内部監査の実施状況を踏 Ⅲ の監査室の組織，業務内容，内部監査の体制や方法を調査した。

事が役員会，教育研究評議会及び経営 まえて，監査室のあり方も含めた検証 ○ 本学の内部監査の実施状況と上記の調査結果を踏まえ，監査室の体制と役

協議会に出席できるようにし，運営状況 を行う。 割を見直した結果，専任職員の配置を１人から２人へと増員強化するとともに，

についての情報提供を行う。 「監査室規則」（平成20年６月）を定め，学長直轄の組織として，完全に監査対

象部局から独立させた。また，同室の主な役割として｢法人全体の業務執行の

合理性のチェック，改善への提言｣を担うこととした。

【昨年度の法人評価委員会指摘事項】

○ 今年度より登用した新たな監事に対しても，これまでと同様に役員会，教育
研究評議会及び経営協議会等の主要会議への出席を通して，本学の運営状

況についての情報提供を行った。

⑤ 教員・事務職員等による一体的な運営
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に関する具体的方策

【８６】 【８６】 【８６】

○ 各種委員会及び室の構成に教員の他 ● 事務職員を加えた各種委員会及び Ⅲ ○ 役員会と隔週で開催している役員連絡会に，平成20年10月から各部長，担

に事務職員等を加え，一体的な大学運 各学長室の運営等について検証し， 当課長等を出席させ，大学運営に関してこれまで以上に一体的な運営が行え

営を目指す。 その結果を踏まえ，構成員の適切な配 るよう図った。
置を図る。 ○ 平成21年度から本実施となる教員免許状更新講習の実施に当たり，新たに

学長室として「教員免許状更新講習推進室」を設置するとともに，学務部教務

課に「教員免許更新講習グループ」を設置し，一体的な業務運営を図ることと

した。

○ 平成20年度に開催されたＧ８北海道洞爺湖サミットに併せ，本学として地球

環境問題をはじめとする諸課題を推進するため，学長特別補佐１人及び各校

教員に，事務局の関係課長を加えた「グローカル環境教育推進会議」を設置

し，国際会議，記念演奏会，学生チャレンジプロジェクト等の事業を企画，実施
した。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況

(1) 業務運営の改善及び効率化

② 教育研究組織の見直しに関する目標

中 これまでの分校体制を見直し，機能性と統合性を併せ持つ教育・研究組織に再編する。

期

目

標

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

教育研究組織の見直しの方向性

【８７】 【８７】 【８７】

○ 教員養成と新課程の充実発展を期し ● 平成18年度に始まった学部再編に Ⅲ ○ 学部再編に関連して，教員養成大学に置く修士課程として，学校現場の課

て，各校ごとの小規模の教員養成への分 合わせ，既存の修士課程をより機能的 題を修士課程の研究目的とし，実践的な教育内容に改革して行くこと，及び学

散と新課程の併存を止め，単一の大学と に集約・再編する新たな修士課程につ 部新課程に対応した新専攻の可能性，更に学部再編による教育組織と教員組

して効果的に現代的課題に応えられるよ いての具体的な検討を進める。 織を踏まえた修士課程の改革の方向性等について検討した。

うに，既存の課程を抜本的に集約・再編 ○ 大学院修士課程の改革について，文部科学省との協議で，学部新課程に
したキャンパスごとの機能分担システムに 対応した新専攻の設置は認められないことが確認されたので，既存の専攻の

転換する。 中で，新課程の教育内容へ広げることについて，教員養成大学に置く修士課

程のあり方等も含めて今後検討してゆくこととした。

ウェイト小計
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北海道教育大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況

(1) 業務運営の改善及び効率化

③ 人事の適正化に関する目標

中 ① 教員人事の適正化に関する目標

期 優れた人材を広く求め，更に教員の質的向上を図るために，教員人事に関する基準を公開し，インセンティブの付与を可能にする業績の適切な評価システムなどを構築す

目 る。

標 ② 事務職員に関わる人事の適正化と資質の向上に関する目標

大学運営の専門職能集団としての機能を強化するため資質等の向上を図る。

③ 人件費の削減に関する目標

「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ，人件費削減の取組を行う。

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

① 人事評価システムの整備活用に関す

る具体的方策

【８８】 【８８】 【８８】

○ 教育・研究・管理運営面を基本としつ ● 教育評価，研究評価，地域貢献評 Ⅲ ○ 今年度新たに，教育評価，研究評価，社会貢献評価，管理運営評価の４部
つ，社会貢献を加味した総合的な業績 価，管理運営評価等を効果的に活用 門からなる教員人事評価システム（「教員の総合的業績評価」）を開発した。平

評価を導入し，教員人事の適正化を図 した「教員人事評価システム」を早期に 成21年３月から紙媒体での各自のデータ提出により，評価システムの実施をは

る。 開発するため，教員人事評価システム じめており，平成21年度中に昇給等に反映させる。

ＷＧを設置し，次期中期目標期間の

早い段階からの本格的実施を目指

す。

② 柔軟で多様な人事制度の構築に関す
る具体的方策

【８９】 【８９】 【８９】

○ 優秀な人材を確保するとともに，組織 ● 他機関との人事交流を引き続き実 Ⅲ ○ 北海道内の工業高等専門学校との事務職員の人事交流については，４人

業務の活性化等を高めるため，他機関と 施するとともに，人事交流対象機関の が本学に復帰したのに対して，１人を在籍出向させた。また，新たに独立行政

の人事交流を積極的に進める。 拡大を図る。 法人日本学術振興会に１人を在籍出向させた。

③ 教員の流動性向上に関する具体的方

策
【９０】 【９０】 【９０】

○ 本学の特性を踏まえた教育研究の活 ● 教育委員会との人事交流に関する Ⅲ ○ 北海道教育委員会との人事交流で２人の教員を受け入れ（旭川，函館キャ

性化を図るため，任期制による教育委員 協定書に基づき，引き続き大学教員と ンパス），年度末の期間満了に際しては旭川キャンパスの教員については，本

会との人事交流等を推進する。 して優秀な人材を受け入れる。 学の大学教員として新たに採用することとし，函館キャンパスでは新たに１人を

受け入れることとした。
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北海道教育大学

○ 上記人事交流による教員は，豊富な地域教育行政ならびに初等中等教育

の実務経験を生かし，特に道徳教育並びに就職対策分野において，本学の

教育・学生支援等の質の改善，向上に大いに貢献したことを，配属校の副学

長からの調査（アンケート）結果から検証した。

④ 女性・外国人等の教員採用の促進に

関する具体的な方策 【９１】

【９１】 【９１】 ○ 本学の「男女共同参画推進会議」の提言に基づき，本学教員の公募書類に

○ 教員の採用に際しては，能力に応じた ● 男女共同参画推進会議の提言によ Ⅲ 「本学は，男女共同参画に配慮しており，女性の積極的な応募を期待する」旨

公平なシステムのもと，女性や外国人の る公募方法の工夫により，女性応募者 を明記するなど，女性教員の比率を高めることに努めた。

採用を積極的に推進する。 の確保を目指す。 〇平成20年４月に，応募者３人の中から女性の外国人教師を採用した。

⑤ 事務職員等の資質の向上等に関する
具体的方策

【９２】 【９２】 【９２】

○ 事務職員としての資質，知識・技能等 ● これまで実施してきた各種研修に加 Ⅲ ○ 昨年度まで実施してきた「新任職員フォローアップ研修」等の各種研修の成

の向上を図るための各種研修（スタッフ・ え，国際化に対応しうる職員を育成し， 果を点検するとともに，引き続き同様の研修を実施した。

ディベロップメント）の実施と内容の充実 その資質向上を図るため，新たに海外 ○ 昨年度制度化した「事務職員海外語学研修」制度により，本学の協定校で

を図る。 語学研修を実施する。 あるカルガリー大学に，４月から８月まで１人，１月から７月まで１人の計２人の

事務職員を派遣し語学研修を受けさせた。

⑥ 人件費の削減に関する具体的方策

【９３】 【９３】 【９３】

○ 総人件費改革の実行計画を踏まえ， ● 総人件費改革の実行計画及び「中 Ⅲ ○ 人件費削減のため，平成19年度定年退職教授18人に対し，平成20年４月１

平成17年度人件費予算相当額をベース 期財政指針」を踏まえ，平成17年度人 日の教員の採用は新たに設置した教職大学院担当教員７人の採用を除き９人

として，平成21年度までに概ね４％の人 件費予算相当額をベースとして，引き にとどめ，16人とするとともに，教授：准教授等の構成比率を50：50にするため

件費の削減を図る。 続き概ね１％の人件費の削減を図る。 教授昇任を９人にとどめた。また，事務系職員にあっては，平成19年度定年退

職者８人の後任補充を６人に留めた。

○ 以上により1.77％の人件費削減を達成した。

ウェイト小計
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北海道教育大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況

(1) 業務運営の改善及び効率化

④ 事務等の効率化・合理化に関する目標

中 事務の業務等を見直し，集中化を図り，効率化・合理化を目指す。

期

目

標

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

① 事務組織の機能・編成の見直しに関

する具体的方策

【９４】 【９４】 【９４】

○ 事務組織を，課題に効果的に対応で ● グループ制の導入に伴う業務の合 Ⅲ ○ 事務の業務体制等を種々検討し，次のような改善を図った。

きるグループ制とし，業務の合理化・効率 理化・効率化について検証し，その結 ・総務課の「総務・広報」グループを地域連携関係業務を効果的に進めるた

化を図る。 果を踏まえた事務処理体制について め，「広報・地域連携」グループとし，総務関係業務を体系的に行うため，「文
改善を図る。 書・法規」グループを「総務・法規」グループへ編成換えした。

・企画課の「地域連携・学術研究」グループを「学術研究」グループとし，「大学

改革」グループが担当していた将来計画関係業務を「企画・評価」グループに

移行し，「大学改革」グループを廃止した。

・教務課に平成20年４月発足の教職大学院及び大学院生の支援業務のため，

「大学院支援」グループを，また，平成21年度から本実施となる教員免許状更

新講習に対応するため，「教員免許更新講習グループ」を新設した。

・これまで各校財務グループで行っていた財務関係業務の一部（旅費・謝金の
計算業務及び100万円以下の物品購入・支払業務）を，平成20年４月から本部

事務局に集約した。

・従来各校の教員１人が担当していた情報ネットワークの管理業務から教員を

はずし，情報化推進室で専門家３人を新規採用することで，情報ネットワークの

管理に万全を期すこととした。

② 複数大学による共同業務処理に関す

る具体的な方策
【９５】 【９５】 【９５】

○ 大学間に共通する管理運営や，各種 ● 道内国立大学等が共同して行う国 Ⅲ ○ 北海道内の国公立大学等が共同実施している，国立大学法人等職員統一

訴訟等の問題に適切かつ迅速に対応す 立大学法人等採用試験及び各種事務 採用試験に，企画段階から参加した。

るため，北海道内の国立大学間で，共通 系職員研修に，継続して積極的に参 ○ 北海道内で共同開催している，以下の国立大学事務系職員研修に積極的

事務処理体制を構築するなどの検討を 加するとともに，他の共通事務処理体 に参加した。
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北海道教育大学

行う。 制の構築に向けて検討する。 ・北海道地区国立大学法人等初任職員研修（一般職）（６人参加）

・北海道地区国立大学法人等中堅職員研修（２人参加）

・北海道地区国立大学法人等係長研修（５人参加）

・北海道地区国立大学法人等会計事務研修（４人参加）

・北海道地区国立学校等安全管理協議会（７人参加）
○ いわゆる「受験生の大学全入時代」を迎え，質の高い，志望意欲の強い受験

生の確保を図るため，道内の11国公立大学で組織する「北海道進学コンソー

シアム」による進学相談会「北海道進学コンソーシアムin札幌」に企画段階から

参画した。今年度は，個別進学相談のほか，教育紹介，模擬講義，保護者会

を新たに実施した（平成20年10月，北大クラーク会館，参加者260人）。

○ 平成21年度から実施する教員免許状更新講習に関して，本学が中心となり

「更新講習実施委員会」，「教員免許更新講習実施事務センター」等を置き，

北海道内６つの国立大学間で受講者の利便性と事務の効率化を図る協定を
締結した。また，道東の５つの国公私立大学（本学，帯広畜産大学，釧路公立

大学，帯広大谷短期大学，釧路短期大学）で「教員免許状更新講習の共同実

施に関する協定」を締結し，コンソーシアムを設立し，免許更新に関する業務を

共同で実施してゆくこととした。（平成20年12月）。

③ 業務のアウトソーシング等に関する具

体的な方策

【９６】 【９６】 【９６】
○ 業務内容を見直し，アウトソーシングを ● 昨年度までに実施したアウトソーシ Ⅲ ○ 附属図書館閲覧業務及び附属学校における給食業務についてアウトソーシ

積極的に検討する。 ングの内容・効果を検証し，他の業務 ングを実施し，負担軽減と経費削減に繋がっていることを確認した。

についても効率化・合理化の観点から ○ 本年度よりキャンパス情報ネットワーク管理運用業務（コンピュータ教室等の

検討を行う。 学生利用端末の管理，役員及び教員用コンピュータのセキュリティパッチの適

用及びアップデート等の支援）についてもアウトソーシングを導入し，ネットワー

クの安全確保と業務の合理化，効率化を図った。

ウェイト小計

ウェイト総計
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北海道教育大学

（１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等

した。

国際交流・協力センター」に国際教育協力の強化や留学生交流の促進を行う「
は３人， 育の諸課題に関する実践的研究等を行う「学校・地域教育研究支援学校教
センター」には２人，既存カリキュラムの改善を扱う「大学教育開発センター」には２人

の主任センター員を配置した。なお，「大学教育開発センター」には，さらに本学名

誉教授２人を主任センター員として配置をし，現行カリキュラムの研究及び検証に取
り組んだ。

なお，冬季スポーツ教育研究センターは平成21年３月末をもって廃止した。今

後，スポーツ教育課程を置く岩見沢校に，冬季のスポーツに限らず，スポーツ全般

に係る貢献を目指したキャンパスセンターを整備していくこととした。

○教員免許状更新講習の平成21年度実施へ向けた取組

平成21年度から本格導入の教員免許状更新講習について，北海道地区におい
ては，本学が中心（基幹大学）となり，他大学と連携を図りつつ運営していくこととな

り，以下のとおり，体制を整備するとともに，必要な準備を進めた。

◎実施体制の整備

① 事務の共同処理： 受講者の利便性の向上と，各大学の事務の効率化を図る

ため，講習実施に伴う事務の共同処理に関し協定を締結した。

② 連絡調整のための組織： 各実施大学に共通する課題等の連絡調整のため，

「更新講習実施連絡委員会」を，また，講習実施に伴う事務を円滑に処理するた
め，「更新講習事務運営委員会」を，それぞれ設置した。

③ フォーラムの開催： 平成21年度からの講習実施に当たり，制度の理解や情報

交換，連携体制の推進などを図り，円滑な講習実施に向けて，フォーラムを２回開

催した。１回目は，５キャンパスをテレビ会議システムで結び，道内の国公私立大

学の関係者等約100人が参加した。２回目は，関係者が約60人参加し，予備講習

の受講生からの評価や顕在化した課題の報告を通して情報交換を行った。

④ 予備講習講座： 免許更新制度の導入に先立ち，北海道内の３地区（宗谷管

内，網走管内，根室管内）で予備講習として講座を開講し，計160人の教員が受
講した。この予備講習の受講者は，平成21年度からの受講講座の一部が免除さ

れる。

⑤ 実践事例発表会： 予備講習の実践事例発表会を開催し，次年度から始まる

各大学における免許状更新講習に向けた取組への参考を考慮した。本学を含む

５大学の発表並びに参加大学間の質疑・意見交換を行った。

⑥ 新たな学長室の設置： 教員免許状更新講習の実施に備えて，学長室の一つ

として，「教員免許状更新講習推進室」を新たに設置し，各キャンパスから学長特

１．特 記 事 項

○北海道教育大学アクションプランの策定

役員会の下に設置した「運営基本方針検討委員会」（学長，理事，副理事，事務

局長，各部長で構成）において，当面の行動計画となる「アクションプラン」を策定し

た。
アクションプランでは，９項目 ①「学生を中心とした教育」・②「全学一体とした教員

組織の編制」・③「新しい研究の推進」・④「社会貢献で地域に根ざした大学」・⑤「コ

スト意識，評価・広報活動の徹底」・⑥「国際化の促進」・⑦「教職協働による大学運

営」・⑧「本学に相応しい学生の確保」・⑨「附属学校園の存在意義の明確化」を基本

方針にして，具体的な行動計画を立てた。

同プランは，本学のホームページ上で公開し，学内外に周知するとともに，学内の

コンセンサスを図るため，学長をはじめ役員等が各校において説明会を開催すること

とした。
また，この基本方針を踏まえ 引き続き第二期の中期目標や中期計画の策定を開，

始した。

○新たな教育研究センターのスタート

北海道教育大

学センター再編構

想に基づき，再編

ワーキンググルー
プ及び新規開設

準備委員会で検

討を重ね，平成20

年４月１日から新た

な教育研究センタ

ーがスタートした。

また，「センター

再編に係る教員人
事の取扱いに関す

る要項」に基づき，

各センター規則に

規定する目的や業

務内容に応じて，

主任センター員と

して教員を配置換
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別補佐として１人を配置した。また，事務組織として学務部教務課内に教員免許状
更新講習の事務に専門的に対応するためのグループを組織し，体制を整えた。

◎事務の共同処理による業務の効率化

北海道内の６国立大学法人（本学，北海道大学，室蘭工業大学，小樽商科大学，

帯広畜産大学，北見工業大学）との間で，講習実施に伴う事務の一括処理に関し，

協定を締結した。

基幹大学として，事務処理の一元化に合わせ， 「更新講習事務運営委員会」の下

に「教員免許更新講習実施事務センター」を設置し，募集要項の作成，受講申込手
続，他大学との連絡調整を行うこととした。この結果，受講希望者（毎年約4,500人の

受講対象者）への情報伝達の効率化と伝達内容が統一されたほか，役割の分担によ

る対応時間の節約と，集約化による受講料振り込み手数料の減額に結び付いた。ま

た，各大学には，独自に受講手続を行う場合に掛かるサーバの設置料や保守料の

負担（約300万円）が軽減または負担がゼロとなった。

更に，北海道東部地域の５つの国公私立大学（本学，帯広畜産大学，釧路公立大

学，帯広大谷短期大学，釧路短期大学）による「北海道東部地域教員免許状更新講

習コンソーシアム」を設立し，広域の受講者に向けての負担の軽減と失効者を出さな
い取組をコンセプトに，平成20年12月に免許更新に関する業務の共同実施協定を

結んだ。

○男女共同参画に向けた取組

男女共同参画推進会議のこれまでの活動を総括した「平成19年度活動報告書」を

作成した。教職員の男女比率の現状や育児・介護と仕事・ジェンダー関連科目の開

設状況のほか，男女共同参画の視点に立った学生のキャリア形成・就職支援状況を

とりまとめた。
また，学内広報により教職員の意識啓発を図るため，次年度から推進会議のホー

ムページを開設することとし，その内容・構成を決めるとともに，必要な情報を収集し

た。

男女共同参画推進会議と人権委員会の共催により，外部（東北大学高等教育開

発推進センター）から講師を招き，ハラスメント防止に関する講演会を開催した。本講

演を新任教員の研修の一部として位置づけるとともに，双方向遠隔授業システムによ

り各キャンパスに配信し，教職員や学生約130人が参加した。

男女共同参画推進会議では，教員構成における男女比の格差是正のため，学長
に提言を行った結果，女性教員の採用の促進に向けた取組として，教員公募の際に

「本学は，男女共同参画に配慮しており，女性の積極的な応募を期待する」旨を明記

し，公募を行うこととした。

さらに，次年度に発足予定の「教員選考方法等に関する検討委員会」に対し，①

選考結果報告書には，応募者の男女比，採用者の性別を明記することと，②ポジティ

ブアクションの導入により，業績が同等であれば積極的に女性の採用をおこなうことを

検討するよう申し入れることとした。

２．共 通 事 項
◆戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用が図られているか。

① 役員会の下に設置した「運営基本方針検討委員会」（学長，理事，副理事，事

務局長，各部長で構成）において，第二期中期目標・中期計画の検討を行うとと

もに，「北海道教育大学アクションプラン」を策定した。

② 全学的な様々な取組の企画・実施を行う「学長室」の組織見直しとして，「入試

企画室」に事務局から学務部長及び入試課長を室員として参画させるとともに，

特別補佐や室員を増員させ，山積する諸課題に対応させた。また，「学術研究推

進室」及び「地域連携推進室」においても，特別補佐及び室員を増員させた。
さらに，平成21年度から本実施となる教員免許状更新講習の実施に当たり，新

たに「教員免許状更新講習推進室」の設置を決め，運営規則の改正を行うととも

に，「教員免許更新講習実施事務センター」など業務遂行に当たる組織を設置

し，より効果的・機動的な運営体制を構築した。

「学長室」に属さない諸課題（学生・キャリア支援，国際交流，環境保全推進等）

については，学長が担当理事を指名するとともに，学長特別補佐を配置し対応し

た。また，より効果的・機能的な運営のため，理事を座長とする各種プロジェクト，

ＷＧ等（大学院修士課程改革プロジェクト，教育力推進プロジェクト，教員人事評
価システム開発ＷＧ，学則検討ＷＧ等）を設置し，臨機応変な体制で課題解決に

当たった。

③ 学長，理事，副理事及び事務局長で構成する「役員連絡会」を平成20年度中

に23回開催し，役員会に諮る事項の事前調整，各理事や副理事が所掌する学長

室・プロジェクト・WG等の業務の進捗状況の相互確認を行った。10月からは，事

務局から各部長や担当課長等を出席させることとし，事務サイドから種々の提案

ができる体制とした。

④ 教育研究評議会の審議事項等は，各校教授会において報告することにより，
学内のコンセンサスを図ってきたが，平成21年３月より，各校室事務長を出席させ

ることとし，事務職員に対する大学の意志決定過程の透明性を確保した。

⑤ 平成20年度に開催されたＧ８北海道洞爺湖サミットに併せ，地球環境問題を始

めとする諸課題に関して，教員養成の立場から行う問題解決に向けて諸活動を行

うこととし，関連する事業推進のため，学長特別補佐１人を任命するとともに，各校

教員に事務局関係課長を加えた「グローカル環境教育推進会議」を設置し，国際

会議，記念演奏会，学生チャレンジプロジェクト等の各種事業を企画・実施した。

◆法人としての総合的な観点から，戦略的・効果的な資源配分が行われているか。

◎経費配分の状況

法人化以降，戦略的運営を行うべく「教育研究等重点政策経費」を予算化し，学

長裁量による重点的な予算配分や，中期計画に基づく事業の実施経費及び大学運

営改善のための政策経費を確保してきた。

平成20年度においては，教育研究等重点政策経費として541,749千円を確保（前

北海道教育大学
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年度比43,159千円増）し，「学長裁量経費」，「中期計画等実施経費」，「大学運営改
善等政策経費」，「大学再編整備経費」，「施設改修・営繕経費」等の項目を設け，講

義室整備，附属学校のパソコン更新，老朽施設整備，学部再編に伴う施設整備に充

当した。

特に，平成20年度においては，次の項目を重点政策課題とし対策を講じた。

① 大学再編（３年目）の円滑な実施のため，校舎改修，設備の整備，再編に伴う

学内異動に伴う移転費及び兼務連絡旅費等への予算措置（大学再編整備経

費）

② 中期計画達成に向け，地域連携・地域貢献の一層の充実として「食と農をつ

なぐ教育フォーラム」の実施（中期計画等実施経費）

③ 証明書自動発行装置を導入による，学生サービスの充実（中期計画等実施

経費）

④ 老朽化施設等の改修及び岩見沢校にトレーニングセンター新営に対応する

ため，施設改修・営繕経費の拡充（施設改修・営繕経費）

前述の重点政策課題以外に「北海道洞爺湖サミット」を記念して「グローカル環境

教育国際会議2008」及び本学の大学生と附属小中学生との「特別演奏会」を開催

し，機動的な予算配分を行った。また，設備マスタープランを作成し，これに基づいた
戦略的・効果的な資源配分を行い，基盤的教育設備の充実を図った。

◎人的資源の配分状況

学部再編による教育研究組織の完成に向け，平成20年４月１日付けで18人の配

置換を実施した。また，完成年度となる平成21年度には，22人の教員を配置換を決

定した（平成18年度からの４年間で計94人の配置換となる予定）。

今年度より設置した教職大学院（高度教職実践専攻）には，21人の専任教員（新

規採用７人，学部からの配置換14人）を配置した。21人の専任教員のうち，実務家教

員を９人配置し，充実した教育体制を整えた。
アクションプランとして「学長のリーダーシップのもと，効率的な教員配置を実現す

るため，学長裁量教員枠を設定する」を掲げるとともに，新たな仕組みとして，「特別

教授制度」（教育研究上特に必要であり，その分野において優れた知識，技能及び

経験を有する者と学長が認めた場合は，定年年齢を超えて「特別教授」として雇用す

ることを可能とする制度）を設けたほか，学部再編終了後の教員選考に関して，全学

統一の運用による選考方策等を検討するため「教員選考方法等に関する検討委員

会」を設置した。

◆業務運営の効率化を図っているか。

◎事務組織の再編・合理化

① 平成19年度に作成した「財務事務改善に向けた具体的方策の提言」に基づき，

平成20年度より旅費・謝金業務及び契約業務の一部（100万円以上の物品購入契

約），岩見沢校における伝票作成業務を事務局に集約化し，業務を効率化した。

② 監査室の機能強化を図るため，平成21年度から監査室長をこれまでの兼務から

専任とすることで，専任職員を１人から２人へと増員し，兼務職員を配置しないこと
とした。このことにより，監査対象部局からの独立性を一層確保するとともに，法人

全体の業務執行の合理性のチェック，改善への提言を行うことを主な役割とする

など機能面の見直しも行った。

③ 情報ネットワークの管理について，これまで各校の教員１名をネットワーク管理

者として発令し，全学及び各校の情報ネットワーク管理業務を担当させていたが，

担当教員の負担軽減のため，情報化推進室に新たに専門家（３名）を採用し，情

報ネットワーク管理業務に万全を期すこととした。

④ 教職大学院設置に伴い，大学院生に対する学務事務をより円滑に行うため，
教務課に「大学院支援グループ」を設置した。また，平成21年度からの教員免許

状更新講習の実施等，新たな業務に対応するため「教員免許更新講習グルー

プ」を設置した。

◎業務の効率化

① 前年度に引き続き，附属図書館閲覧業務及び附属学校における給食業務に

ついてアウトソーシングを実施した。また，本学のキャンパス情報ネットワーク管理

運用業務（コンピュータ教室等の学生利用端末の管理，役員及び教員用コンピュ

ータのセキュリティパッチの適用及びアップデート等の支援）についてもアウトソー
シング化し，業務の合理化，効率化を図った。

② 今年度よりテレビ会議システムを利用した入札を実施し，競争性を高めるととも

に経費の削減を図った。また，テレビ会議システムによる各種会議・説明会の実施

により，約1,800万円の旅費節減効果をもたらすとともに，長距離移動に伴う負担

軽減，休講の減少など，教育研究活動への支障も軽減した。

◆収容定員を適切に充足した教育活動が行われているか。
学士課程（充足率112％），大学院課程（充足率127％）に加え，開設初年度の専

門職学位課程は収容定員の45人に対し93％であるところから，適切に充足した教育

活動を行っていると言える。

◆外部有識者の積極的活用を図っているか。

◎経営協議会の学外委員の活用状況

留学生の増加をはじめとした国際化の推進，芸術文化の拠点機能の強化，地域
連携・貢献の一層の推進のため，今年度から新たに経営協議会学外委員として，国

際協力関係団体の専門家，海外でも活躍している著名な芸術家，北海道内の農業

団体関係者を登用した。

第１回の経営協議会において，本年度の経営協議会の開催予定（審議事項，開

催日程）の年間のスケジュールを作成し，予め各委員に提示することにより，できる

限り会議の出席を優先してもらうように配慮した。

また，学外委員の意見・助言等が運営の活性化に繋がった主な事例として次のこ

北海道教育大学
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とがある。
① 第２回の経営協議会において，本学の主要課題のひとつである留学生受入の

拡大方策について意見交換を行い，「ベトナムでは，円借款により千人規模の留

学生派遣の計画が進められている」，「中東においても日本の教育への関心が高

まっている」等の意見が出された。また，経営協議会以外の場でも，留学生受入相

手国（大学）に関する具体的な助言があった。これらの意見や助言を受け，当該国

へ関係者を派遣して留学生受入に関する調査を行ったほか，平成21年５月の協定

締結に向けて準備を進めた。

さらに「日本の理数科教育に大変興味を持っている国々にあっても，言語の問
題が障害で，英語圏に流れている現状があり，潜在的な需要はある。留学生受入

には，英語による授業は不可欠」との意見を受け，今後採用する教員については，

語学力も判断材料とするため，語学力（英語）に関する質問事項を他の公募書類と

併せて提出させることとした。

② 本学教育支援基金の募金委員会委員長で，札幌商工会議所会頭でもある経営

協議会委員の助言により，同商工会議所が主催する「どさんこ創生塾」の企画で，

本学芸術課程教員による演奏会を開催した。同演奏会における収益金45万円を

本学教育支援基金に寄付していただいたほか，同商工会議所加入の多くの企業
に本学教育支援基金の紹介をしていただき，24社から計260万円の寄付が寄せら

れた。

◎経営協議会学外委員以外の外部有識者の活用状況

質の高い志望意欲の強い受験生確保のため，高校の進路指導の業務に精通し，

北海道教育大学の教育活動に理解を持つ元公立高等学校教員を「入試アドバイザ

ー」として配置した。本学を受験した生徒が在籍していた高等学校への訪問やオー

プンキャンパスでのアンケート調査を基に，受験生のニーズ，高等学校における進路

指導等の実態を調査・分析した。
また，引き続き，教育委員会との人事交流に基づく大学教員，広報アドバイザー

（広告代理店関係者），キャリア・オーガナイザー（民間企業等関係者），国際交流コ

ーディネーター（JICEとの人事交流による受入），教職スーパーバイザー（元小中学

校校長等），特任教授（専門性の高い特定の分野において国際的に活躍している

者）を配置し，積極的な活用を図った。

◆監査機能の充実が図られているか。
監事監査については本学監事監査規則に基づき，役員会等学内会議への出席

や財務諸表等重要文書の回付に加え，各キャンパスへ実際に赴きヒアリングによる実
地監査を行った。また，学長直轄の組織として位置付けられている監査室が事務補
助を行うとともに，監査室において実施する内部監査の結果について報告を行い，
内部監査組織としての連携を図った。

監査室が行う内部監査については本学会計内部監査規則に基づき，各キャンパ
スへ実際に赴き実地監査を実施し，内部監査の結果については，指摘事項の一覧

により被監査部局へ通知するとともに，是正すべき事項については，是正措置の報
告を求め，監査結果のフォローアップを実施した。
是正措置の一例としては，旅費の過大支給及び旅費の未払いについて，それぞ

れ戻入及び支払いの措置をとるとともに，再発防止について関係会議において周知
徹底した。
会計監査人が行う会計監査については，新日本有限責任監査法人と監査契約を

結び，各キャンパスで往査した。監査の結果については，監査発見事項一覧により
通知し，是正すべき事項については直ちに改善した。
また，預かり金の管理について，全学的な体制の構築をすべきとの指摘を受け，

関係各課と調整の上，体制構築に努めている。

監査体制及び機能を充実させるため，専任職員の配置を１人から２人へと増員

し，兼務職員を配置することを止めるとともに，業務内容として法人全体の業務執行

の合理性のチェックや改善への提言等を担うこととした。

◆男女共同参画の推進に向けた取組が行われているか。

１．特記事項「◆男女共同参画に向けた取組」を参照願います。

◆従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。

【法人による自己評価と評価委員会の評価が異なる事項】

年度計画【87-2】「人間地域科学課程，芸術課程及びスポーツ教育課程に対応し
た修士課程の構想をまとめる」（実績報告書20頁）については，大学再編の完了す

る平成22年度当初を見据えて平成20年度に構想を取りまとめることとしていることか

ら，年度計画を十分には実施していないものと認められる。（平成19年度）

【平成20年度における対処状況】

これまで，大学院の改革について協議してきた大学院プロジェクトを廃止し，学部

・課程再編の完成を見据え，大学院修士課程のあり方を検討し，具体的な改組案を

作成することを目的として，大学院修士課程改革プロジェクト（以下「プロジェクト」と

いう。）を新たに設置した（20.4.22役員会決定）。
教育研究内容の改善・充実，専攻・専修のあり方（新課程対応を含む）等につい

て，再編による全学の教員組織をシミュレートしながら検討し，６回にわたるプロジェ

クトを経て，人間地域科学課程，芸術課程及びスポーツ教育課程に対応した専攻を

含む本学の修士課程全体の構想案をまとめた。その後，これらの修士課程改革の

方向性について文部科学省と相談を行い（20.9.26），新課程に対応した大学院は，

概算要求には計上しない，との方針を確認した。

その結果，新課程に対応した教育内容を，各専攻の専修の下に置かれる「分野」

で実施する可能性を検討した。その一方で，大学院の教育組織と教員組織の一元
化の必要性についても議論を開始した。

大学院改革に関する文部科学省との協議を再度行い（21.1.22），新課程を置く函

北海道教育大学
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館・岩見沢の学生の進路の意向や卒業後の進路先について調査し，新課程対応の
大学院のあり方につなげることとなった。

【指摘事項】

平成17年度評価結果で評価委員会が課題として指摘した事項については，人事

評価システムの整備活用に関し，平成20年度までにデータベース構築と人事評価シ

ステム開発が計画されていた。しかし，年度計画【88-2】において「次期中期目標期

間の早い時期に人事評価システムの本格的実施に向けて検討を進める」とされ，実

施状況についても平成22年度に人事評価を開始するスケジュールを設定し，評価の
目的・手順や処遇への反映方法に関する方針の素案を策定するにとどまっている。こ

れらについては引き続き，早期に人事評価システムに関する取組を進めることが求め

られる。

【平成20年度における対処状況】

教員人事評価システム開発ワーキンググループにおいて，「北海道教育大学教員

の総合的業績評価についての指針（案）」を取りまとめ，具体的な評価手順を以下の

とおりとした。

① 各教員は，各評価項目について，自己評価したデータを部局長に提出する。
② 部局長は，総合的業績評価を行い，評価結果及び勤勉手当成績優秀候補

者等調書を学長に提出する。

③ 学長は，教員の昇給並びに勤勉手当を確定し，その結果を部局長及び各教

員に報告する。

また，評価結果に対する不服申立の制度を設け，正確さを担保することに配慮し

た。

上記指針を踏まえ，「教員の総合的業績評価における各部門の評価方法（案）」を

全教員に示し，意見集約を行うなど，学内のコンセンサスを得たうえで，具体的な評
価項目及び評価基準を決定し，教育評価，研究評価，社会貢献評価，管理運営評

価の４部門からなる教員人事評価システム（「教員の総合的業績評価」）を開発した。

各教員が，評価項目について自己評価した結果を点数化し，評価基準に基づき，

５段階による評価結果を確定させる方法を取り入れ，平成21年３月から試行を開始，

平成21年度中に本格実施に着手することとした。

北海道教育大学
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況

(2) 財務内容の改善

① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

中 ① 科学研究費補助金その他研究助成金等の増加を図る。

期

目 ② 自己収入の安定的確保を図る。

標

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

① 科学研究費補助金，受託研究，奨学

寄附金等外部資金増加に関する具体的

方策

【９７】 【９７】 【９７】

○ 科学研究費補助金及び公募型助成金 ● 科学研究費補助金等の申請を促進す Ⅲ ○ 科学研究費補助金等の申請を促進するため，学内の教育研究活性化経

事業等への申請を奨励し，中期目標期 るための措置を再検討するとともに，科 費（傾斜配分された研究費）の申請の際，科学研究費補助金と競争的資金

間中に，教員数の50％以上の申請件数 学研究費補助金以外の補助金獲得に向 の申請代表者の評点，使途特定寄附金の獲得の評点等を引き上げる措置
を達成し，採択件数の増加に努める。 け，教員への情報提供等の支援策を講 を取った。

じる。 ○ 科学研究費補助金に関する説明会及び研究活動に係る公的資金の不正

使用の防止等に係る研修会を開催し（平成20年９月），その中で平成20年度

科学研究費補助金が採択された教員による，採択のためのノウハウや研究

計画調書作成上の留意点等についての説明会を開いた。

○ 様々な外部資金情報を広報する方法については，大学に届く外部資金

情報の書類を各キャンパスに送り掲示するほか，その書類をPDF化し，大学

のホームページに掲載することとした。
○ 平成21年度科学研究費補助金の新規申請件数は154件，全教員の38.8%

で，昨年度を18件上回った。継続を含む申請率は，全学で48.4%で，函館，

旭川，釧路の各キャンパスでは，目標の50%を超えた。また，平成20年度の

採択件数は，継続を含め66件であり，前年度とほぼ同数であった。

【９８】 【９８】 【９８】

○ 大学の研究内容と成果に関わる情報 ● 学術機関リポジトリ等，教員の研究内 Ⅲ ○ 『北海道教育大学紀要』収載の論文420点（平成15年から平成20年）の入

を学内外に提供し，共同研究，受託研究 容に関する情報を公開・発信する体制を 力作業を行うとともに，平成20年４月に「北海道教育大学学術リポジトリ」を試
等の外部資金の増加に努める。 充実させるとともに，共同研究・受託研究 験公開した(http://sir.sap.hokkyodai.ac.jp/dspace/)。

等の外部資金の増加を図る。 ○ 学術リポジトリ委員会において，次年度早々，学術論文・映像資料・教育

実践等のコンテンツに関して教員にアンケートをとり，順次教員よりコンテン

ツの提供を求めることとした。

○ 平成20年度の外部資金受入状況は，受託研究等12件，共同研究3件，受
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託事業13件，受託研究員等4件，奨学寄附金14件，計46件であった。

○ 外部資金導入の推進のため，教員の総合的業績評価の評価点として，科

学研究費補助金(代表)の申請者に20点，過去3年間における科学研究費補

助金等(代表・分担)の採択，寄付金等の外部資金の獲得者に代表30点，分

担10点と高い評点を与えて，昇給や勤勉手当増額に有利になるよう図った。

② 自己収入の安定的確保に関する具体

的方策

【９９】 【９９】 【９９】

○ 入試広報等を充実し，確実な学生確 ● 入試広報活動を検証し，他大学との差 Ⅲ ○ ホームページのデザイン等を全体的に見直し，リニューアルを実施した。

保に努め，安定的収入の確保を図る。 別化を図りつつ，アドミッション・ポリシー 利用者の種類に応じた訪問者別メニューの設置や，男女共同参画など本学

に則った入学志願者の安定した確保を の様々な取組に関するページを増やし，内容の充実と利便性の向上を図っ

図る。 た。
○ 広報企画室会議に（株）電通北海道から広報アドバイザーを招き，入試広

報を含めた大学広報について種々助言を得た。

○ 昨年度作成した大学紹介のＤＶＤを500枚増刷し，高校訪問や大学説明

会で配布した。

○ FMラジオ番組で，平成20年６月から３ヶ月間「大学紹介」を放送した。今

年度の大学説明会のアンケートで，受験生の１割強がそれを「聞いたことが

ある」と回答し好評を得た。

○ 内容を改善した「大学案内」18,000部を昨年度とほぼ同じ時期に刊行し，
なるべく早い時期に受験生にわたるように図った。

○ 大学説明会で，経済支援について専門的に相談するブースを設置するな

ど，保護者等への説明の充実を図った。

○ 「北海道進学コンソーシアムin札幌」に参画し，本学志願者へのＰＲを行っ

た。

○ 道内，道外で行われた各種の進学ガイダンスに参画し，また本学への受

験者数等を参考に訪問校を選び出し，学校訪問によるＰＲ活動を行った。

○ 高校の進路指導教員との懇談会を開催し，情報の収集に努めた。
○ 北海道新聞への広告掲載や，札幌市営地下鉄ホームに広告を掲示する

など，一般市民の興味関心を得るための働きかけをした。

○ この結果，学士課程では112％，大学院課程では127％，専門職学位課

程では93％の定員充足率となった。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況

(2) 財務内容の改善

② 経費の抑制に関する目標

中期目標 管理的経費の抑制を図る。

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

管理的経費の抑制に関する具体的方策

【１００】

○ 事務処理の簡素化・集中化を図り，管 【１００】 【１００】
理的経費について，中期目標期間中， ● 「中期財政指針」及び昨年度作成した Ⅲ ○ 平成19年度に作成した「財務事務改善に向けた具体的方策の提言」に基

毎事業年度，対前年度比１％の効率化 「財務事務改善に向けた具体的方策の づき，平成20年度より旅費・謝金業務及び契約業務の一部（100万円以上の

を図る。 提言」に基づき，引き続き業務内容の見 物品購入契約），及び岩見沢校における伝票作成業務を事務局に集約化

直しを行い，事務処理の簡素化・集中化 し，業務の効率化を図った。

の一環として，５キャンパスの業務の事務 ○ 図書，コピー用紙，複写サービス等について事務局一括契約を実施し，

局への集中化・一元化を推進する。 約834万円の経費を節減した。なお，複写サービスについては，従前の賃貸

借契約と保守契約を統一することで，約660万円の経費節減を図ることがで

きた。
○ ゴミの排出方法を見直し，今まで一般廃棄物として処置していたシュレッ

ダーくず等をリサイクル資源として売り払うことで37万円の節減を図った。

○ 予算の計画的執行及び一般管理費の節減に関して周知を徹底し，一層

の計画的な予算使用を促した。

○ 「Web購入依頼システム」の改善を図り利用率の向上を図った。

○ 上記の結果，管理的経費で，対前年度比6.18％の削減を達成出来た。

【１０１】 【１０１】 【１０１】
○ テレビ会議システム等を有効に活用 ● テレビ会議システムの利用を引き続き Ⅲ ○ ＴＶ会議システムの利用状況（説明会や講習会含む）及び節減額を調査

し，経費の節減を図る。 促進し，システムの利用効率を高めるた し，その結果と併せて一層の，ＴＶ会議システム利用促進について周知を図

めの対応策を実施する。 った。

○ 今年度よりＴＶ会議システムを利用した入札を行い，競争性を高め経費削

減を図った。

○ 平成20年度のテレビ会議年間利用状況を基に，経費節減額を試算した

結果，約1，800万円の節減額となった。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況

(2) 財務内容の改善

③ 資産の運用管理の改善に関する目標

中 資産の使用状況を適切に把握し，有効利用を図るとともに外部資金等の安定的運用を図る。

期

目

標

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

資産の効率的・効果的運用を図るため

の具体的方策

【１０２】 【１０２－１】 【１０２－１】

○ 保有資産等の情報を共有化し資産の ● 本学ＨＰの改善に併せて，保有資産 Ⅲ ○ 「北海道教育大学」のホームページのトップに「一般社会人・地域の方」

有効利用を図るとともに，外部資金等の 利用案内ＨＰの標記・構成等を改善す 「教育関係者・企業の方」等の訪問者別メニューを設け，保有資産利用案内

安定的運用を図る。 る。 にリンクする「施設利用案内」へは，「一般社会人・地域の方」→「施設利用」
からのアクセスを可能にし，利便性を向上させた。

【１０２－２】 【１０２－２】

● 余裕資金の短期運用について検討 Ⅲ ○ 北海道内の７国立大学の会計業務の一元化に向けて検討した結果，余

し，方針を定める。 裕金の運用業務について共同化を進めることとし，「北海道地区国立大学法

人の資金の共同利用に係る協定書」（平成21年３月）を締結し，平成２１年度

からの実施に向けて，大学間の調整を進めた。

○ 余裕資金の短期運用について，他大学の運用方法・運用体制について
調査を行った。

ウェイト小計

ウェイト総計
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（２） 財務内容の改善に関する特記事項等

１．特 記 事 項

○北海道内大学共同による資金運用

北海道地区の国立大学法人の資金運用の共同化（Ｊファンド）による，業務の効率

化とスケールメリットを活かした資金運用に参画することを決定し，北海道内の７国立

大学との間で実施協定を結んだ。

運用期間は会計年度内とし，譲渡性預金により運用することとした。また，７大学連
名による実施協定を締結し，運用益は各大学の預金額に応じて配分することとした。

具体的には，基幹大学において預入金融機関の選定や経営状況の監視を行うこ

とで，各大学における資金運用業務の負担軽減に繋がり，更に，７大学の資金を一

本化して運用することで，そのスケールメリットを得ることができる。

○外部資金の大幅な資金獲得増

今年度，大学教育改革の支援事業（ＧＰ等）として，「質の高い大学教育推進プロ

グラム」，「大学教育の国際化加速プログラム」，「戦略的大学連携支援事業」の３件
が新たに選定された。昨年度以前からの継続事業となる「特色ある大学教育支援プ

ログラム(H17～20)」，「現代的教育ニーズ取組支援プログラム(H19～21)」，「大学院

教育改革支援プログラムH19～21）」における取組に加え，様々な教育改革の取組を

推進した。

これらをバックアップする事務体制として，ＧＰ等支援室を平成18年度より設置し，

支援経費の獲得とプログラムの円滑な実施に努めてきたこともあり，ＧＰ等による補助

金の獲得額は１億円を超え，前年度の２倍以上の予算規模となった。

○非常勤教員の人件費削減に向けた取組

総人件費改革の達成に向けた取組として，教育環境の確保に配慮しつつ，非常

勤教員の人件費を抑制するため，平成21年度の非常勤講師手当の配分方針を新た

に策定した。法人化以降，非常勤講師担当率を全国平均並の10.5％まで引き下げる

目標としてきたが，今回の方針に従い，可能な限り「０」に近づけるよう努めることとし

た。

この方針のもと，平成21年度においては，非常勤講師の担当率が13.29％（対前年

度比△2.18ポイント）となり，手当額が前年度より約5,100万円の削減に繋がった。特
に学部・大学院における非常勤講師担当率は，10％を下回り，手当額は約6,800万

円の削減となる試算となった。
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２．共 通 事 項
◆財務内容の改善・充実が図られているか。

◎経費の節減，自己収入の増加及び資金の運用

業務の集約化：平成20年度より旅費・謝金業務及び契約業務の一部（100万円以

上の物品購入契約），岩見沢校における伝票作成業務を事務局に集約化したことに

より，図書，コピー用紙，複写サービスの事務局一括契約を実施し約834万円の経費

を節減した。

契約の一元化：複写サービスについては，従前の賃貸借契約と保守契約を統一す

ることにより，約660万円を節減した。また，ゴミの排出方法を見直し，今まで一般廃棄
物として処置していたシュレッダーくず等をリサイクル資源として売り払うことにより37

万円の節減に繋げた。

テレビ会議：キャンパスが遠隔地に分散しているため発生する学内会議旅費につ

いては，テレビ会議システム利用の促進を行い，平成20年度は全学会議でテレビ会

議の利用率が前年度比1.3ポイントアップした。この数字は，平成20年度の会議旅費

換算で約1,800万円の節減に相当する。

プログラムの採択：今年度，大学教育改革の支援事業（ＧＰ等）として，新たに３件

のプログラムが採択され，継続事業と併せ，獲得額は１億円を超え，前年度の２倍以
上の予算規模となった。

国際交流基金運用：各校の国際交流基金（２億1,500万円）を運用し，その運用益

を各校の教育研究の充実や学生支援に活用する一方で，全学共通国際交流事業

の運用方法について，「北海道教育大学国際交流基金全学共通国際交流基金運用

方針」を定め，その方針に基づいた運用を開始した。

資金運用の共同化：新たな資金運用として，他大学の運用方法・運用体制につい

て調査を行うとともに，資金運用方法について専門家からの説明を受け，平成21年

度から短期運用を実施することとした。運用にあたり，業務の効率化及びスケールメリ
ットを活かした資金運用を図るため，北海道地区国立大学法人の資金運用の共同化

（Ｊファンド）への参加を取り決め，北海道内の７国立大学との協定書を締結した。

◎財務情報に基づく財務分析の実施と分析結果の活用

財務分析を行い，その結果を運営の改善に反映させるため，文部科学省のプレス

発表における財務諸表をもとに，教育系11大学の財務指標を比較・分析するととも

に，法人化以降の本学の各経費の構成や部局別費用明細について，比較・分析し，

平成19事業年度の財務状況を「財務レポート2008」として取りまとめた。
平成21年度の予算編成に当たっては，効率化係数による運営費交付金の削減や

総人件費改革の達成など，財務分析から顕在化する財政上の課題を明らかにし，授

業料収入の確保や資金運用による利息収入，寄附金収入の拡大などを柱とする基

本方針を決定した。本基本方針を踏まえ，常勤及び非常勤教員人件費の抑制並び

に良好な教育環境に配慮した予算編成を行った。

また，平成20年度における預金残高を調査し，収入・支出の財務情報の分析結果

を踏まえ，平成21年度資金運用計画を策定し，「北海道地区国立大学法人の資金の

共同運用（Jファンド）」による資金運用を実施することとした。
引き続き，工事や物品役務等についての随意契約に係る情報や随意契約見直し

計画を本学ホームページ上で公表し，随意契約の適正化を図った。

◆人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計画の策定等を

通じて，人件費削減に向けた取組が行われているか。

教員については，平成18年度からの大学再編を進めるために策定した「再編に係

る人事計画について」に基づき，人件費抑制も考慮しつつ若手教員の採用を促進

し，平成19年度定年退職教授18人に対し，平成20年４月１日の教員の採用は新た
に設置した教職大学院担当教員７人の採用を除き９人にとどめ，16人とした。また，

教授と准教授等の構成比率を50：50とする目標のもと，教授昇任についても抑制に

努め，９人とした。

事務系職員については，業務の見直しやより一層の効率化を進めることにより，法

人移行時における運営費交付金積算上の員数である229人を基礎とし，平成21年

度末までに約10％削減することを目標とし人員を管理してきており，平成19年度定

年退職者８人の後任補充を６人に留めた。

これらの取組の結果，平成20年度における人件費は，対前年度比で約1.77％，
平成17年度人件費予算相当額から約9.62％削減した。

◆従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。

該当事項なし

北海道教育大学
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北海道教育大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況

(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供

① 評価の充実に関する目標

中期 ① 厳正な自己評価の実施と，第三者による評価を主体的に活かした教育研究の質的向上を大学の基本的活動として定着させる。

目標 ② 自己点検・評価及び第三者評価を実施し，評価結果を大学運営の改善に十分に反映させるとともに，社会に公表する。

進捗 ｳ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｪ

状況
ｲ
ﾄ

① 自己点検・評価の改善に関する具

体的方策

【１０３】 【１０３】 【１０３】

○ 大学計画評価室を設置し，教育研 ● 大学評価・学位授与機構による大 Ⅲ ○ 認証評価のための自己評価の実施に当たり，作業方法，役割分担，スケジュール

究活動，社会貢献，大学運営の評価 学機関別認証評価に向けて，学内の 等を盛り込んだ「点検評価実施要項」を作成し，それに基づいて認証評価のための自

システムの構築・分析評価，改善指 教職員に対して研修会を開催し，評 己評価を実施した。また，オリジナルの作業用シートを作成し，円滑な自己評価作業

導等について企画立案等を行い，評 価活動の啓発に努める。 に配慮した。
価機能を強化する。 ○ 学内の教職員に対し，認証評価の学内研修会を実施した。点検評価実施要項の説

明に加え，各観点を分析するに当たり，課題となる箇所をあらかじめ示し，早急な対応

を促すなど，評価活動の啓発に努めた。

○ 大学評価・学位授与機構主催の認証評価説明会や研修会に本学関係者を幅広く

出席させ，認証評価の啓発に努めた。

② 第三者評価導入に関わる具体的

な方策
【１０４】 【１０４】 【１０４】

○ 点検評価に第三者の視点を反映 ● 外部評価の課題を整理し，外部評 Ⅲ ○ 平成21年度に実施する外部評価の前提として，「社会貢献」を評価テーマとした自

させるため，外部評価を実施する。 価に係る点検評価実施要項の見直し 己点検評価を実施した。

を図る。 ○ 外部評価による改善プロセスを明文化した「点検評価規則」の改正を踏まえ，「点検

評価実施要項」を見直し，具体的な作業の流れ等を明確にした。また，外部評価報告

書の作成に当たり，前回（平成19年度）の外部評価結果を受けての改善状況を盛り込

むことを，「点検評価実施要項」の中で明確にした。

○ 外部評価者の人数を４人とし，協力協定を締結している自治体や団体の関係者及
び教育委員会関係者から選定することとした。

ウェイト小計
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北海道教育大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況

(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供

② 情報公開等の推進に関する目標

中期目標 本学の教育研究活動及び運営状況に関する情報を社会に向けて積極的に公表する。

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

【１０５】 【１０５】 【１０５】

○ 広報企画室を設置し，大学情報の ● 引き続き，各部局との連携を強化 Ⅲ ○ 学長室である広報企画室が各校の広報担当者と話し合う機会を増やし，全学的

積極的な提供について企画立案する し，ホームページ，広報誌のほか，各 な広報活動の体制づくりに努めた。
とともに，広報活動に係る連絡調整を 種メディアを活用した教育研究活動 ○ 平成20年10月に，ホームページを一挙に点検・更新する「ウェブリフレッシュ週

行う。 に関する情報の積極的な広報を展開 間」を実施し，ホームページの改善に努めた。

する。 ○ 民放FM局（ＦＭ北海道）において「大学紹介」の放送を平成20年６月から３ヶ月間

行い，学生の視点から本学の教育研究活動をわかりやすく発信した。

○ 一般市民等を対象とした公開講座，学校を対象とした出前講座等で，本学の魅

力ある授業などの一端を紹介し，本学の教育研究活動への興味を喚起させた。

○ Ｇ８北海道洞爺湖サミット，免許更新制などと関連した本学の様々な取組につい

て，各種報道機関を通じて情報提供を行った。

【１０６】 【１０６】 【１０６】

○ 本学の中期目標，財務内容，入学 ● 広報企画室が各部局と密接な連 Ⅲ ○ 学内の各校の広報担当者等と連携し，各部局が行った教育研究活動を，各種報

試験，卒業生の進路状況，教育研究 携を図り，大学情報の積極的な提供 道機関へ広報するとともに，全学の広報誌でも取り上げることを図った。

活動など，諸活動に関する情報全般 について企画立案し，広報に努め ○ いじめ問題，教職大学院，小学校英語，教員免許状更新講習など，現場の教員

を学内外に積極的に提供する。 る。また，教育研究活動，地域貢献 等のニーズに合った情報を，ホームページ等で適時に発信した。

事業，財務内容，入学試験及び卒業 ○ 受験生にわかりやすい大学案内，入学願書を作成するとともに，ホームページに

生の進路状況に関する情報全般に 推薦書，調査書のダウンロードのフォーマット等を掲載した。また，大学説明会等で
ついて，ホームページ及びニュースリ のアンケート内容の意見を参考にし，全学ホームページの抜本的なリニューアルを

リース等により適時適切に公開してい 実施し，利便性の向上と内容の充実を図った。

く。 ○ キャリアセンターのホームページで本学のキャリア支援の取組等を適時に掲載し

た。

○ 学生が中心となり編集する「学園情報誌」の学生スタッフを増員し，学生のニーズ

の把握と内容の充実等について改善を図った。

○ Ｇ８北海道洞爺湖サミット，免許更新制などと関連した本学の様々な取組につい
て，各種報道機関を通じて情報提供を行った。

ウェイト小計
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北海道教育大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況

(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供

③ その他の目標

中 教職員の行動規範を定め，学内外に周知・公表する。

期

目

標

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

【１０７】 【１０７】 【１０７】

○ セクシュアル・ハラスメントの防止を ● 「職員の倫理保持のためのガイドラ Ⅲ ○ 学内に設置する男女共同参画推進会議，人権委員会共催で，「ハラスメント防止

含め，適正な修学及び就労環境を確 イン」の内容について，職員への周 に関する講演会（東北大学教授・吉武清實氏「大学におけるハラスメント防止につい

保する目的から，教職員が守るべき 知徹底を図る。 て」，平成21年１月）を開催した。

倫理に関するガイドラインを定め，学 ○ 講演終了後の活発な質疑応答により，ハラスメントに関する問題意識及び理解を

内外に公表，周知を図る。 深めること，及びガイドラインの内容の周知徹底を図るための有効な講演会とするこ
とができた。本講演は双方向遠隔授業システムにより各キャンパスに配信し，教職

員や学生約130人が参加した。

○ 本学の新任教員のハラスメント防止意識の涵養のため，本講演会を「初任教員研

修」（平成21年１月実施）の研修プログラムの一つとした。

ウェイト小計

ウェイト総計
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北海道教育大学

（３） 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項等

【エデュケーション・カフェの実施】５．

① 高校生を対象とした「エデュケーションカフェ」を，釧路（平成20年12月）と旭川

（平成21年３月）において開催。高校生に実際の小学校授業づくりを体験させるこ

とにより，偏差値ではなく適性で進路選択をするという動機付けを意図した。

○自己評価とその後の外部評価による改善

本学では原則，２年ごとの「自己評価」と，それに続いて翌年に，外部者による検証

「外部評価」の実施を定めている。

平成20年６月に，この規定制定後２回目となる自己点検・評価 を，「社会貢献」（初

回は「学生支援」） に係る業務について実施し，平成21年３月，その結果を自己点検

評価書 「北海道教育大学の社会貢献」 としてまとめた。

平成21年度には，その自己点検・評価の結果を受けて，「社会貢献」の外部評価を

受ける予定である。それに先立ち，前回の「学生支援」の外部評価で得られた改善プ
ロセスを，「点検評価規則」の改正と「点検評価実施要項」の見直しに結びつけること

で，作業の具体的な流れ等を更に明確なものにした。

また，外部評価報告書を作成するに当たり，前回の外部評価（平成19年度）の結果

を受け，新たに報告書に 『改善状況』 を盛り込むことを，「点検評価実施要項」の中

に明記した。そのことで，自己点検・評価作業においては，評価と改善が一体のもの

であることが一層明確になった。

外部評価者は人数を４人とし，委嘱の対象者には協力協定を締結している自治体

や団体の関係者及び教育委員会関係者から選定することとした。

１．特 記 事 項

○本学の理解を進める為の多面的広報活動

入試広報を含めた大学広報全体をより戦略的に進めるため，（株）電通北海道から

広報アドバイザーを招聘し，広報計画の立案・実施等全般にわたる助言を受けた。

以下，当該年度における取組みを記す。

【広域化時代のツールであるホームページの内容充実及び利便性の向上】１．
① 受験生や現職教員など，本学ホームページへの訪問者別メニューの設置。

② 男女共同参画や現職教員支援，教員免許状更新講習など，重点的取組事項

の専用の項目と内容の充実。

③ 受験生の利便性に配慮した（入学試験科目，大学説明会等の開催案内，過去

の入試問題，志願状況など）ページの構成。

【メディア世代の受験生に対応する新たな広報活動の実施】２．

① メディア世代の受験生に対応した広報；大学紹介ＤＶＤを大学説明会等で広く

配布。
② ＦＭ北海道でオリジナル番組・ＣＭを放送し，受験生の意識を喚起。（平成20年

６月～８月）

③ FM北海道に学長が出演し，本学の広報活動を行った。（平成20年７月20日）

④ 北海道新聞誌上に，学長とプロ野球チーム監督との対談を企画広告として掲載

し，幅広い市民からの本学への興味を喚起。（平成20年12月18日朝刊掲載）

⑤ 地下鉄ホームへの看板広告を作成。今年度設置された教職大学院についての

積極的な周知を図った。

【教育理念に共感を促し，本学を選択させるツールとしての大学案内等の充実】３.
① 教育理念，アドミッション・ポリシー，特徴的な取組みを記載した大学案内を高校

訪問の時期に合わせ，早期（５月）に刊行（18,000部配付）。

② 教職大学院の志願者獲得のため，教職大学院リーフレット刊行（6，500部配

付）。

【直接対話により高校生等の志望の動機付けをするための大学説明会等の充実】４．

① オープンキャンパスと同時開催であった大学説明会を別日程で行い，受験生と

の直接対話の機会を増やした。

② 全学大学説明会で，現役大学生による相談コーナーや，質問の多い経済支援
制度等に対応するブースを設置し，受験生・保護者のニーズに沿った内容を企

画。

③ オープンキャンパスで，志願の動機付けの体験学習として教育効果の高いプロ

グラムを用意し，現役学生による説明など，内容を充実。

④ 北海道進学コンソーシアム（道内11国公立大学で組織）に参加し大学の魅力を

ＰＲ。

⑤ 受験産業が主催する大学説明会に積極的に参加。
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２．共 通 事 項
◆中期計画・年度計画の進捗管理や自己点検・評価作業の効率化が図られているか。

平成19年度より本格稼働を開始した「大学評価システム」を引き続き活用し，評価

作業を行った。大学評価システムは，年度計画の策定から評価までの作業を一元管

理したウェブシステムで，ＩＤとパスワードによる認証により，自宅からの作業も可能と

するなど，評価作業の負担軽減に貢献した。さらに，ＣＳＶ形式で様々な一覧をダウ

ンロードする機能を持たせ，各種帳票の作成に係る負担軽減に繋がった。

各年度計画については，５月に具体的方策（年度計画を具体的にどのように実行

していくのかをまとめたもの），10月～11月に進捗状況の中間報告，１月に暫定的な
当該年度の実施状況の報告を求め，４月上旬に 終的な評価結果を確定させてい

る。これらの一連の作業を大学評価システムにより行い，年度計画の進捗管理を行っ

た。

実際の運用に当たっては，各部局からの意見を汲み取り，ＣＳＶデータのダウンロ

ードの機能を拡大するなどの改善を図ることで，作業の利便性を向上させた。

また，次期中期目標期間からは，新たな評価情報システムの構築を目指すことと

し，平成21年度中の導入に向けた準備に着手した。

◆情報公開の促進が図られているか。

大学情報の積極的な発信，社会的ニーズの適格な把握と多様な分野の新たなネ

ットワークの構築のため，引き続き，（株）電通北海道から「広報アドバイザー」を招聘

し，全学的広報活動の研究開発，内部コミュニケーション手法，情報発信全般に関す

る総合的なアドバイスを受けた。

「広報企画室」の方針について，ポイントごとに担当者を決め，重点的に検討を進

めた。また，各校担当者等と連携し，各部局が行った教育研究活動を集約し，各種
報道機関へ広報するとともに，学内の広報誌で取り上げ，学内広報を充実させた。

・平成20年度において行った，特徴的な広報活動は次のとおり。

・ＦＭラジオ（ＡＩＲ‘Ｇ）によるオリジナル番組及びＣＭの制作

・大学紹介ＤＶＤの作成

・北海道洞爺湖サミットへのバナーの提供と本学ホームページへのリンクの作成

・プレスリリースによる大学情報の提供（80件）

・北海道新聞とタイアップした事業広報（食と農をつなぐ教育フォーラム（平成21年３

月１日開催）
・北海道新聞誌上において，学長とプロ野球チーム監督との対談を企画広告として

掲載（平成20年12月18日朝刊掲載）

キャリアセンターのホームページを新たに開設し，本学のキャリア支援の取組や就

職状況等の情報を適時適切に公開した。また，学園情報誌については，学生スタッ

フの人数を増員し，学生のニーズの把握と内容の充実について継続して検討し，改

善を図った。

◆従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。

国立大学法人評価委員会からの評価結果については，役員会，経営協議会，教

育研究評議会で報告するとともに，本学ホームページへの掲載や学内掲示による情

報提供により，法人内で共有している。

指摘事項や年度計画を充分に実施していない事項については，直ちに，当該事

項を担当する部局において改善策を検討させた。その際，改善策の検討に資するよ

う，他大学の優れた取組を取りまとめ，学内で情報共有した。

改善策の検討結果については，11月中旬にとりまとめ，年度計画の中間進捗状
況とともに，役員会，教育研究評議会，経営協議会で報告した。また，年度末には，

改善策を実行に移した結果として，改善に向けた取組状況を報告させた。

一方，評価業務を司る大学計画評価室において，国立大学法人評価委員会とは

別に，全学的な点検・評価を通して大学運営の改善に資するために中期目標，中

期計画及び年度計画の達成状況・実績に関して「業務の実績に関する改善の提

言」を行った。評価委員会からの指摘事項と同様，当該事項を担当する部局に，改

善策を検討させ，改善状況を報告させた。

北海道教育大学
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況

(4) その他業務運営に関する重要事項

① 施設設備の整備・活用等に関する目標

中期目標 「ゆとりと調和」が感じられるキャンパスづくりを目指す。

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

施設等の整備に関する具体的方策

【１０８】 【１０８－１】 ○ 施設整備計画に基づき平成19年度の補正事業として，以下のような耐震対策
○ 教育目標・アカデミックプラン等の ● キャンパスマスタープランの具体的 Ⅲ 工事を実施した。Is値（耐震指標）は以下のように上昇し，耐震性能は上がった。

計画に従って，教育研究活動に応 方策である施設整備計画に基づき， ・旭川校自然科学棟 Ｉｓ値 0.31→0.713（3,120ｍ ）2

じた施設の改修等を計画する。 引き続き着実に施設の整備を図る。 ・函館校６号館 Ｉｓ値 0.30→0.945（680ｍ ）2

・函館校図書館 Ｉｓ値 0.31→0.708（2,010ｍ ）2

・函館校体育館 Ｉｓ値 0.38→1.27（1,230ｍ ）2

【１０８－２】 Ⅳ 【１０８－２】

● 地球温暖化対策に関する計画を策 ○ 「国立大学法人北海道教育大学における地球温暖化対策に関する実施計画」を
定し，より一層の環境保全の推進を図 策定した。

る。 ○ CO 排出量を削減するため，ボイラーの燃料転換工事（重油燃焼から天然ガス燃２

焼）を施設整備重点事項として計画した。

○ 平成19年度「環境報告書」を作成し，大学ホームページ上で公表した(http://ww

w.hokkyodai.ac.jp/pdf/kankyohoukokusyo2007.pdf)。

○ 省エネ推進のための財源を確保し，環境に配慮した施設整備を実施（紙の細分

別化ケースの各校設置等）した。

○ 昨年度立ち上げた「グローカル環境教育推進会議」が中心となり，日本学術会議
・国連大学等が後援した，Ｇ８北海道洞爺湖サミットに関連した事業「グローカル環

境教育国際会議2008」を開催した（平成20年７月，出席者120人）。国内外から環境

に関する発表が20件あり，また本学学生による「グローカル環境教育チャレンジプロ

ジェクト」の成果報告等も実施した。

○ 国際シンポジウム「持続可能な未来をつくる環境教育」を，環境省・北海道・釧路

市等の後援で実施し，グローバルな視点と地域での実践を見る５つの講演，パネル

ディスカッション等を行った（平成20年７月，釧路校主催，参加者150人，報告書『持

続可能な未来をつくる環境教育』（平成20年，北海道教育大学））。
○ 札幌キャンパスと岩見沢キャンパスにおいて「環境マネジメント実習」を開講した。

【１０９】 【１０９】 【１０９】

○ 国からの施設費補助金のみなら ● これまでの成果を踏まえ，新たな施 Ⅲ ○ 「施設管理状況調査報告書」及び施設の将来的なあり方の検討に係る基礎資料

ず，地方公共団体との連携，ＰＦＩ 設整備手法の検討を行う。 等について諸種の資料を収集した。
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等，多様な整備資金の導入を図る。 ○ 学生寮の施設整備として，寄付・長期借入・独立採算型事業・借用・土地交換・

目的積立金・学内資金による整備等多様な手法があり，これらの情報収集のために

施設整備セミナーに出席（２人）する等職員のスキルアップを図った。

○ 学生寮の環境改善，及び政府の「留学生30万人」計画に応じた留学生増に対処

するのための寮整備のため，学生寮実態調査図面（使用用途区分面積調べ）を作
成し，概算工事費等の算定等を含めた改善計画を立てた。

【１１０】 【１１０】 【１１０】

○ 施設設備の長期使用を図るた ● 基幹設備の中でも取り分けエネルギ Ⅲ ○ ボイラーの燃料転換工事（重油から天然ガスへ燃料転換）の費用対効果としてボ

め，修繕周期・更新周期等をデータ ー消費量が大きい設備を重点的に改 イラーバーナー改修費・ガス基幹配管工事費等のイニシャルコスト及びランニングコ

ベース化し，これに基づいた適切な 修する計画を策定する。 ストの比較を行い，エコキャンパスの実現の視点からもCO 排出量の削減量を求め２

修繕・更新を実施する。 る費用対効果の検討を加え，予算要求した。
○ 省エネトランス（トップランナー）への取替を，札幌校女子寮（30ＫＶＡ）において実

施した。また函館校男子寮（150・75・20ＫＶＡ）・女子寮（100・50・10ＫＶＡ）での実施

を推進するとともに，併せて全施設の整備計画を立案した。

○ エネルギー消費量が比較的小・中規模な施設において，木質系の燃料の導入に

ついての今後の可能性を検討した。

【１１１】 【１１１】 【１１１】

○ 交通動線，植栽，サイン等の屋外 ● 施設整備計画に基づき，交通動 Ⅲ ○ 耐震工事に合わせて，以下のバリアフリー等の整備，又は整備計画を実施・策定
環境，バリアフリー対策等の整備を 線，植栽，サイン等の屋外環境，バリ した。

適切に行い，学外者からも関心を持 アフリー対策等の整備を引き続き実施 ①旭川校自然科学棟（便所内器具の手摺りの設置・正面玄関スロープ１箇所，総合

たれるキャンパスづくりを目指す。 する。 的サイン計画等）。

②函館校６号館（便所内器具の手摺りの設置・多目的トイレ１箇所，渡り廊下玄関ス

ロープ等１箇所）。また函館６号館は，地域連携施設としての機能向上のため，交

通導線を確保する玄関及びスロープを整備した。

③旭川自然科学棟Ⅱ期（便所内器具の手摺り設置）の発注。

④釧路学生宿舎（多目的トイレ１箇所・スロープ１箇所）においてバリアフリーを考慮
する実施設計を行った。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況

(4) その他業務運営

② 安全管理に関する目標

中 「安全で快適な環境」のキャンパスづくりを目指す。

期

目

標

進捗 ｳｪ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況 ｲﾄ

労働（教育研究）環境の安全管理

【１１２】 【１１２】 【１１２】

○ 労働安全衛生法等の労働（教育 ● 作業環境の整備や職員の健康管理 Ⅳ ○ 快適な教育・職場環境作りの一環として，及び教員養成を図る大学としてのあり

研究）環境関係の諸法令への対応 を円滑に実施するため，安全管理等 方等を考慮し，平成20年４月より，本学敷地内全面禁煙を実施した。

を適格に実施するための全学的な のためのマニュアル整備を進める。ま ○ 長時間にわたる勤務による健康障害防止のため，「長時間にわたる勤務による健

体制を整備する。 た，環境保全などにも配慮した快適な 康障害防止のため面接指導等実施要領」を作成した。当該要領による面接指導等

教育環境・職場環境を図るため，大学 の実施に向け，具体的な運用に係る準備を行った。
敷地内全面禁煙を実施する。 ○ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を増設するとともに，基本的な心肺蘇生処置方法

及びＡＥＤ操作方法の講習会を昨年度に引き続き実施し，学生・教職員等の救命

のための知識，技能を習得させる機会を設けた。

【１１３】 【１１３】 【１１３】

○ 附属学校の施設整備にあたって ● 安全な施設づくりのため，引き続き Ⅲ ○ 附属学校において防犯対策用フイルム貼り工事を行った。

は，防犯対策に十分な配慮をしつ 防犯対策強化を実施する。また，快適 ○ 附属学校におけるトイレ改修整備工事を，附属旭川幼稚園・旭川小学校・旭川中

つ実施する。 な環境づくりのため点検・改善を行う。 学校及び函館中学校・札幌小学校・札幌中学校等において実施し，自動水洗など
の衛生環境を整備した。

○ 快適な環境づくりとして，旭川幼稚園・旭川小学校・旭川中学校における赤水対

策として給水管改修工事を行った。

【１１４】 【１１４】 【１１４】

○ 安全で快適な学校生活のために ● 危機管理基本マニュアル及び個別 Ⅲ ○ 危機の事象ごとの危機管理個別マニュアルとして「防災マニュアル（地震，火災

安全管理マニュアルを充実させると マニュアルの充実・整備を図るととも 対応）」，「公的研究費に関するマニュアル」，「危機管理個別マニュアル（横領等へ

共に，避難訓練（火災・地震・不審 に，安全管理の啓発を行う。また，各 の対応）」，「個人情報保護マニュアル（附属学校用）」を作成した。
者対応等）を定期的に実施する。 事業所においては，継続して避難訓 ○ 各キャンパス校で消防署の協力を得て地震や火災を想定した避難訓練を行っ

練及び防犯訓練を実施する。 た。（毎年１回，定期的に実施）

○ 各附属学校・園においては，地震や火災，不審者侵入など，さまざまな想定を設

定し，消防署や警察署等と連携して，避難訓練・防犯訓練を複数回実施した。附属

学校によっては，生徒には知らせず抜き打ちで実施したり，不審者役を警察に依頼
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するなど，より実践的な取組をした。

ウェイト小計

ウェイト総計
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（４） その他業務運営に関する特記事項等

構内環境美化推進の一環として，教職員が各キャンパスの花壇に植花した。

③ 環境報告書2007の作成・公表

平成19年度の環境保全に関わる取組等を取りまとめた「環境報告書2007」を作

成し，大学ホームページで公開した。なお，表紙のデザインは公募し，審査の上

決定したものとなっている。

○新たな施設マネジメント

施設の企画・計画，整備，管理を一体的に行うことで，施設マネジメントを全学的視

点から進めるために，学長直轄のもと，学長が指名する理事，各キャンパスの副学

長，教職大学院長などを構成員とする「施設マネジメント委員会」を新たに設置した。

具体的にはキャンパスマスタープランの策定・見直し，施設の整備・管理・有効利

用・並びに点検評価に関する事項の検討を行うことで，質の管理（クオリティマネジメ

ント），運用管理（スペースマネジメント），コスト管理（コストマネジメント）等の問題の解

決に結びつけるものである。

○小学校校舎の無償借受契約の締結

相互協力協定を締結している三笠市内の廃校（旧小学校校舎及び運動場等）の

施設を無償で借り受ける契約を締結し，教育研究並びに学生の諸活動に有効利用

することが可能となった。同施設は，三笠市近郊地域の自然を生かした環境教育や

自然体験活動プログラムのほか，芸術に係わるプログラムの開発に関する研究等を

展開するという目的に打って付けの，極めて良い環境にある。そのため，宿泊場所を
備えた学内の共同利用施設として，様々な活動に各校が利用できるように施設整備

を進め，平成21年度から供用を開始する。

１．特 記 事 項

○Ｇ８北海道洞爺湖サミットに合わせた環境教育活動

Ｇ８北海道洞爺湖サミットに対応し，開催地で唯一の教育大学として国際的・国

内的・地域的責任を果たすことを目的として，様々な取組を行った。

① 北海道教育大学特別演奏会の開催
2008年７月の洞爺湖サミットを記念して，音楽を通して環境問題や世界平和を

広く社会にアピールするため，本学学生と附属小中学校の児童・生徒による特別

演奏会を約800人の参加者を得て実施した。

② グローカル環境教育国際会議2008の開催

洞爺湖サミット期間中，２日間に渡りグローカル環境教育国際会議2008を開催し

た。世界各国からのゲストスピーカーによる環境教育や持続可能な社会の構築へ

の提言を得て，環境汚染・環境破壊に対応するための環境教育の役割などについ

て，「グローカル環境教育札幌宣言」として取りまとめた。
また，大学構内では環境教育に関連するポスター展示やポスターセッションが

行われ，大学と市民とが環境教育について考える貴重な機会となった。

③ グローカル環境地図作品コンテストの実施

環境問題，環境保全，及び関連する諸テーマを扱った地図作品を募集し，優れ

た作品の表彰と展示公開をした。この取組を通して，洞爺湖サミットへの関心を高

めた。

④ グローカル環境教育チャレンジプロジェクトの実施

洞爺湖サミットに関連し，学生が自主的に企画・実施する事業に対して支援を行
った。卒業生の不要自転車を修理して新入生に使ってもらう「エコチャリサイクル・

プロジェクト」，カヌーやエビ取り体験を通して支笏湖の自然を体験させる「わくわく

自然体験in支笏湖」など，計６件の学生プロジェクトを支援した。

⑤ 渡島大沼湖上環境保全高校サミットの開催

渡島大沼とその周辺地域の優れた景観及び自然環境の特性について学習し，

水質汚濁問題の解決と持続的な地域産業の確立で得られる解決策についてロー

ルプレイイングの手法によって協議した。その結果を大沼湖沼環境宣言として策定

し，報道機関に発表した。

○エコキャンパスに向けた取組

① キャンパスクリーン作戦の実施

エコキャンパスの実現を目的とする環境保全推進本部が策定した環境保全計画

に基づき，学生及び教職員が一丸となって春と秋の年２回に渡り，実施している。

② 構内環境美化
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２．共 通 事 項
◆施設マネジメント等が適切に行われているか。

キャンパスマスタープラン2005の基本方針に基づき，「安全と環境等に配慮したキ
ャンパスづくりの推進」を踏まえ，旭川校自然科学棟・音楽棟及び函館校６号館・図
書館・体育館の整備を行った。

また，次期のキャンパスマスタープランや施設の整備・管理・有効利用に関して審
議し，全学的視点からより適切な教育研究環境を構築するため，「施設マネジメント
委員会」を，全学委員会の一つとして設置することとした。それに向け，他大学の施
設マネジメント体制の情報を収集し，「施設マネジメントの概要」として取りまとめた。

施設・設備の有効活用に関しては，本学ホームページのリニューアルに併せて，施
設利用案内へのアクセスを容易にし，利便性を向上させたほか，旭川校の耐震対策
事業に併せて老朽対策を行い，機能を向上させた。

また，学生寮について，「施設管理状況調査報告書」及び「将来的なあり方」を取り
まとめ，さらに，現在の留学生の居住状況を調査し，将来的に留学生を増加させる一
方策として，学生寮の有効活用の面から改善計画を策定するとともに，新しい整備手
法，土地・建物の有効利用による整備の情報収集を行った。

施設の維持管理を計画的に進めるため，施設維持管理マニュアル（案）を作成し
た。今後は各校への説明会等を行い，マニュアルに基づき，計画的維持管理を推進
することとした。

省エネルギー対策や地球温暖化対策として，「国立大学法人北海道教育大学に
おける地球温暖化対策に関する実施計画」を策定し，この中で，温室効果ガスの総
排出量を，基準年を2007（平成19）年度とし，2012（平成24）年度までに５％削減する
目標を掲げた。また，重油ボイラーを現在の重油燃焼から天然ガス燃焼へと転換した
場合のCO 削減率やペレットボイラーの検討を行うとともに，高効率変圧器の更新を２

計画した。さらに，省エネ推進のための財源を確保し，紙の細分別化ケースを各校に
設置するなど，環境に配慮した施設整備を実施した。

◆危機管理への対応策が適切にとられているか。

危機の事象ごとの危機管理マニュアルの整備を進めるに当たり，既存の規則や要

項などで対応可能な事象と新たに個別マニュアルの整備が必要な事象とを整理し

た。その上で，再度各部局によるマニュアル整備の後，防災マニュアル（地震，火災

対応），公的研究費に関するマニュアル，危機管理個別マニュアル（横領等への対

応），個人情報保護マニュアル（附属学校用）を作成した。
各校では，消防署の協力を得て地震や火災を想定した避難訓練を例年どおり実

施した。

附属学校においては，引き続き，防犯対策用のフィルム貼り工事を行うとともに，地

震や火災，不審者侵入など，さまざまな想定を設定し，避難訓練・防犯訓練を複数回

実施した。事前に訓練を知らせずに実施することにより，より実践的な訓練に取り組ん

だほか，消防署や警察署と連携して行う機会を設け，訓練後の講評・指導により児

童，生徒，教職員の安全意識を高めた。

研究費の不正使用防止に関しては，平成19年度に作成した「公的研究費に関す
るマニュアル」を改訂し，本マニュアルを用いて，科学研究費補助金に関する説明

会の中で，不正行為・不正使用の防止について説明を行った。さらに，新任教員の

研修会の講義の中で，研究費の不正行為・不正使用の防止について説明した。

◆従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。

【指摘事項】

研究費の不正使用防止のための取組のうち，一部の取組（監査室に係る運営規
則及び監査室規則の整備）が平成19年度中に措置されていないことから，研究費の

不正使用防止に向けた継続的な取組が求められる。（平成19年度）

【平成20年度における対処状況】

平成19年４月に内部監査部署として，監査室を設置し，室長（兼務）の下に専任

職員を１人配置し，モニタリング等の実質的な活動を行うとともに，兼務室員を３人配

置して業務の補助を行ってきた。

監査室は，事実上学長直轄の組織として活動してきたが，規則上，事務局財務部

内に位置づけられていたため，平成20年６月に規則を改正し，事務局組織から切り
離し，学長直轄の組織としての位置づけを明確にした。規則改正と併せて，監査室

規則を新たに制定し，目的，業務内容，体制を明文化した。

さらに，監査室の機能強化を図るため，他大学の監査室の組織，業務内容，内部

監査の体制や方法等を調査し，体制と役割を平成21年度から見直すこととした。

体制面では，監査室長をこれまでの兼務から専任とすることで，専任職員を１人か

ら２人へと増員し，兼務職員を配置しないこととした。このことにより，監査対象部局

からの独立性を確保した。

役割については，これまでの会計内部監査に係る業務を切り離し，法人全体の業
務執行の合理性のチェック，改善への提言を行うことを主な役割とした。

また，研究費の不正使用防止に向けた取組としては，主に次のことを行った

① 平成20年９月30日に開催した科学研究費補助金に関する説明会の中で，

「不正行為・不正使用の防止について」説明する時間枠を設定し，本学「公的

研究費に関するマニュアル」により不正行為・不正使用の防止についての説明

及び科学研究費補助金に係る 近の不正行為・不正使用の事例による説明を

行った。

② 平成21年１月８日に開催した本学新任教員研修にて，「北海道教育大学に
おける研究活動」の講義の中で，研究費の不正行為・不正使用の防止につい

ての説明を行った。

北海道教育大学
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況

(1) 教育に関する目標

① 教育の成果に関する目標

中 【学士課程】

期 ① 現代の教育課題に応えて，豊かな人間性，確かな実践的指導力及び地域・保護者などとの人間関係調整能力等を育成する。

目 ② 北海道の地域特性を生かし，へき地・小規模校教育，環境教育などを担いうる能力を養成する。

標 ③ 生涯教育，国際理解教育，地域環境教育，情報社会教育及び芸術文化教育の一層の充実を図り，地域社会の担い手となるべき能力を形成する。

④ 職業意識を醸成するため，キャリア教育やインターンシップの拡充を図る。

【修士課程及び専門職学位課程】
① 研究成果に基づき，現代の教育課題に応える高度の実践的指導力及びカウンセリング能力など専門的な職業能力を育成する。

② 教育現場において指導的役割を果たす人材を養成する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【学士課程】

① 教養教育の成果に関する具体的目標
の設定

【１】 【１】 【１】

○ 教養教育の理念を明確にし，現代的 ● 教養教育が豊かな人間性の育成に資 ○ 各校の教養教育の実態調査を行い，新教養カリキュラムのさらなる充実・改善のため

課題(コンピュータ・リテラシー，英語によ しているか検証し，新教養カリキュラムを に，12科目を新設した。

るコミュニケーション能力等)に応えうる豊 さらに改善する。 ○ 教養教育の「豊かな人間性の育成」面に関し，具体的な構成要素を抽出し，それに

かな人間性を形成する。このため，平成 沿って各校の教養カリキュラムを点検することを検討した。

１８年度入学者から新教養カリキュラムを ○ 初年次教育，教養教育，専門教育の連携のあり方等について検討を加えた。

実施する。
【２】

② 専門教育の成果に関する具体的目標 ○ 「学生アンケート」を実施し，専門科目と実践体験の関連性について，８割弱の学生

の設定 の好意的評価が認められたが，教育実践と大学の授業科目の関連性の薄さについて

【２】 【２】 の指摘も未だ多く，なお改善の余地があることが判明した。

○ 教員としての資質を育成するために， ● 確かな実践的指導力，地域・保護者な ○ 教育ＧＰ（質の高い大学教育推進プログラム）「往還型カリキュラムによる教員養成の

教育科学，教科教育と教科専門の理論 どとの人間関係調整能力等の育成という 改善」により，理論と実践体験の往還を重視したカリキュラム改善に向けて教員養成カリ

と教育現場における教育実践との有機 点を踏まえ，教育実践フィールド科目等 キュラムの分析を行った。教師としての資質についてのチェックリストを整備し，大学の

的な結合を図り，教育内容を充実させ の体系化と運営体制の改善を図り，理論 専門科目にそれを適用し，各科目で身につけさせるべき具体的な到達目標を明らかに
る。 と実践の関連性を高める。 する取組を行った。

○ 学生の成長と自己評価を支援するための仕組みとして，大学教育情報システム上に

【３】 【３】 チェックリストを組み込んだ電子ポートフォリオの試行版を作成した。

○ 社会や教育現場での実習や学校支援 ● チェックリストを用いて，教育相談を含

ボランティア等を体験させることで，教育 む実践的能力の獲得という観点から３年 【３】

北海道教育大学
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相談やカウンセリングの基礎的な能力を 間の「教育フィールド研究」を検証すると ○ 教育ＧＰのステップアップ型チェックリスト作成部門を組織し，各キャンパスでの教育

含む実践的能力を獲得させる。 ともに，チェックリストを改訂しつつ，教職 実践フィールド科目の位置づけを勘案しつつ，現行チェックリストを精選し，かつ段階別

実践演習（仮称）の骨格を作る。 に整理する作業を行い，新「チェックリストハンドブック」を作成した。

○ 各キャンパスの教育実践フィールド科目群におけるチェックリスト利用の実態を明らか

【４】 【４】 にし，学生の成長における課題を明らかにした。
○ へき地・小規模校教育への理解を深 ● 地域に生きる教員としての意識の形成 ○ 教職実践演習については，ＧＰ往還型カリキュラム部門において教員養成カリキュラ

め，実践現場を体験させることで，地域 という点に着眼して，「へき地校体験実 ムの 終的な出口教科として位置づけ，検討を進めた。

に生きる教員としての意識を形成する。 習」を検証する。

【４】

【５】 【５】 ○ 「へき地校体験実習」の目標達成を確認するため，受講学生へのアンケートを行っ

○ 地域における芸術文化，環境，情報， ● 昨年度実施した人間地域科学課程， た。集計結果及び受講生のレポート，実習日誌をもとに検証した結果，地域に生きる教

国際交流，生涯教育等の担い手及び市 芸術課程及びスポーツ教育課程の改善 員の意識形成という目標が概ね達成されていることが明らかになった。

民生活における教育的指導者など地域 後のカリキュラムの点検結果に基づき， ○ 実習生受入先校を訪問し，意見を収集するとともに，事前事後指導の充実，受入先
活性化に資する力量を身につけさせる。 地域社会の担い手となるべき能力が形 校への実習成果の報告等の課題を明らかにした。

成されているかを検証する。 ○ スポーツ教育課程において，学生が企画・運営を行う「へき地の子どもを対象とした

【６】 【６】 プログラム」として，「こども自然体験キャンプ」を夕張市の子供たちを対象に開催した。

○ 研究課題の指導を通して，課題の設 ● 研究課題の設定能力や実践的能力の

定や実践的な能力(知識の総合，関連情 育成を目指した指導方法・内容の検証を 【５】

報の収集，プレゼンテーション等)の育成 行い，改善を図る。 ○ 芸術課程ならびにスポーツ教育課程のディプロマ・ポリシーを明確化した。また，各コ

を図る。 ース・専攻において，「地域連携（支援）活動に関わる調査用紙(チェックリスト)」を作成

し，学生に社会貢献能力を自己評価させた。その結果を分析し，地域連携(支援)科目
③ 卒業後の進路等に関する具体的目標 の教育成果を検証した。それを，次年度の計画に反映させるよう各コース・専攻へ依頼

の設定 した。

【７】 【７】 ○ 人間地域科学課程については，ディプロマ・ポリシーの明確化とチェックリストの作成

○ 学生に対し職業意識を養い，進路指 ● 昨年度に引き続き，キャリア教育プログ を行い，チェックリストによる教育成果の検証は，作成段階で試験的に行った。

導を充実させるため，キャリア教育(エクス ラムの改善・充実を図るとともに，これま

テンション講座を含む)を順次実施するほ での実績をもとに，キャリア教育やインタ 【６】

か，インターンシップの拡充も図る。これ ーンシップ等の実施内容を総括する。 ○ 卒業研究について，「課題設定，知識の統合，資料収集，プレゼンテーション」の能

らにより就職率の着実な向上を目指す。 力の育成の観点から，教員に対しアンケート調査を実施した。調査結果は平成21年度
早々にまとめて公表する予定である。

【修士課程及び専門職学位課程】 ○ ４年生を対象としたアンケート調査を，卒業生アンケートに合わせて実施した。

大学院教育の成果に関する具体的目

標の設定 【７】

【８】 【８－１】 ○ キャリアセンターが中心となり，昨年度に引き続き，キャリア教育プログラムの改善・充

○ 新たに発足させた学校臨床心理専攻 ● 教職大学院を新設し，教育現場の課 実を図った。特に後期から開設した全学的キャリア支援科目「キャリア開発の基礎（２単

の成果を踏まえ，教育現場の課題に応え 題に応える高度な実践力と問題解決力 位）」は，学生から概ね満足であるとの評価を得た。

る実践的な指導力を養成するため，臨床 を備え，教育現場で中核的・指導的な役 ○ アカデミック・アドバイザーのキャリア支援の役割について，マニュアルにもとづき，具
的教育の充実を図る。 割を果たす教員（スクールリーダー）を養 体的な内容を示した概要を作成したが，今後，学生指導の実態調査が必要と考える。

成するため，実践力重視の教育指導を ○ 本学独自のインターンシップ（企業訪問を含む。）は，企業数，参加学生数ともに昨

行う。 年度と同様の規模で実施したが，本年度は，学生のニーズに適した企業選択を行っ

た。

【８－２】 ○ これまでのキャリア教育やインターンシップ等の実施内容の検証と改善の方法等に

北海道教育大学
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● 学校臨床心理専攻において，大学院 ついて集約することとした。

教育改革支援プログラム（大学院ＧＰ）に

採択された「現職教員の高度実践構想 【８－１】

力開発プログラム」を実践し，高度な実践 ○ 教職大学院の連携協力校連絡協議会を開催し，教職大学院の教育課程や学校に

構想力の涵養を図る。 おける実習の内容・方法に関して協議を行い，具体的な課題について改善につなげる
こととした。

【９】 【９】 ○ 第２セメスターが終了した８月に，大学院生から講義や指導方法等についてアンケー

○ 教育科学諸分野並びに科学･芸術に ● 教育科学諸分野並びに科学･芸術に トを実施し，双方向遠隔授業システムの問題点等の課題について，改善に向けた取組

関する研究成果をもとに，より専門的な おける研究成果を活かしつつ教育的指 を実施した。

教育的指導力を育成する。 導力を一層育てるための具体的方策を ○ 平成20年11月７日に大学設置・学校法人審議会による，「設置計画履行状況等報告

示し，既設大学院の改革案を策定する。 に係る実地調査」が行われ，教職大学院の教育・研究等全般について問題点が明らか

にされた。それを踏まえ教職大学院運営連絡会を開催し，３キャンパスの担当教員全員

【１０】 【１０】 が集まり，今後の改善について検討を行った。
○ 現職教員に対する多様な再教育・研 ● 現職教員に対する多様な再教育・研

修の機会を提供するために，長期履修 修の機会の提供について，サテライトの 【８－２】

制度などの推進のほか，サテライトの設 将来像を含めて，総合的に再検討する。 ○ 「実践的研究者（大学教員）」が，現職教員である大学院生の勤務校へ訪問する「勤

置を図る。 務校訪問型スーパーバイズ」を，延べ14回実施し，「実践」に関する研究主題の掘り起

こしと研究遂行を支援した。

○ 臨床心理の専門家として「教育臨床実践メンター」を３人配置し，現職教員の大学院

生の教育実践・研究支援のメンタリングを，延べ52回実施し，実践を対象化するなど実

践研究，実証研究の遂行に結びつけた。

【９】

○ 大学院における専門研究と専門的な教育的指導力との関連をシラバスに明記するこ

と，修士論文の評価基準の制定などを視野に，大学院改革に向けて準備を進めた。

○ 「研究抄録」に収録された本学の修士論文の題目・概要を点検した結果，「教育との

関わりが強い」論文が59.7％であったが，教科教育専攻では「教育との関わりが弱い」

論文が52.8％であった。

○ 修士課程プロジェクト会議において，修士課程の教育内容・指導方法等の改善案を
策定した。

【１０】

○ サテライトの講義の改善を図るため，ワーキンググループを組織し，遠隔授業・対面

授業・混合型授業・補講型授業の４つの観点から授業改善について検討し，それぞれ

のテンプレートを作成した。これを次年度の授業に活用する予定である。

○ 役員会の下に設置した大学院修士課程改革プロジェクトにおいて，サテライトの将来

像については別途総合的に検討を行うこととした。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況

(1) 教育に関する目標

② 教育内容等に関する目標

中 【学士課程】

期 ① 基本理念に即したアドミッション・ポリシーに基づく学生受け入れの方策を適切に講じる。

目 ② カリキュラム，入試等に関して大学の教育システムの全学的な統一性を図る。

標 ③ 学生の自主的で創造的な学習を促すために，それに相応しい授業設計を行うとともに，学生支援システムと学習環境を整える。

④ 学習意欲や学習姿勢の改善につながる成績評価を行う。

⑤ 国内の大学と大学教育上の種々の連携を追求する。

【修士課程及び専門職学位課程】
① 基本理念に即したアドミッション・ポリシーに基づき，学生受け入れの方策を適切に講じる。

② 教育理念及び教育現場に生起する諸課題に応える，専門的な教育内容・方法を追求する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【学士課程】

① アドミッション・ポリシーに応じた入学者
選抜を実現するための具体的方策

【１１】 【１１－１】 【１１－１】

○ 求める学生像，学生募集方法や入試 ● 引き続き，入試アンケートを実施し，選 ○ 新入生への入試アンケート調査は，項目の見直しを行った上で実施し，入試企画室

方法等を検討し，アドミッション・ポリシー 抜方法のさらなる改善を図るとともに，ア において，集計結果の分析を行った。

に基づく学生の募集方法，入試方法等 ンケート項目の見直しを図り，具体的な ○ 高校の進路指導に関する専門的知識に精通した「入試アドバイザー」を配置し，個々

を委員会等で研究し，点検及び改善に 取組の中で深化させる。 の高校に対するきめ細かい広報活動等及び高校の進路情報の収集（高校訪問）を実

努める。 施した。

【１１－２】 【１１－２】
● 平成22年度の入試方法を確定すると ○ 平成23年度に変更するものを全学入学試験委員会に諮り決定し，平成23年度の入

ともに，平成23年度以降の入試について 試方法等の変更について決定した。

も検討する。

【１２】

【１２】 【１２】 ○ ホームページのデザイン等を全体的に見直し，リニューアルを実施した。利用者の種

○ 入試パンフレットの工夫，大学説明会 ● アドミッション・ポリシーに基づく入学者 類に応じた訪問者別メニューの設置や，男女共同参画など本学の様々な取組に関する

等のきめ細かな実施，インターネットの活 選抜を推進するため，入試広報の充実を ページを増やし，内容の充実と利便性の向上を図った。

用などにより入試広報の充実を図る。 図るとともに，入学志願者等と直接対話 ○ 昨年度作成した大学紹介のＤＶＤを500枚増刷し，高校訪問や大学説明会で配布し
の機会を積極的に設ける等，入試広報 た。

の改善を図る。 ○ 内容を改善した「大学案内」18,000部を昨年度とほぼ同じ時期に刊行し，なるべく早

い時期に受験生にわたるように図った。

② 教育理念等に応じた教育課程を編成 ○ FMラジオ番組で，平成20年６月から３ヶ月間「大学紹介」を放送した。今年度の大学

するための具体的な方策 説明会のアンケートで，受験生の１割強がそれを「聞いたことがある」と回答し好評を得
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【１３】 【１３】 た。

○ １年次教育をより充実し，共通する科 ● 開設科目数の増加，全学協力体制の ○ 札幌校オープンキャンパスとは別に大学説明会を８月30日に行い，300人弱の参加

目及び様々な教育体験とその理論化を 確立等，教養教育のモデル・カリキュラム があった。また，内容も個別相談を中心とし，志願者との対話機会を増やした。

可能とするモデル・カリキュラムを作る。 をさらに充実させるための取組を推し進 ○ 道内，道外で行われた各種の進学ガイダンスに参画し，また本学への受験者数等を

める。 参考に訪問校を選び出し，学校訪問によるＰＲ活動を行った。
○ 入試アドバイザーによる高校訪問を実施し，高校への情報提供を充実させたほか，

③ 授業形態，学習指導法等に関する具 高校及び受験生の実情を調査した結果を広報企画室にフィードバックし，その検証も

体的な方策 行っている。

【１４】 【１４】

○ 学生の主体的取組を促す参加型授業 ● 「参加型授業」の改善方法を検討し， 【１３】

の充実を図る。 全キャンパスでのさらなる普及に取り組 ○ 教養教育カリキュラムの整備状況・実施状況を調査し，「人間・子ども理解に関する科

む。 目群」の開講数がやや少ないこと，未開講科目がいくつかあることが判明した。また，各

校カリキュラム委員会が未開講科目を中心に科目の整理を行い，旭川校では新規に５
④ 適切な成績評価等の実施に関する具 科目の開設を図ることとした。

体的な方策

【１５】 【１５】 【１４】

○ 単位制度に準拠した授業設計に取り ● 昨年度の検討結果をもとに，授業設 ○ 公開授業とシンポジウムからなる「授業研究」の試みとして，「参加型授業」を課題とす

組み，厳正な成績評価の実施と成績平 計，成績評価，ＧＰＡ制度，ＣＡＰ制につ る「FDカフェ」のパイロット企画を旭川校で開催し，各校のFD担当者が参加した。

均値制度(ＧＰＡ)を採用する。また，ＣＡＰ いて，より学生の学習意欲が高まるよう， ○ 「学生参加型授業についての見解」をまとめ，全学に配付するとともに，各キャンパス

制(履修単位の上限設定)について検討 これらの制度の改善を試みる。 で，学生の主体的活動を促すため大学教育開発センター支援の「FDワークショップ」を

を進め実施する。 行った。
○ 「シラバス作成の手引き（暫定版）」を作成して教員に配布し，その中で参加型授業推

⑤ 国内の大学と大学教育上の種々の連 進への呼びかけを行った。

携に関する具体的な方策

【１６】 【１６】 【１５】

○ 道内道外の大学との交流と連携を深 ● 教育内容の多様化に向けて，道内道 ○ 「学生の学習意欲に関するアンケート調査」を実施し，それをもとに授業設計，成績

め，教育内容の多様化を図る。 外の大学との教育上の交流と連携につ 評価，GPA制度，CAP制についての問題点・課題について検討し，成績の分布等，成

いて検証し，さらに深めるための方策を 績評価に関する資料の教員への公表，自主学習の指示の推奨等の改善策を講じた。

明確にする。
【１６】

【修士課程及び専門職学位課程】 ○ 本学函館校に事務局を置き，函館地域の８高等教育機関と函館市が参加する「キャ

① アドミッション・ポリシーに応じた入学者 ンパス・コンソーシアム函館」が主催して，「戦略的大学連携シンポジウム2009」（平成21

選抜を実現するための具体的方策 年３月，参加者100人）を開催した。また，平成20年５月26日に旭川医科大学，旭川大

【１７】 【１７】 学・旭川大学女子短期大学部，東海大学旭川校舎，北海道教育大学旭川校，旭川工

○ アドミッション・ポリシーに基づき，教育 ● 教職大学院の選抜方法等をさらに充 業高等専門学校，旭川市が集まり，「旭川ウェルビーイング・コンソーシアム」を設立し，

現場の課題に関心を持ち，指導的な役 実させるとともに，既設大学院の選抜方 公開シンポジウムの開催などの事業を行った。

割を果たしうる学生の確保に努める。 法等を検討する。
【１７】

② 教育理念等に応じた教育課程を編成 ○ 教職大学院定員充足検討ＷＧが中心となり，「教職大学院定員充足に関する対策・

するための具体的な方策 ワーキンググループ報告書」を作成するとともに，高度教職実践専攻の選抜を，既設専

【１８】 【１８】 攻同様，前期・後期に分けて実施した。

○ 附属学校をはじめ小・中・高等学校と ● 教職大学院及び既設大学院におい ○ 既存の大学院の修士課程の改革の進展を待ち，入学者選抜方法を改正できるよう
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の連携で，実践的な教育・研究指導を行 て，附属学校をはじめ小・中・高等学校と 準備を行った。

う。 の連携による実践的な教育・研究指導を

行い，その成果を検証しつつ，改善策を 【１８】

立てる。 ○ 教職大学院の科目「学校における実習」でストレートマスターに対しては，附属学校

で俯瞰実習を行い，現職教員の大学院生に対しては，連携協力校において，実践的な
指導を行った。

○ 既設大学院では，科目「教育実践研究」での授業実践，及び大学院生を非常勤講師

として採用し，附属学校の授業を実施した。

○ 既設大学院で，実践的な教育・研究の推進を全学に呼びかけるとともに，附属学校

以外の小・中・高等学校との連携による実践的な教育・研究指導の実態把握を行った。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況

(1) 教育に関する目標

③ 教育の実施体制等に関する目標

中 ① 教育研究の理念，目標に沿って，教職員の適切な配置を図る。

期

目 ② 教育に必要な設備，図書館，情報ネットワークの整備を図る。

標

③ 学生による授業評価の成果を授業改善とカリキュラム改革に生かすとともに，大学教育改善に関する教員の教授能力向上(ファカルティ・ディベロップメント：ＦＤ)を継続的に

進め，全教員による大学教育改善の取組を強化する。

④ 北海道内の現職教員に対する再教育の課題に応えるため，大学院教育の充実発展を図り，遠隔教育等のより積極的な活用を追求する。将来の必須の課題として，博士課

程の設置を目指す。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

① 適切な教職員配置等に関する具体的

方策
【１９】 【１９－１】 【１９－１】

○ 教員の配置は，充実した教育・指導体 ● センターの統合・再編に伴い，各セン ○ 再編した本学の教育研究センターの運営をスタートさせるため，「センター再編に係

制を行うために，専門領域のバランスを ターの機能や目的に応じた教員の配置 る教員人事の取扱いに関する要項」を策定し，各センターの目的や業務内容に応じた

考慮し，弾力的な運用を行うとともに必要 換を行う。 教員の配置換を実施し，各２～３人の主任センター員を配置した。

に応じて教員組織の見直しを図る。 ・冬季スポーツ教育研究センター・・・２人

【１９－２】 ・国際交流・協力センター・・・３人

● 引き続き，学部再編に伴う教員の配置 ・学校・地域教育研究支援センター・・・２人

換を実行し，学部における教育研究組織 ・大学教育開発センター・・・２人
の完成を目指す。 ○ 大学教育開発センターにおいては，さらに本学の改革を熟知した本学名誉教授２人

を主任センター員として配置し，現行カリキュラムの研究及び検証に取り組んだ。

② 教育に必要な設備，図書館，情報ネッ

トワーク等の活用・整備の具体的方策 【１９－２】

【２０】 【２０－１】 ○ 学部再編による教育研究組織の完成のため，平成20年４月１日に18人の教員の配

○ 学生の自主的で創造的な学習を支援 ● 学生の自主的な学習を支援するため 置換を実施した。完成年度となる平成21年度には，22人の教員の配置換を実施するこ

するために学術情報を系統的に整備し， に，平成16年度以降実施しているシラバ ととした。（平成18年度からの４年間で計94人の配置換となる。）

電子化することにより図書館の充実を図 ス参考文献の収集を引き続き行う。 ○ 今年度設置した教職大学院（高度教職実践専攻）に，21人の専任教員（新規採用７
る。 人，学部からの配置換14人）を配置した。21人の専任教員のうち，実務家教員は９人配

【２０－２】 置し，充実した教育体制を整えた。

● 学生の学習を支援するために，学生 ○ 学部再編及び教職大学院の設置に伴う教育研究組織の充実・完成に向け，２２人の

購入希望図書を充実させる。（昨年度比 教員を新規採用した。

10％増を目標）
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【２０－３】 ○ 再編による各専門領域のバランスを考慮し，以下のように各分野で活躍する外部人

● 学術機関リポジトリを通じて，学生の自 材を採用し，教育内容を充実させた。

主的な学習を支援するための方策を検 ・学術・文化・スポーツ等の特定分野において，国際的に活躍している著名人を特任教

討する。 授として招聘し，特色ある授業を実施した。（15人）
・教育委員会との人事交流として，３人を期限付きの大学教員（教授２人，准教授１人）

【２１】 【２１】 として受け入れた。

○ ネットワーク環境の充実を図り，学習支 ● 学習支援環境としてのネットワークの ・元公立学校の学校長等を教育実践・実習特任講師（教職スーパーバイザー）として，

援環境を整備する。 安全性を確保するため，情報セキュリティ 各校に２～３人配置し，教育実習生への指導・助言等教育実習の円滑な実施に役立て

ーポリシーの遵守体制を整備するととも た。

に，整備済みのネットワークの有効利用

を促進し，さらに安全で安定したネットワ 【２０－１】

ーク基盤の整備計画を検討する。 ○ 附属図書館が中心となり，受講に際して学生が予習・復習に役立てるようにシラバス
参考文献を全館あわせて460冊収集した。収集冊数は下記のとおりである。

③ 教育活動の評価及び評価結果を質の ・平成20年度シラバス参考文献収集冊数内訳：札幌館（144冊） 函館館（156冊） 旭

改善につなげるための具体的な方策 川館（51冊） 釧路館（78冊） 岩見沢館（31冊）

【２２】 【２２】

○ 学生による授業評価を実施し，授業改 ● 学生による授業評価を引き続き実施す 【２０－２】

善に反映する。 るとともに，授業改善及びカリキュラム改 ○ 平成20年度学生購入希望図書を全館あわせて214冊，購入総額541,625円収集し

革へとつなげる体制の構築を検討する。 た。また，今年度実施した「図書館活性化プロジェクト」の一環として，書店で学生自身

が希望する図書を直接選ぶ「選書ツアー」を2回実施し，学生の購入希望図書の積極
【２３】 【２３】 的購入を図った。「選書ツアー」による学生購入希望図書は88冊で，購入金額は194,04

○ 教育実績に対する評価システムを検 ● 教育実績の自己評価を実施し，教員 4円であった。

討し，整備する。 顕彰制度の導入に関する具体案を策定 ○ これらを合わせて今年度学生購入希望図書の総計は302冊，購入金額は735,669円

する。 であった。昨年度に比べて全購入冊数は31冊（11.4%）増加した。

④ 教材，学習指導法等に関する研究開 【２０－３】

発及びＦＤに関する具体的方策 ○ 学生の自主的な学習を支援するという視点から，教材・講義資料が機関リポジトリのコ

【２４】 【２４】 ンテンツとして公開可能かどうか等の問題点を探るため，「図書館利用者アンケート」を
○ ＦＤ活動を充実するとともに，ＦＤの企 ● 大学教育開発センターで全学のFD活 実施し学生等の意識調査を行い，また国立情報学研究所IRDBコンテンツ分析システム

画・実施を行う全学的組織を設置る。 動のグランドデザインを再構築するととも で他大学リポジトリの登載コンテンツの内容の分析を行った。

に，各キャンパスセンターに授業改善部 ○ その結果，教材・講義資料等への学生の登載希望は高いが，他大学においては一

門を置き，FD活動を充実させる。 般市民への有用性や著作権の問題からそれらの公開は少ないことが分かった。次年

度，教員対象にアンケートを実施し，教材・講義資料のリポジトリ上での公開について，

⑤ 全国共同教育，学内共同教育に関す 問題点を明らかにし，結論を得ることとした。

る具体的方策

【２５】 【２５】 【２１】
○ 遠隔授業システムの充実を図り，双方 ● 双方向遠隔授業の教育方法・運営方 ○ 学習支援環境としてのネットワークの安全性を確保し，整備済みのネットワークシステ

向遠隔授業を一層推進する。 法を改善し，教職大学院の授業を中心 ムの有効利用を促進するため，無線ＬＡＮ及び有線情報コンセントについてのアンケー

に一層の推進を図る。 トを実施した。

○ 安全で安定したネットワーク基盤を整備するため，情報ネットワークシステムの管理・

⑥ 学部・研究科等の教育実施体制に関 運用体制の見直しを行い，平成21年度に計画している情報基盤設備更新のために現
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する特記事項 状調査を行い，具体的なシステム構築及び技術的要件策定のための検討を行った。

【２６】

【２６】 ● 博士課程設置に向けて，連合大学院 【２２】

○ 博士課程設置に向けた調査を実施す という設置形態も踏まえた調査を行うとと ○ 平成19年度・20年度前期の授業評価結果を各教員に通知し，各教員から改善の取

る。 もに，需要調査を実施し，博士課程に対 組の報告を集め，公開の準備を行った。
するニーズを分析・検討する。 ○ 教育実績の自己評価を実施し，各教員は「授業評価アンケート結果を受けた取り組

み」についての自己評価を行った。

○ 大学教育情報システム上で，大学が行う授業評価の入力の呼びかけの方法や時期

を改善した。

○ 授業評価実施時期と，結果公開の時期を近づけるシステムの構築を検討した。

【２３】

○ 教育実践の自己評価を実施する入力システムを簡易なものとし，教育実績の自己評
価を実施した。

○ 教員顕彰制度の導入のため種々検討したが，多種多様な形態の講義，演習，実技

を公平に比較することの困難さが判明したため，全学的な合意形成の醸成を図ることを

今回は断念した。

【２４】

○ 教育改革室，及びセンター再編により新設した大学教育開発センターが連携し，以

下のような全学のＦＤ活動のグランドデザインを再構築した。
・大学教育開発センター，教育改革室，各キャンパスのＦＤ委員会等をつなぐ「ＦＤ活動

合同会議」を今年度2度開催し，役割分担を明らかにするとともに，シラバス改善を端緒

に全体の教育改善に取り組むなど次年度の方針を策定した。

・各キャンパス主催のＦＤ事業を大学教育開発センターが支援する体制を整備し，その

一環として旭川校で全学的な「授業研究」（ＦＤカフェ）を実施した。また，センターが各

校ＦＤ委員会等と連携してＦＤ活動を主催する体制を整え，その一環として各校で「シラ

バス作成ワークショップ」を実施した。

【２５】

○ 既設の双方向遠隔授業システムの増設として，教職大学院用の「システムＣ」を札

幌，旭川，釧路キャンパスに導入し，運用を開始した。(10月)

○ 双方向遠隔授業の授業補助者（TA)向けのハンドブック作成に向け，ヒアリング及び

現地調査などを行い，ハンドブックのパイロット版を作成した。(２月)

【２６】

○ 博士課程の設置に向けた調査としては，本学が平成６年に構想案を作成した経緯
や，連合大学院として博士課程を先行設置した東京学芸大学等の状況などを調査検

証した。これを踏まえ，次年度に現在の博士課程の教育研究上の課題について調査

し，本学における博士課程のあり方を示すこととした。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況

(1) 教育に関する目標

④ 学生への支援に関する目標

中 ① 学生の修学支援のため，指導・助言体制を整備する。

期 ② 学生の生活上の相談や経済困難に対する生活支援の充実を図る。

目 ③ 学生の自立的な活動を支援する体制の充実を図る。

標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

① 学生の修学支援に関する具体的方策

【２７】

○ 大学教育情報システムによる学生への 【２７】 【２７】

統合ネットワーク環境を整備し，学生の ● 大学教育情報システムの運用状況を ○ 大学教育情報システムの利用促進を図り，運用方法の改善方法等を検討するための

修学及び生活全般への支援を行う。 調査・分析し，さらなる学生への支援及 アンケートを実施した。

び利用促進を図る。 ○ 大学教育情報システムに「就職学籍情報管理」，「インターンシップ情報管理」等10の

機能からなる「就職」部門を新設し，学生の就職活動・就職先等のキャリア支援を可能
【２８】 【２８】 なものとした。

○ 指導教員（アカデミック・アドバイザー) ● アカデミック・アドバイザー制度，オフィ 〇 学生に対する「証明自動発行システム」と「電子掲示板システム」を導入し，大学教育

制度とオフィスアワー制度を全学的に実 スアワー制度の活用について検証し，改 情報システムと連携させ，学生支援を充実させた。

施し，一層の充実を図る。 善策を策定する。 ○ 既存の蓄積データを活用するため，既卒者の成績データ等を大学教育情報システム

へ追加し，成績証明書の発行等の効率化に配慮した。

【２９】 【２９】

○ 学生便覧(履修案内)及びシラバスの ● 学生便覧及びシラバスが学生にとって 【２８】

見直しを行い，学生に理解され，利用し 理解しやすいものであるか引き続き検証 ○ アカデミック・アドバイザー及びオフィスアワー制度の一覧を作成し，学生に配付また
やすいものに改善する。 し，改善を加える。 は掲示した。

○ アカデミック・アドバイザー及びオフィスアワーの利用に関して，「制度の活用の検証」

② 生活相談・就職支援等に関する具体 に関するアンケートを行った。その結果，アカデミック・アドバイザーについては，ほぼ10

的な方策 0％の学生が利用し，オフィスアワーについては，55％しか利用した学生はいなかった。

【３０】 【３０】 後者については，オフィスアワーがわかりにくいという学生は，わずかに15％で，相談す

○ 就職相談室を設置しキャリアアドバイ ● 昨年度に引き続き，就職支援活動の ることがないか，メールなどで質問できるからと回答した例が多かった。また，55％の学

ザーを配置するとともに，学生の学習履 改善・充実を図るとともに，これまでの実 生がオフィスアワーはシラバスで確認していることが分かった。

歴・希望を把握し，学生に対する就職指 績をもとに，就職支援活動の実施内容を ○ アカデミック・アドバイザーによりGPAが低い指導学生へ修学の指導を実施した。指
導・支援体制の充実を図る。また就職情 総括する。 導状況については，教育情報システム上に記録を残している。

報システムを整備する。

【２９】

【３１】 【３１】 ○ シラバスを点検するとともに，後期授業の初回の授業時に，シラバスを配付あるいは

○ 学生の生活上や健康面・心理的問題 ● 「なんでも相談室」の利用についてさら 掲示した。
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に関する相談態勢を整えるため，「なん なる周知を図り，利用しやすい環境の整 ○ シラバス利用に関する卒業生・修了生対象のアンケートを実施した。

でも相談室」(窓口)の設置をすすめ，学 備を進める。また，これまでの学生相談 ○ 平成21年度用の「シラバス作成の手引き」を作成し，全教員及び非常勤講師に配付

生の悩みを解決するために支援を強化 の取組について総括する。 した。

する。

【３０】
【３２】 【３２－１】 ○ キャリアセンター体制のもとで，昨年度に引き続き，キャリア支援活動の充実を図っ

● セクシュアル・ハラスメントやアカデミッ た。昨年度同様に本学と企業等との意見交換会を６月に実施した。キャリアセンター，キ

○ セクシュアル・ハラスメントやアカデミッ ク・ハラスメントのない大学環境づくりに向 ャリア・オーガナイザー，各キャンパスにより企業開拓訪問活動を行い就職先企業の開

ク・ハラスメントなどの人権侵害の防止に けて，周知・啓発・相談活動を継続する。 拓に努めた。また，本学独自の学内合同及び各校の企業説明会を多くの企業の参加・

関する教育・広報活動を推進し，「学生 また，これまでのハラスメント防止のため 協力を得て開催した。

の人権擁護に関する規程」に基づく相談 の取組を総括する。 ・学内合同 企業説明会 平成21年２月 70社参加

体制を強化する。 ・函 館 校 業界研究会 平成20年11月 25社参加

【３２－２】 ・岩見沢校 企業説明会 平成21年３月 14社参加

● 人権侵害の未然防止を図るため，各 ○ 昨年度に引き続き，就職情報の集約と周知の迅速化のために，ホームページによる

種ガイダンス，ホームページ，各種広報 求人情報のサイト等の充実，大学教育情報システム利用による就職情報の周知（学生

誌，掲示等により，大学構成員の意識啓 の携帯等への送信）を図った。また，季刊紙「キャリア・ニュース」（年４回）の継続的な発

発を図る。さらに，相談体制及び相談窓 行，「採用のための大学案内（再編に伴う改訂版）」，「新入生のための進路選択の手引

口が，大学構成員の意識に浸透するよう き（改訂版）」等を発行した。
広報を推し進める。

【３１】

③ 経済的支援に関する具体的方策 ○ ｢なんでも相談室｣の広報は，「学生便覧」及び全学及び一部キャンパスのホームペ

【３３】 【３３】 ージで実施していたが，全キャンパスのホームページにも掲載し，更なる周知を図っ

○ 学生の修学を財政的に支援する制度 ● 教育支援基金による学業成績優秀者 た。

を検討する。 への奨学金給付，入学試験の成績優秀 ○ 昨年度に引き続き，利用状況調査を行い，設置状況を確認した。

者の入学料免除を継続して行い，提携 ○ 早期の「なんでも相談室」利用を促進するため，インテイク(受入)役用の「ファーストア

銀行の教育ローン制度についても引き続 クションマニュアル」の素案を作成した。
き周知を図る。また，これらを含めた学生 ○ なんでも相談室の周知状況を把握するため，卒業生・修了生を対象としたアンケート

の修学に対する財政的支援策の総括を を実施した。

行う。

【３２－１】

④ 学生の自立的な活動を高める具体的 ○ 人権侵害防止啓発リーフレット「STOP！THE ハラスメント」を配付し，学園情報誌（H

な方策 UE-LANDSCAPE）へ掲載し，また学生便覧の掲載及び本学ホームページ上での人権

【３４】 【３４】 侵害（ハラスメント）に関する周知等を実施した。
○ 学生の自主的な研修，プロジェクト・行 ● 学生表彰規則に定めた「学業成績優 ○ 「ハラスメント防止に関する講演会」を開催し，ＴＶ会議システムにより全キャンパスへ

事等の活動の支援と，優れた成果や実 秀者に対する表彰」についてＧＰＡをもと 配信した。（平成２１年１月，参加者約130人）

績に対する表彰をより充実したものとす とした，基準を策定する。また，学生の自 ○ ハラスメント防止のための取組に関する調査を，卒業生・修了生を対象としたアンケ

る。 主的・創造的活動を支援する「チャレンジ ートを実施した。

・プロジェクト」を継続して実施する。併せ

て，学生表彰及び学生の自主的活動に 【３２－２】

対する支援について総括する。 ○ 学生のデザインによる人権侵害防止のためのポスターを作成し，大学構内各所へ掲

示した。
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○ 新入生オリエンテーション及び各専攻オリエンテーション等で人権侵害防止を喚起さ

せる説明を実施した。

○ 学生向けの情報誌である「学園情報誌（HUE-LANDSCAPE）」に，年間を通してハラ

スメントに関する情報を掲載し，意識の啓発に努めた。また，本学「学報」に人権相談員

研修会等の取組を掲載するとともに，ホームページにも取組状況を掲載して，学外への
情報発信も実施した。

【３３】

○ 教育支援基金による奨学金給付制度の一部見直しを行い，今年度から現職教員の

大学院生全員に支給した。なお，現職教員以外の大学院生に対する奨学金給付は，

次年度に支給することとした。また，学部生については２年次～４年次の成績優秀な学

生30人に対して，奨学金を支給した。

○ 本学ホームページ，「学園情報誌（HUE-LANDSCAPE)」，「大学案内」，「学生募集
要項」，「合格の手引き（入学手続案内）」等随所で，本学の「教育支援基金」による奨

学金給付制度及び北洋銀行との連携による教育ローンについて周知した。

○ 平成21年度入学試験合格者のうち，学部の入学試験成績優秀者に対して入学料免

除の選考を行った。大学院については，学生追加募集により免除募集時期にずれが生

じたため，新年度に選考することとした。

○ 学生の経済的支援に関するニーズの把握と，これまでの経済的支援策の問題点を

洗い出すために，卒業生・修了生アンケートの中で，経済的支援に関する調査を行っ

た。

【３４】

○ 本学の「学生表彰規則」第２条第３号に基づく学業成績優秀者に対する表彰の全学

共通基準について，ＧＰＡ値の上位者（同点の場合は，単位数，評価等により順位を決

める。）を被表彰者とする要項を制定し，平成21年３月，14人の学生・院生を表彰した。

○ 「チェレンジプロジェクト'08」を実施し，全学学生10件の申請中６件の企画に対して総

額129万３千円の支援を行った。（本学ホームページ及び学園情報誌で周知済み。）ま

た，平成21年１月９日に遠隔授業装置を利用して実施結果発表会を実施した。
○ 「チャレンジプロジェクト」について，企画の審査及び実施結果発表会等で出された

意見等について集約し，今後検討することとした。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況

(2) 研究に関する目標

① 研究水準及び研究の成果等に関する目標

中 ① 教育科学，教科教育と教科専門，大学と附属学校との緊密な連携による教育現場に立脚した専門的研究の創成を追求する。

期 ② 北海道の教育実態に関わる種々の実際的な研究と政策提言を行い，北海道教育委員会及び地方教育委員会との連携の中で全学的な研究課題として積極的に推進す

目 る。

標 ③ 研究を推進するために，各キャンパス間の教員集団の連携を図るほか，その成果の社会への還元を積極的に進める。

④ 北海道の地方自治体，公共・民間団体及び企業と連携した研究活動に取り組み，地域の総合的な発展に寄与する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

① 目指すべき研究の方向性

【３５】 【３５】 【３５】

○ 教育科学，教科教育，教科専門と教 ● 研究課題別グループのこれまでの研 ○ 「教育大学の機能を生かした学校・地域・家庭の教育力を高める総合的な研究事

育実践との結合により，教育現場に生起 究成果を総括し，それを踏まえて専門的 業」(平成19年度からの２ヵ年の研究)を継続的に支援した。これに関する公開シンポ

する諸課題の研究を，研究課題別グル 研究の創成をさらに追求する。 ジウム（11/9・札幌全日空ホテル），研究報告会（3/6・札幌校）を開催し，学内外の研究

ープを設置し，推進する。 者などと活発な意見交流を行い，報告書を3月に刊行した。
○ キャンパス間の共同研究の促進のために，「初等理科実験」に関するプロジェクト，

【３６】 【３６】 「小学校英語」に関する小学校英語活動推進事業プロジェクトを支援し，「初等理科実

○ 学際的，文化的な分野における地域 ● 「人間地域科学課程」「スポーツ教育 験テキスト」，「小学校英語活動推進事業プロジェクト報告書」を刊行した。

の諸課題について研究を推進する。 課程」「芸術課程」が組織として掲げる研 ○ 平成20年度には，学長裁量経費として共同研究推進経費８件・若手教員研究支援

究の方向性に基づいて，学際的・文化的 経費８件・個人研究支援経費７件・研究推進重点設備経費１件を採択し研究を支援し

な分野における地域の諸課題に関する た（http://www.hokkyodai.ac.jp/research/research-promote-06.html）。

事業・研究を促進させ，一般参加型の研 ○ 学長裁量経費の配分方法について，過去５年間の支援が有効に機能していたかを

究成果報告会を開催するなど，地域社 検証するためにデータを収集し，配分方法を一部見直し，「新任教員研究支援経費」，
会へ成果を還元する。 「教員等海外派遣経費」及び「附属学校研究支援経費」を新たに設けた。

○ 2nd Pacific Rim Conference on Education（平成20年10月・イリノイ州立大学，http:

② 大学として重点的に取り組む領域 //www.pacificrimeducationconference.org/）を共同開催し，本学から出席者数16人，基

【３７～４３】 【３７～４３】 調講演１件，一般講演５件，ポスター発表２件の発表を行った。この会議後，視察を行

○ 全学的に取り組む領域 ● これまでに実施してきた研究プロジェ い，日米両国の状況について情報，意見を交換するなどした。

・「生涯学習的視点に基づいた学力に関す クトの成果・課題，さらには到達点の集約 ○ 昨年度作成した「著作権等の問題に触れない情報を公開するための統一フォーマッ

る研究」，「『開かれた学校』実現の基盤 を図り，今後の研究推進の方針について ト」により，平成19年度の，共同研究推進経費17件・若手教員研究支援経費７件・個人

に関する制度論的研究」 検討する。また，これらと密接に関わる 研究支援経費８件・研究推進重点設備経費１件，計33件の成果を公開した（http://ww
・「学内各分野の連携によるカリキュラム及 「教育大学の機能を生かした学校・地域・ w.hokkyodai.ac.jp/research/research-promote-05.html）。

び評価法開発｣，｢へき地･複式･小規模 家庭の教育力を高める総合的な研究事

校に対応したカリキュラム開発」 業（教育力推進プロジェクト）」についてシ 【３６】

・「臨床教育学的子ども研究」，「教育相談， ンポジウムを開催して研究成果を発信す ○ 「人間地域科学課程」（函館校），ならびに「スポーツ教育課程」・「芸術課程」（岩見沢

臨床心理相談など教育心理学，健康科 る。 校）における専攻（コース）の研究の方向性に沿った研究に対して学長裁量経費である
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学，カウンセリング分野に関する研究」 共同研究推進費，若手教員研究支援経費，個人研究支援経費及び教員海外派遣等

・「現職教員のリカレント教育に対応するカリ 経費（学術研究推進経費）を配分した（http://www.hokkyodai.ac.jp/research/research

キュラムの開発・研究」 -promote-06.html）。共同研究推進費を配分した研究は函館校２件，若手教員研究支

援経費は函館校１件，岩見沢校２件，個人研究支援経費は函館校３件，岩見沢１件，

【４４～４７】 【４４～４７】 教員海外派遣等経費は函館校１件，岩見沢校２件であった。総数は函館校７件，岩見
○ 教育研究の幅の広さを活かして取り組 ● 昨年度に引き続き，中期計画に沿った 沢校５件である。具体的には，「市民の脱温暖化行動とソーシャル・キャピタルに関する

む領域 研究項目を学長裁量経費で支援し，そ 相関分析－47都道府県の比較による地域特性分析－」，「高齢期家族関係のサポート

・「学校，教育委員会，公立の研究所・教育 れらの成果を社会へ還元するため，一般 機能としての情報機器の活用と可能性」，「野外教育によるコミュニティ・サポートに関す

センター，博物館等の教育・文化施設， 参加型の研究成果報告会の開催やWeb る研究～モンゴル，バヤンウルギ地区を対象にして～」などがある。

公共団体，民間団体，企業，現職教員や 上での公開を行って，内外へ積極的に ○ スポーツ教育課程の教員が中心となったフォーラム「スポーツによる地域の活性化－

地域住民との多様な共同研究」，「北海 公開していく。 岩見沢市における大学と地域の連携－」を一般参加型の報告会として学長裁量経費を

道の地域の特性に基づいた課題研究」 配分して実施した。

・「芸術・スポーツが果たす地域の文化に関 ○ 過去５年間の研究支援が有効に機能していたかを検証するためのデータを収集し，
する研究」，「生涯教育，環境教育など地 各研究組織の方向性と大学が重点領域とする研究を照らし合わせ，学長裁量経費の

域の人材養成に寄与する研究」 配分方法を一部見直した。

③ 成果の社会への還元及び研究の水準 【３７～４３】

・成果の検証に関する具体的な方策 ○ 中期計画37，38，41，42等の重点研究領域に関わる「教育大学の機能を生かした学

【４８】 【４８－１】 校・地域・家庭の教育力を高める総合的な研究事業」の公開シンポジウム（平成20年11

○ 創造的研究の成果を内外の学会や学 ● 本学の「研究者総覧」中の研究業績に 月・札幌全日空ホテル）と報告会（平成21年３月・札幌校）を開催し，学内外の研究者な

術誌に発表し，研究の質の向上に努め ついて，研究の質・水準等を分析する共 どと活発な意見交流を実施し，「教育大学の機能を生かした学校・地域・家庭の教育力
る。 通の基準を確立する。 を高める総合的な研究事業報告書」を刊行した。

○ 中期計画40に関わる事業として，「特色ある大学教育支援プログラム・へき地教育フ

【４８－２】 ォーラムin十勝」（平成20年11月）を開催し，算数教育等を中心に教育関係者との意見

● 萌芽的活動，採用間もない若手教員 交流を実施した。

の研究を学術研究推進経費により支援 ○ 中期計画43に関わる事業として，中学校理科教員対象夏休みワークショップ「授業で

するとともに，昨年度より実施した研究専 使える！身近な天気情報と空気のワクワク実験」（平成20年７月～８月），教員研修会

念制度の有効性について検証する。 「はじめてのDNA分子観察 ～先端バイオイメージング～」（平成20年８月）を開催し

た。また，学張裁量経費による共同研究「現職教員の高度職能開発における臨床的ケ
【４９】 【４９】 ースメソッドの意義と役割に関する研究」を推進した。

○ 研究紀要の今後の在りようを検討し， ● 昨年度に引き続き，紀要掲載論文の

一層の充実を図る。 カテゴリー分けについての議論を継続す 【４４～４７】

ることによって，本学の特色である現場の ○ 中期計画45及び47に関わる事業として，「グローカル環境教育国際会議2008」（http:

実践報告等の多様な研究にも途を開き //www.hokkyodai.ac.jp/gakuhou/200808_503/frame_03.html）を開催し，環境教育に関

つつ，純理論的な学術論文の質をも維 する認識を深め，「グローカル環境教育札幌宣言」（http://www.hokkyodai.ac.jp/gakuh

持する紀要になるように努める。 ou/200808_503/frame_05.html）としてとりまとめた。

○ 中期計画47（また39）に関わる事業として，平成20年度大学教育の国際化加速プロ
【５０】 【５０】 グラム（海外先進教育研究実践支援）により海外派遣した教員の帰国後，「大学教員養

○ 北海道の各地で，全道・全国レベルの ● 本学開催学会支援経費の有効性を点 成プログラムと教育の質の向上」の関する成果報告会（平成21年１月・TV会議）を行っ

学会及び研究交流集会の実施を推進す 検し，支援対象や広報の方法について た。

る。 見直しを行うとともに，本学開催学会・研 ○ 各キャンパスとセンターにおける研究の方向性と研究体制について，重点研究領域

究会活動の活性化を図る。 と照らし合わせ，抜本的な支援策の見直しを進めた。学長裁量経費についても，過去５
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年間の支援が有効に機能していたかを検証するためのデータを収集し，配分方法を一

部見直した。

【４８－１】

○ 研究分野ごとに研究業績の水準を評価する基準づくりのための分析を試みたが，本
学教員の研究業績は多種多様であり，すべての研究領域に共通する研究業績の評価

基準を作成するのは困難であることが判明した。ただ，分野によっては「共通の基準」を

作成できる可能性があり，そのための調査等を行った。

○ 教員に対して「研究者総覧」（http://kensoran.hokkyodai.ac.jp/）への業績入力の徹

底を図った。

【４８－２】

○ 若手教員研究支援経費（学長裁量経費）により，８人の若手研究者に対して研究費
を補助して研究を積極的に支援した。

○ 学長裁量経費での支援が有効に機能しているかについて，過去５年間のデータを収

集し，配分方法の一部を見直した。その結果，新たに「新任教員研究支援経費」を設け

７件の研究を支援した。

○ 研究専念制度については，各キャンパスごとの利用状況を調査し，研究専念制度の

有効性を検討するため，制度利用者に対してアンケート調査を実施し，制度を利用した

際の授業免除措置がない等の問題点を明らかにした。

【４９】

○ 本学「紀要」の実務担当者会議において，「紀要」掲載論文のカテゴリー分けについ

ては見送り，紀要論文の審査あるいは査読についての定義・方法・審査体制を充実さ

せる方向で紀要の質の向上を図ることとした。

○ 学術研究推進室会議において，「紀要」の編集体制等について検討し，特集号など

の発行の可能性，実践報告の掲載の可能性等について，次期中期目標・計画期間を

念頭に置き継続して審議を続けていくこととした。

【５０】

○ 本学開催学会支援経費（学長裁量経費）の配分方法について，過去５年間の支援が

有効に機能していたかを検証するためデータを収集・分析し，配分方法を一部見直し

た。その結果，本学開催学会支援経費について，学会・研究会活動の活性化を図るた

めに，支援対象とする学会を全国・全道レベルの学会だけでなく学内の学会も含めるな

ど，公募方法に一部修正を加えた。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況

(2) 研究に関する目標

② 研究実施体制等の整備に関する目標

中 ① 研究活動の活性化及び研究環境の整備充実を図る。

期 ② 国内外及びキャンパス間の専門領域ごとの共同研究を推進する。

目 ③ 研究目的を達成するために柔軟で可変的な共同研究体制の整備を推進する。

標 ④ 研究活動等の状況や問題点を把握し，研究の質の向上及び改善を図るためのシステムを整備し，適切に機能させる。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

① 適切な研究者等の配置に関する具体

的方策

【５１】 【５１】 【５１】

○ 研究プロジェクトに対応して，キャンパ ● 本学の再編により新たに設置された各 ○ 各キャンパスとセンターにおける研究の方向性と研究体制について，重点研究領域

ス間の研究グループを組織する。 課程における新しい研究グループの組 と照らし合わせ，支援策の見直しを進めた。学長裁量経費についても，過去５年間の支

織化と活性化を図るとともに，各キャンパ 援が有効に機能していたかを検証するためのデータを収集・分析し，新たに３つの支援

スの研究分野・研究組織に対する支援 経費を設ける等，配分方法を一部見直した。
策について検討する。

【５２】

② 研究資金の配分システムに関する具 ○ 教育研究活性化経費の全般的な見直しを行い，評価項目と評価点数について，今

体的な方策 年度は，学会賞等の受賞の評点をアップさせるとともに，外部資金への申請率の向上

【５２】 【５２】 をはかるため，科学研究費補助金や他の競争的資金申請代表者の評点，使途特定寄

○ 研究指導・研究実績及び地域貢献や ● 大学が政策として取り組む研究プロジ 附金の獲得の評点をアップさせた。また，中期目標計画にかかわる研究への参加を促

大学が政策として取り組む研究プロジェ ェクトに対する評価について，その実施 進するため中期計画(35ｰ47)に関連する共同研究への参加への評点を新設したほか，

クトに対し，適切な評価とこれに基づく資 状況を検証し，改善を図る。 顕著な研究活動への評点についてもアップさせた。
金配分を推進する。 ○ 教員の総合的業績評価でも，「本学等の共同研究プロジェクト等の参加」を加点対象

とし，評価することとした。

③ 研究に必要な設備等の活用・整備に 【５３】

関する具体的方策 ○ 設備備品共同利用について，利用状況調査を行い，利用実績の取りまとめを行っ

【５３】 【５３】 た。また，共同利用可能な設備備品等のデータベースの更新を行った。

○ 設備備品等のデータベース化により， ● ＨＰに登載した設備備品等のデータベ ○ 設備備品等のデータベースのこれまでの実績についての検証を行った。利用の実績

学内資産の効率的活用及び学内外との ースの更新・維持管理を行うとともに，こ を上げるべく様々な方策を実施してきたが，実績は少なく，抜本的な改善を考慮する必
共同利用を推進する。 れまでの実績について検証する。また， 要が判明した。

昨年度本学が構築事業に参画した｢化 ○ ｢化学系研究設備有効活用ネットワーク｣における，本学設備の利用状況について調

学系研究設備有効活用ネットワーク｣に 査を行い，大学間等での設備の相互利用・共同利用を図った。

おいて，大学間等での設備の相互利用・

共同利用を図る。 【５４】
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【５４】 【５４】 ○ 今年度は電子化(PDF)済の，「北海道教育大学紀要」 54巻１号(H15.8)～59巻２号

○ 学術情報の系統的整備・電子化を図 ● 教員及び大学院生等の教育研究成果 (H21.2)総計419論文を登録し，学内外に公開した。

り，国内外の研究機関との連携を推進す 等を電子化し，附属図書館の学術機関リ ○ 平成21年３月開催の学術リポジトリ委員会において，今後の具体的なコンテンツの収

るなかで，附属図書館を学術情報のセン ポジトリに格納し，インターネットを通じて 集方策及びスケジュールを以下のように定めた。
ターとして強化する。 本学の研究成果を学内外に公開する。 ・平成21年４月に教員のアンケート調査を実施し，各種コンテンツを登録する。

・学内刊行物を調査するとともにNIIで電子化済みの学内発行の研究紀要類についてリ

④ 研究活動の評価及び評価結果を質の ポジトリへの登録許諾を依頼し，許諾されたものから登録する。

向上につなげるための具体的な方策 ・CiNii(NII論文情報ナビゲータ)で無料一般公開をしている学協会誌掲載論文中の本

【５５】 【５５】 学教員著作を調査し，収録する。

○ 教員の研究実績に対する評価システ ● 新たに構築した「研究実績の自己評価

ムの導入を検討する。 システム」の有効性を検証し，改善を図 【５５】

る。 ○ 本学の「研究実績の自己評価システム」への教員の自己評価の入力状況は，平成21
年１月段階では129人，34.6%であったが，再度の入力を働きかけた結果，同３月段階

【５６】 【５６】 で，155人，41.6%に増えた。しかしながら，入力状況は十分とは言えないので，再度入

○ 研究専念制度を検討する。 ● 昨年度より実施した研究専念制度に 力を促進する措置を講じた。

ついて，研究の質の向上や研究活動に ○ 教員の総合的業績評価でも，学部(課程)の教育及び大学院教育の目的に沿った研

対する有効性に関するアンケートを実施 究（Education Research Policy）への入力状況を加点対象として評価することとした。

し，制度の実効性等について検証し，改 ○ 入力されたデータのうち研究活動実績に関する自己評価（別記様式第２号(「大学教

善を図る。 員の研究活動に関する自己点検評価実施要項」http://www.hokkyodai.ac.jp/pdf/admi

n-regulation/3/kenkyukatudojikohyokajissiyoko.pdf)）に関するデータを集計・解析する
⑤ 国内外での共同研究，学内共同研究 ための様式を作成中である。

等に関する具体的方策

【５７】 【５７－１】 【５６】

○ 国内外の大学及び学校の教員等で組 ● 「理科教育に係るコンソーシアム」にお ○ 本学の研究専念制度については，各キャンパスごとの利用状況を調査し，研究専念

織する研究課題別グループの設置を図 ける共同研究を推進する。また，ザンビア 制度の有効性を検証するため，制度利用者に対してアンケート調査を実施し，制度を

る。 国立大学教育学部との共同研究を推進 利用した際の授業免除措置がない等の問題点を明らかにした。

する。

【５７－１】
【５７－２】 ○ 2nd Pacific Rim Conference on Education（平成20年10月・イリノイ州立大学，http:

● 北海道立教育研究所等との共同研究 //www.pacificrimeducationconference.org/）を共同開催し，本学から出席者数16人，基

を引き続き推進し，その成果が北海道の 調講演１件，一般講演５件，ポスター発表２件の発表を行った。この会議後，イリノイ州

学校教育に役立てられるよう，普及・啓発 立大学，アリゾナ州立大学のサイエンスエデュケーションについて，視察を行い，日米

活動を実施する。 両国の状況について情報，意見を交換するなどした。

○ ザンビア国立大学との共同研究は，国際交流・協力センター員等が７月に現地に趣

【５８】 【５８】 き，ザンビア国の協力のもと，基礎調査を実施するなど現状の把握を実施した。

○ 各種教育研究センターの施設・内容 ● 再編した３センターにおいて，再編計
等の充実を図る。 画に沿った教員配置等を進めるととも 【５７－２】

に，各センターの内容等の充実を図る。 ○ 北海道立教育研究所との共同研究「小・中一貫教育に関する研究」の成果を報告書

にまとめ刊行した。

○ 北海道教育委員会，北海道立教育研究所，札幌市教育委員会の指導主事，附属学

校及び公立学校の現職教員等により「小学校英語プロジェクト運営委員会」を組織し，
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学校現場での円滑な実施等について対策を図り，また，同運営委員会が中心となり，

「小学校英語プロジェクト実践交流会」を平成21年２月に開催し，220人を超える現職教

員が参加した。

○ 教員研修センターが公募する「教員研修モデルカリキュラム開発プログラム」に，小学

校英語活動支援をテーマとした事業を応募し採択された。平成21年度以降，北海道教
育委員会，北海道立教育研究所，札幌市教育委員会，札幌市教育センターと連携を

図りながら取組を進めてゆくこととした。

○ ＪＡグループ北海道，北海道フットボールクラブとの共催事業である「食と農をつなぐ

教育フォーラム」を本学と教育委員会とで組織している北海道地域教育連携推進協議

会の事業として開催し，民間団体と教育行政機関をつなぐ役割を果たした。また，現代

的課題である食育と子どもの体力をつなげた内容は地域住民から好評を得た。（平成2

1年１月実施 参加84人，３月実施 参加234人）

【５８】

○ 再編した本学の教育研究センターの運営をスタートさせるため，「センター再編に係

る教員人事の取扱いに関する要項」を策定し，各センターの目的や業務内容に応じた

教員の配置換を実施し，各２～３人の主任センター員を配置した。

・冬季スポーツ教育研究センター・・・２人

・国際交流・協力センター・・・３人

・学校・地域教育研究支援センター・・・２人

・大学教育開発センター・・・２人
○ 大学教育開発センターにおいては，さらに本学の改革を熟知した本学名誉教授２人

を主任センター員として配置し，現行カリキュラムの研究及び検証に取り組んだ。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況

(3) その他の目標

① 社会との連携，国際交流等に関する目標

中 ① 北海道地域教育連携推進協議会を通した北海道全域の教育と文化に関わる地域貢献を強力に推進する。

期 ② 「道民カレッジ」などと連携し，北海道全域にわたる生涯学習社会化への対応を強める。

目 ③ 各教員の専門研究を生かした地域への多様な貢献を一層拡げ，社会に開かれた大学を目指す。

標 ④ 留学生の交換など国際交流をさらに発展させ，学生の国際感覚の涵養を目指す。

⑤ 学校教育に関する国際協力において拠点大学としての役割を果たす。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

① 地域社会との連携・協力，社会サービ

ス等に関する具体的な方策

【５９】 【５９－１】 【５９－１】

○ 地域連携推進室を設置し，道・市教 ● 引き続き，「北海道地域教育連携推進 ○ 本学と教育委員会で組織する北海道地域教育連携推進協議会を開催し（平成20年

委，各種教育現場との連携事業・共同研 協議会」や協力協定を締結した自治体 ９月），各々が抱える教育課題について共通理解を図るとともに，食育，小学校英語活

究，学校支援ボランティア，地域社会との 等との連携をさらに深めるとともに，各キ 動等の共同研究の実施など相互に連携していくことを確認した。

連携事業等を推進する。 ャンパスが所在する地域における教育的 ○ 地域連携推進室において，相互協力協定先との今後の連携深化に向けた課題等を
なニーズに十分配慮し，学生の地域貢 整理した。

献活動を含めて，全学的な地域連携・地 ○ 相互協力協定先との連携深化を図るため，地域貢献推進経費（学長裁量経費）によ

域貢献の一層の充実を図る。 り５件の事業（函館校１，旭川校１，釧路校２，岩見沢校１）を支援した。また，地域ニー

ズの高い健康，文化，芸術等に関する事業13件を支援した。

【５９－２】 ○ 地域貢献推進経費（学長裁量経費）により，「学校・地域教育に対する学生ボランティ

● 引き続き，現職教員の資質向上を目 ア派遣モデル事業」」（旭川校）や，「相互協力協定に基づく弟子屈教育プロジェクト200

的として，10年経験者研修等に関する体 8」（釧路校）などの学生ボランティアを推進する事業を支援した。

系的な研修プログラムについて具体的な
検討を行い，研修内容の充実を図る。 【５９－２】

○ 10年経験者研修専門講座について，平成19年度に体系化した「教員研修モデルカ

【５９－３】 リキュラム」に基づく研修プログラムを活用し，教科指導専門講座68講座，生徒指導専

● 各キャンパスが所在する地域の特性を 門講座19講座を開講し，778人の現職教員を受け入れた。

生かした，地域貢献活動の一層の充実 ○ 教員免許状更新講習の予備講習を宗谷管内（稚内北星学園大学），網走管内（北見

を図るとともに，その成果が広く本道の学 工業大学），根室管内（中標津町役場），札幌地区（札幌校），帯広地区（帯広畜産大

校教育や生涯学習の実践に結びつくよう 学）で開講し，平成21年度からの本格導入に向けた準備を行った。

広報・普及に努める。 ○ 教員免許状更新講習の円滑化を図るため，本学及び帯広畜産大学，釧路公立大
【５９－４】 学，帯広大谷短期大学，釧路短期大学とで，「北海道東部地域教育免許状更新講習コ

● 企業・民間団体等との連携事業を一 ンソーシアム」を設立し，業務を共同で実施することとした。

層推進するとともに，学内の連携体制を ○ 教員免許状更新講習の受講者の利便性の向上及び事務の効率化を図ることを目的

含め，これまでの連携事業のあり方につ とし，本学が中心となり，北海道大学，室蘭工業大学，小樽商科大学，帯広畜産大学

いて再検討する。 及び北見工業大学との間で，「北海道地区国立大学法人の教員免許状更新講習にお
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ける事務の共同実施に関する協定」を締結した。

【６０】 【６０】 ○ ２度の教員免許更新制フォーラムを開催した。このフォーラムは，北海道における円

○ 道民の期待に応える講演会の開催， ● 本学の教員よる講演会等を推進すると 滑な更新講習の実施に向け，制度の理解や情報交換，連携体制の推進などを図ること

公開講座の充実を図る。 ともに，公開講座等の一層の充実を図る を目的として開催したもので，北海道内の国公私立大学の関係者ら延べ約160人が参

ため，各キャンパスの取組を促進し，講 加した。
座内容・方法，広報活動の改善に継続

的に取り組む。 【５９－３】

○ 各キャンパスの特性に応じた地域貢献事業の推進を図るため，自治体等との相互協

【６１】 【６１】 力協定に基づく事業５件（函館校１，旭川校１，釧路校２，岩見沢校１），現代的課題を

○ 現職教員を対象として，各種認定講習 ● 北海道教育委員会等との連携のもと， 持ち，地域ニーズの高い健康，文化，芸術等に関する事業13件を地域連携推進経費

・講座及び夏冬の長期休暇を利用した研 10年経験者研修等の各種研修内容の充 により支援した。

修講座を開設するなどの教育活動を計 実に努める。 ○ 各キャンパス，センターの取組をホームページにより積極的に広報するとともに，北海

画し，実施する。 道教育委員会，札幌市教育委員会と組織する北海道地域教育連携推進協議会にお
いて連携事業の成果を発表し，成果が北海道の学校教育や生涯学習に役立つよう広

報・普及を図った。

【６２】 【６２】 ○ 本学とＪＡ北海道・北海道フットボールクラブとが共催した，北海道地域教育連携フォ

○ 道内各地域での教育相談，臨床心理 ● 相互協力関係にある自治体の学校教 ーラム「食と農をつなぐ教育フォーラム」において，本学の重点研究事業である「教育大

相談，教育情報提供などを行うための研 育支援や生涯学習推進のための諸方策 学の機能を生かした学校・地域・家庭の教育力を高める総合的な研究事業」の成果を

究ステーション，サテライト研究室・相談 を検討する。 発表し，地域への普及を図った。

室等の設置を検討する。 ○ 函館校で地域連携センターが中心となり，函館地域の８高等教育機関が連携した「キ

ャンパス・コンソーシアム函館」の事業を実施した。
【６３】 【６３】 ○ 「拓北・あいの里地区 地域と学校との教育連携交流会」（札幌校），「岩見沢市民と

○ 大学及び地域の公共図書館等と連携 ● 附属図書館の学外利用者アンケート 北海道教育大学との意見交換会」（岩見沢校）など，本学各校が主体となった諸活動を

し，学生，教職員，教育関係者，地域住 を実施し，利用動向をまとめ，地域社会 実施した。

民が必要とする学術情報を的確に効率 との連携・協力を図るための方策を検討

よく提供できる図書館を構築する。 する。 【５９－４】

○ 北洋銀行との連携により，食と北海道経済に関する授業（札幌校の授業科目「食・生

② 留学生交流その他諸外国の大学との 活教育論」）を行った。

教育研究上の交流に関する具体的方策 ○ JAグループ北海道との連携事業「稲作体験塾」をさらに深化させ，大学の授業科目
【６４】 「食・生活教育論」の体系的なプログラムとして完成させた。

○ 留学生の受け入れ，学生の派遣を積 【６４－１】 ○ 北海道フットボールクラブと連携して，10年経験者研修専門講座での試合運営の見

極的に行い，留学生に対する全学的教 ● 留学生の受け入れを一層促進するた 学，大会運営等の見学などの教育プログラムを導入した。

育体制の整備を図る。 め，国際交流協定校に対する情報提供 ○ 本学，JAグループ北海道，北海道フットボールクラブの３者による食育・地域振興を

の方策を充実する。 目的とした「食と農をつなぐ教育フォーラム」の運営に，本学と教育委員会の連携組織

である北海道地域教育連携推進協議会を加え，企業，大学，教育行政機関が連携す

【６４－２】 る体制を整え実施した。（平成21年１月実施 参加84人，３月実施 参加234人）

● 留学生の派遣を一層促進するため，
学生に対する情報提供機能を充実す 【６０】

る。 ○ 「学校・地域教育研究支援センター」の生涯学習・地域連携部門が中心となり，釧路

校で実施している「ESD（持続可能な開発のための教育）ファシリテーター資格取得」に

③ 教育研究活動に関連した国際貢献に 繋げる講座の開設などを図り，社会に開かれた大学づくりを行った。

関する具体的方策 ○ 北海道住民の生涯教育を支援する「道民カレッジ」との連携を図り，本学で実施する
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【６５】 【６５】 全公開講座を道民カレッジ連携講座に登録するとともに道民カレッジ「『ほっかいどう

○ 開発途上国，北方圏やアジア圏の大 ● 開発途上国の大学や研究機関との交 学』」大学放送講座」に参加するなどし，地域住民の学習ニーズに応えた。

学を中心に積極的に教育や研究にかか 流を積極的に行い，共同研究を推進す ○ 公開講座について，受講者，講座担当者へのアンケート調査を行い，本学の特色を

わる国際協力を実施する。 るための体制づくりを行う。 生かした講座開設に向けてさらなる検討を行うこととした。

【６６】 【６６】 【６１】

○ ＪＩＣＡなどと協力して，開発途上国の ● 開発途上国の多様な教育課題の解決 ○ 北海道教育委員会の要請に応じ，免許法認定講習に講師（23人）を派遣し，本道の

教材開発や教育実践に対する支援プロ に向けて，JICA等との協力のもと，教員 現職教員の資質能力向上に貢献した。

ジェクトの実施と共同研究を推進する。 派遣や研修員受入，広報活動等を大学 ○ 10年経験者研修専門講座について，平成19年度に体系化した「教員研修モデルカ

組織として積極的に行う。 リキュラム」に基づく研修プログラムを活用し，教科指導専門講座68講座，生徒指導専

門講座19講座を開講し，778人の現職教員を受け入れた。

【６７】 【６７】 ○ 教員免許状更新講習の予備講習を宗谷管内（稚内北星学園大学），網走管内（北見

○ 海外の大学・高等教育機関等と相互 ● 今年度に延期となった第２回教育に関 工業大学），根室管内（中標津町役場），札幌地区（札幌校），帯広地区（帯広畜産大
交流協定を締結し，国際学術交流を推 する環太平洋国際会議（米・イリノイ州立 学）で開講し，平成21年度からの本格導入に向けた準備を行った。

進する。 大学）への参加や外国の大学との研究 ○ 教員免許状更新講習の円滑化を図るため，本学及び帯広畜産大学，釧路公立大

交流等を通し，積極的に国際学術交流 学，帯広大谷短期大学，釧路短期大学とが連携して，「北海道東部地域教育免許状更

を推進する。 新講習コンソーシアム」を設立し，業務を共同で実施することとした。

○ 教員免許状更新講習の受講者の利便性の向上及び事務の効率化を図ることを目的

【６８】 【６８】 とし，本学が中心となり，北海道大学，室蘭工業大学，小樽商科大学，帯広畜産大学

○ 現職教員の海外派遣や研修の受け入 ● 現職教員の派遣事業に関する多様な 及び北見工業大学との間で，「北海道地区国立大学法人の教員免許状更新講習にお

れを進め，国際的な現職教員の相互交 プログラムを検討する。 ける事務の共同実施に関する協定」を締結した。
流を図る。 ○ 札幌市教育委員会が主催する10年経験者研修に，７人の講師を派遣し，札幌市の

現職教員の資質能力向上に貢献した。

【６２】

○ 枝幸町に設置した本学からのサテライトに定期的に本学の教育研究活動の成果を提

供し，地域の教育ニーズに応える努力を行った。

○ 教育現場からニーズの高い特別支援教育，食育，小学校英語活動を中心に，本学

からの講師の派遣や，フォーラム，実践交流会の開催などを通して学校教育の支援に
貢献した。

○ 札幌市教育委員会が主催する10年経験者研修に，７人の講師を派遣し，札幌市の

現職教員の資質能力向上に貢献した。

○ 地域貢献推進経費（学長裁量経費）により，「学校・地域教育に対する学生ボランティ

ア派遣モデル事業」」（旭川校）や，「相互協力協定に基づく弟子屈教育プロジェクト200

8」などの学生ボランティアを派遣する取組を支援した。

【６３】
○ 平成20年9月に，「学外利用者アンケート」を実施し，「図書館学外利用者アンケート

調査実施報告書」（平成21年１月）として，学外利用者の利用動向等をまとめた。アンケ

ート調査結果によると，開館日・開館時間，資料の充実度，環境（建物・照明等），サー

ビス等について概ね良好な回答を得た。また，一方では，専門図書の増加，専門図書

が古い，広報不足等について意見・要望等が寄せられた。今後，この結果を地域社会
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との連携等に活かすこととした。

【６４－１】

○ 留学生へのアンケートを実施し，それをもとに「受入プログラム」に関して，半期ごとに

本学ホームページの更新を行った。

【６４－２】

○ 留学について，募集時期ごとに本学ホームページの情報更新を実施し，周知を図っ

た。

【６５】

○ 本学から文部科学省「国際協力イニシアティブ」教育協力拠点形成事業に申請した

「サブサハラの基礎教育におけるESDモデル単元カリキュラム教材開発」が採択された。
本学教員の現地調査，並びにザンビア国の教育省行政官並びに小学校教員の招聘・

研修等を通して，共同で「水をテーマとするESDモデル単元教材」を開発した。これは，

ザンビア国での普及を視野に入れたシラバスで，次年度の見直し後，サブサハラ地域

で普及を図る予定である。

【６６】

○ ＪＩＣＡ集団研修受託実施に係わる受託経費の学内配分は，円滑に運用中である。

○ 「国際協力アドバイザー制度」により２人のアドバイザーを雇用し，附属学校園等での
「初等理数科教授法」，「南米算数」の研修を円滑に実施した。

○ 平成21年２月に函館で，道南地域におけるＮＰＯ・ＮＧＯと大学間との新しいネットワ

ークづくりのための市民参加型ワークショップに参画した。

【６７】

○ 2nd Pacific Rim Conference on Education（平成20年10月・イリノイ州立大学，http:

//www.pacificrimeducationconference.org/）を共同開催し，本学から出席者数16人，基

調講演１件，一般講演５件，ポスター発表２件の発表を行った。この会議後，イリノイ州
立大学，アリゾナ州立大学のサイエンスエデュケーションについて，視察を行い，日米

両国の状況について情報，意見を交換するなどした。

【６８】

○ 本学附属学校教員をサモアの小学校に派遣した。カナダでの教員研修は飛行機の

燃料費高騰等により実施を見合わせたが，他の協定校等と新たなプログラムの実施に

ついて検討を行った。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況

(3) その他の目標

② 附属学校に関する目標

中 ① 道央・道南・道北・道東の４つの圏域と結びつく多様な形態の教育と研究を実施する。

期 ② 高度な資質を有する教員を養成するために，教育実習を体系化するとともに，大学と附属学校の密接な連携により，教育及び教員養成に資する実践的，開発的な研究を

目 行う。

標 ③ 地域の公立学校及び行政機関や教育機関と連携しながら，北海道の教育実態に関わる種々の実際的な研究と現職教員研修等を行う。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

① 大学・学部との連携・協力の強化に関
する具体的方策

【６９】 【６９】 【６９】

○ 各附属学校が特色をもち，新しい教育 ● 研究推進連絡協議会のもと，共通テー ○ 本学附属学校による「小中連携（異校種間連携）ワークショップ」を一昨年，昨年に引

の在り方やカリキュラム，指導法等の実 マ｢小中連携(異校種間連携)について｣ き続き開催した。講師として児島邦宏氏（帝京大学教授）を招き札幌市内及び市外近郊

践的研究の開発を行うために，「研究推 に沿って，各附属学校が特色をもち，新 の学校14校等が参加した(平成20年11月)。平成21年３月に３年間の｢集録｣を刊行し

進連絡協議会（仮称）」を設置して教育 しい教育のあり方やカリキュラム，指導法 た。なお，このワークショップは本学附属学校新任教員の研修の一環として組み込ん

実践を行う。 等の実践的研究を継続して行う。 だ。

○ 「北海道教育大学附属学校共同研究会」を開催し，「食に関する指導」を取り扱った
授業実践を行い，そのねらい等をまとめた「実践資料」を発行した。

【７０】 【７０】

○ 大学と共同して新しい教育の実験授 ● 大学，附属学校，学内センターと連携 【７０】

業を行いその成果を地域の学校に還元 し，教科指導，道徳教育，総合学習（雪 ○ 大学との共同主催で「雪の学習研究会」を開催し（平成21年１月），北国らしい特色あ

する。 の総合的学習等）等の実験的授業実践 る教育を雪を題材として授業公開し，“雪たんけん館”のサイトにおいて活用法などを提

を推進し，地域の教育に貢献する。 示した。平成20年度の全国各地からのアクセス数は89,324件に及んだ。

○ 「外国語活動（英語活動）」に大学教員が定期的に参画し，ＡＬＴとのティームティー

【７１】 【７１】 チング，担任教師のサポート等を行った。また，学部学生数名を定期的に授業に参加さ
○ 教育実習を体系化し，教職，教科教 ● 附属学校教員を実地指導講師として せ，観察する機会を与えた。

育，教科専門教育の各専門領域との連 協力させるほか，附属学校を活用し，大 ○ 附属学校が大学と連携し，「北海道教育大学道徳教育連携研究事業」の函館地区

携を図り，教員養成の中心的役割を果た 学再編により体系化した教育実習を積極 会議を開催し，公立の協力校と連携し，道徳の時間の読み物資料の創作や指導案の

す。 的に推進する。 作成を行った。また，指導案集「北国の生き方にひびくⅠ」を作成し，北海道南部の各

中学校に配布した。

【７２】 【７２】

○ 附属学校教員の大学院での研修を積 ● 大学と附属学校との連携のもと，職場 【７１】

極的に推進する。 環境の整備等により，附属学校教員の大 ○ 各キャンパスにおいて，１年生から４年生までの学生に対して「フィールド研究」「基礎
学院での研修を引き続き推進する。 実習」「主免実習」「副免実習」等を附属学校で実施するよう体系化した。また，教員採

用試験登録者（臨時採用希望者を含む）に対して，４年次後半に附属学校で「実務体

【７３】 【７３】 験研修」を行った。

○ 大学院を中心とする附属学校間及び ● 教職大学院の設置に伴い，附属学校 ○ 附属学校教員が教科教育学をはじめとする講義で実地指導講師として講義を担当
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学内センターとの総合的な教育研究シス における実習体制を整備するとともに， し，また授業公開・学生指導等を行った。

テムの確立を図る。 既存の大学院に関しても，大学，学内セ

ンター，附属学校間の連携協力のもと， 【７２】

教育研究の充実を図る。 ○ 校務分掌の効率化を図るなどの工夫により，附属の札幌小２人，札幌中１人，釧路小

３人，旭川小１人，特別支援学校１人,計８人の附属学校教員の大学院での研修を実施
【７４】 【７４】 した。

○ 大学，学内センター，附属学校と地域 ● 本年度，北海道で開催されるG8サミッ ○ 代替教員として札幌小，函館中及び釧路小・中では大学院生を雇用し，教員として

が連携するための体制を整える。 トに関連して，大学，附属学校，地域とが の自覚と責任を持たせることに役立った。

連携して合同イベントを開催する。また，

大学，学内センターとともに，外国人教 【７３】

員に対して教員研修を行う。 ○ 教職大学院ストレートマスターの俯瞰実習を旭川中，釧路小中，札幌小中で前後期

２度実施した。児童生徒の成長による変化，教師のかかわり方の変化，学校自体の変

【７５】 【７５】 化を感じながらの実習となり効果があった。
○ 近隣地域の公立学校及び教育委員会 ● 昨年度に引き続き，附属学校教員を ○ 附属学校が，大学院生の研究のために，授業実践，授業観察等をとおした資料収集

や教育センター等と連携して，教育研究 道・市町村教育委員会が行う各種研修 の場を提供し，また，研究に対する実践的な指導・助言を行った。

及び教育支援を行う体制を整える。 講座の講師として派遣するとともに，地域

の学校が行う研究会に助言者，授業協 【７４】

力者として派遣する。また，教育委員会 ○ 本学が開催した「G8北海道洞爺湖サミット開催記念特別演奏会」へ，旭川小の合唱

等から附属学校が行う研究大会等への 少年団43人，旭川中の音楽部員52人，函館中の音楽部員53人，釧路中の吹奏楽部員

指導助言者や研究協力者を受け入れる 22人が参加し，環境問題に対する意識向上等に貢献した。

などし，相互の連携協力をより一層推進 ○ JICA，国際交流・協力センターとの協力による「初等理数科教授法」，「南米小学算
する。 数教授法」プロジェクトで，それぞれ，10カ国12人，4ヵ国8人の外国人教員の研修を行

った。（全体の研修6週間）また，函館小でも両プロジェクトに関わる研修として授業参観

② 公立学校との人事交流に対応した体 等を受入れ，研修生の帰国後には，フォローアップ研修として，附属学校教員が研修

系的な教職員研修に関する具体的方策 生の国を訪れて，授業公開を行った。２週間に及ぶ滞在型研修は，全国で唯一のもの

【７６】 であり，学習指導案の作成，実際に子どもたちへの授業等を行い，大きな成果をあげ

○ 大学と附属学校が密接に連携し，附 【７６】 た。

属学校を現職教員研修の場として活用 ● 北海道教育委員会，市教育委員会等

する体制を整えるとともに，地域の教育 が主催する現職教員研修に関して，大 【７５】
機関との連携の中で各種現職教員研修 学と附属学校が連携して研修生の受け ○ 附属学校園の研究大会において，指導助言者として道教委，市教委，教育局の指

の受け入れを推進する。 入れを行う。また，教職大学院等の現職 導主事等を招聘し，教育研究内容，授業についての指導助言を受けた。

教員が附属学校の教科指導等の研修に ○各種研究会，研修会への積極的な協力・助言を推進した。各キャンパスのある地だけで

参加できる体制を整備する。 はなく，他管内からの要請もあり，それに応えた。

○ 附属函館４校園が立ち上げた「授業力向上研修交流センター事業」の下で知内町教

育委員会と連携し，教員研修や生徒交流の事業を実施した。

【７６】
○ 北海道教育委員会，札幌市教育委員会主催の10年経験者研修や初任者研修の講

師として附属学校教員を派遣し，積極的に要望に応えた。

○ 教職大学院のストレートマスターの俯瞰実習ばかりでなく，現職教員の大学院生に対

しても，附属学校を研修の場として使用する価値は高く，今年度は，札幌小で板書検討

会への参加・意見交流という場を設け，成果があった。
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北海道教育大学

○ 新学習指導要領の趣旨及び移行措置の内容について研究協議を行い，附属学校

での適切な教育課程の編成・実施に資することを目的に「新教育課程移行措置準備対

応研究協議会」を設置し現職教員，教育委員会職員等を対象とした現職研修を実施し

た。
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北海道教育大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況

(3) その他の目標

③ 大学憲章に関する目標

中 本学の教育研究に関する目標及び理念を中心として，北海道教育大学憲章の制定を図る。

期

目

標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【７７】 【７７】 【７７】

○ 地域の関係機関及び道民に広く意見 ● 引き続き，北海道教育大学憲章の学 ○ 大学憲章の学内外への浸透を図るため，引き続き，入学式や大学説明会の諸行事

を求め，憲章を制定する。 内外への浸透を図る。 にリーフレットを配付するとともに，大学ホームページに掲載し，学報，大学概要，学生

便覧等の印刷物に盛り込んだ。

○ 学内に掲示している大学憲章のポスターを点検し，必要に応じて貼り替えるとともに，

新たな箇所へ掲示した。

○ 社会貢献に係る自己点検評価に当たり，大学憲章に掲げる「社会貢献に関する目
標」の内容を点検し，中央教育審議会答申や教育基本法との趣旨と合致する適正な内

容であると確認した。



- 66 -

北海道教育大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項

Ⅱ．大学組織・システムの向上

○教職大学院の開講

平成20年４月１日に教職大学院（大学院教育学研究科高度教職実践専攻）を設置

した。１年間を４セメスターに分けるセメスター制（１セメスターは８週間），１人の院生を

複数の教員で指導する協働教育指導体制，札幌・旭川・釧路の３キャンパスを双方向

遠隔授業システムで結んだ授業など，特色ある授業を行った。
運営組織として教職大学院長を議長とする教職大学院教授会を置き，その下に各

種委員会を設置することにより，既存の大学院の運営組織と分け，一定の独立性を確

保した。また，専任教員が３キャンパスに分散することから，教職大学院長の意向や

指示を全教員に伝達し，教員間の調整や取りまとめを行うため，キャンパスごとに代

表者として教職大学院長補佐を配置した。

○新たなFD活動への取組
平成20年度の大学教育開発センター（以下センター）をつくり，センター， 教育

改革室，各校FD委員会で調整を図りFD活動を前進させた。

１） 役割分担について，センターは全学FD活動の主催と各校FD活動の支援，各

校FD委員会はキャンパスFD活動の主催とセンターとの協力とした。

２） センターと教育改革室で「学生参加型授業」についての見解をまとめた。

３） 公開授業とシンポジウムを，「参加型授業」を課題とする「FDカフェ」として設計

し，各校関係者の研修を兼ねた先行企画とし，旭川校で開催した。

４） センターと教育改革室は，各校で主催するFD活動を，センター員を派遣する
などして連携して支援する体制を整えた。

５） センターは，ディプロマ・ポリシーやカリキュラム・ポリシーを見据えたシラバス改

善のために，記述方法改善の説明会とワークショップを各校で開催し，FD活動を

支援した。

Ⅲ．教育研究の推進

○ＧＰによる教育改革の推進

今年度，大学教育改革の支援事業（ＧＰ等）として，「質の高い大学教育推進プロ
グラム」，「大学教育の国際化加速プログラム」，「戦略的大学連携支援事業」の３件が

新たに選定された。昨年度以前からの継続事業となる「特色ある大学教育支援プログ

ラム(H17～20)」「現代的教育ニーズ取組支援プログラム(H19～21)」「大学院教育改

革支援プログラム（H19～21）」による取組に加え，様々な教育改革の取組を推進し

た。

平成２０年度に採択を受けたプログラムの主な取組内容は次のとおりである。

◎ 質の高い大学教育推進プログラム－往還型カリキュラムによる教員養成の改善

Ⅰ．教員養成大学としての取組

○10年経験者研修専門講座を全キャンパスで開講

本学は，「成長しつづける教師のための10年経験者研修」をテーマに掲げ，平成19

年度に完成させた10年経験者研修モデルカリキュラム開発（平成18・19年度教員研修

モデルカリキュラム開発プログラム委託事業）の成果に基づく，自己評価（事前評価）

→校外研修プログラムの開発→校内研修プログラムの開発という体系的プログラムに
よる専門講座を全キャンパスで実施し，現職教員の資質能力向上に貢献した。

○理科支援員

小学校５・６年生の理科の観察や実験の準備，実施の支援，後かたづけなどによ

り，理科教育の充実を図る「理科支援員」として，大学院生や学部生を約17人を派遣

した。

理科支援員は，現職教員と協力しながら教育現場の実務を体験することができ，

その実績は教員採用試験の際に高く評価される。また，教育実習や学生ボランティ
アとは異なり，学生は市の非常勤職員として任用されることとなる。

○小学校英語活動に関わる現職教員への支援

文部科学省の「小学校英語地域サポート事業」の指定を，平成１７年度からの２ヶ年

間受け，現職教員への支援を行ってきた。継続的なニーズが大きいとの判断から，同

プログラム終了後も学長裁量経費を充当し事業を継続している。

小学校英語プロジェクト実践交流会（平成21年２月14日，15日）を開催し，現職教員

のスキル向上とネットワークの構築を図った。北海道内だけではなく，九州や東北地区
も含め，募集定員を上回る220人を超える現職教員が参加した。

北海道教育委員会，北海道立教育研究所，札幌市教育委員会，附属学校及び公

立学校の現職教員と 「小学校英語プロジェクト運営委員会」 を組織し，ネット上の「小

学校英語コミュニティＣＥＬＥＮＥＴ」により，教材の提供を行い，指導に対する不安の解

消に務めた。

○エデュケーション・カフェ

学校現場を経験してきた本学教員や学生が，直接高校生と小学校の授業を作り上
げていく中で，高校生や本学学生が教師の仕事について考え，教育についてより理

解を深めることを目的とし，「エデュケーションカフェ」と題した事業を旭川及び釧路の

キャンパスで開催した。

本学の学生の援助を受けながら授業作りを行った高校生のアンケートには，「先生と

いう仕事の大切さや，授業を行うということの難しさを今まで以上に感じた」あるいは「参

加によりこれまで以上に学校の先生になりたいと思った」という反応があり，教師という

仕事について深く考える場となったものと思われる。
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理論（専門科目等）と実践（教育実習等）との関連性を高めるため，理論－実践
往還型カリキュラムの考え方を教員養成課程の全ての専門科目に適用し，電子ポ

ートフォリオによる学生の評価を毎年蓄積し，４年間の成長を確認し，より実践的指

導力を身に付けた教員を養成できるようにすることを目指す。

◎ 大学教育の国際化加速プログラム

実践的指導力を身につけた理科教員の育成アメリカNY州立大学バッファロー校

のほか数校に於ける，理科教育に関する高度な実践的指導力の育成方法を，主

に調査・研究した。長期の教育実習期間と内容，教員養成のための特色ある大学

院教育などの中，教員養成大学として本学の改善に活かせるもの等を精査し，実
践的指導力を備えた教員の養成に活かして行く。

◎ 戦略的大学連携支援事業－高等教育機関連携による「キャンパス都市函館」構

想

函館市内の６高等教育機関が戦略的連携を図り，より質の高い教育・研究環境

を確保し，地域の総合大学的な機能を果たすことにより，連携教育カリキュラムを

開発し，ＩＴ，デマンドバスやケーブルテレビを活用し，現在の学生に必要な教育を

効率的に進める方法を開発する。

○学長裁量経費による教育研究活動の推進

教育研究活動を推進するため，４つの柱，①教育改善プロジェクト，②学術研究推

進，③地域貢献推進，④教員海外派遣を設け，学長裁量経費で経費を充当してい

る。

① 「教育改善プロジェクト経費」 教育内容の改善充実，教育改革の推進のため

のプロジェクトを実施する経費であり，４件のプロジェクトに対し，計302万５千円を

支援した。

② 「地域貢献推進経費」 自治体等との連携に基づきキャンパス単位で実施する
「協力協定型」と個人又はグループ単位で取り組む「公募型」があり，18件のプロジ

ェクトに対し，計597万円を支援した。

③ 「教員海外派遣等経費」 教員が外国における研修，研究等に要する経費であ

り，６件の研究等に対し，計170万円を支援した。

④ 「学術研究推進経費」 この研究活動支援するための学術研究推進経費は，

「共同研究推進経費」，「若手教員研究支援経費」，「個人研究支援経費」，「研究

推進重点設備経費」，「学会開催支援経費」の５つのプログラムからなり，平成20年

度においては，計27件のプロジェクト等に約779万円を予算措置した。
さらに，着任後１年未満の教員の研究環境を構築するための支援として「新任教員

研究支援経費」を新設した。

◎ 共同研究推進経費は，大学の教員との共同研究であれば附属学校の教員も研

究代表者となることが可能であり，特別支援教育研修プログラムの開発など８件のプ

ロジェクトを支援した。

◎ 若手教員研究支援経費： 37歳以下の若手教員が一人で行う研究が対象であ

り，「学校場面における児童生徒の行動支援に関する教師トレーニング・プログラム

の開発と効果の検討」など，８件のプロジェクトを支援した。
◎ 個人研究支援経費： 教員個人の専門性の深化が期待できる研究であり，「現

職教員の高度職能開発における臨床的ケースメソッドの意義と役割に関する研究」

など，６件のプロジェクトを支援した。

◎ 研究推進重点設備費： 講座や研究グループ単位で利用する設備が対象であ

り，高速液体クロマトグラム蛍光検出器の設備導入経費を補助した。

◎ 学会開催支援経費： 北海道内で開催する学会や研究会のうち全道・全国レベ

ルのものが対象であり，日本理科教育学会北海道支部大会など，４件の開催を支

援した。
また，学術研究推進経費とは別枠で，海外における研修や研究を支援する「教員

海外派遣等経費」を設け，英語を外国語として学ぶ学習者のジグソータスクにおける

言語切り替え方略など，６件のプロジェクトを支援した。

○特別教育研究経費（概算要求）による「教育大学の機能を活かした学校・地域・家庭

の教育力を高める総合的な研究事業」の成果報告とシンポジウム

本プロジェクトは，平成19・20年度の２ヶ年にわたって行われ，平成17年度から学長
裁量経費で行った「開かれた学校の基盤整備に関する総合的な研究」を発展させた

もので，現代の教育課題に応じるために，学校が推進・導入してきた試みや制度の効

果について検証し，諸課題と改善策について研究・提言することを目的とした。

研究テーマを，①「開かれた学校」の基盤整備に関する総合的研究，②学校教育

実践の教育臨床研究，③北海道に特有な教育課題の解明―北海道の子どものトー

タルな生活実態の把握―，に定めて，研究チームを編成して研究を行った。

①では，様々な制度の教育上の効果を明らかにし，学校経営上の提言。

②では，学校の様々な問題に教育臨床学的アプローチが有効であることについて。
③では，北海道の子どもたちの体力・運動能力を高めるための方策について提言に

ついて，それぞれまとめた。

研究成果については平成21年３月に265ページにわたる報告書としてまとめ，報告

書とは別に，研究成果を公開シンポジウムで関係者に報告した（平成20年11月）。

北海道及び札幌市教育委員会，北海道及び札幌市小・中学校長会等の後援を得

て，約100名の参加者があった。また，シンポジウムにはカナダアルバータ大学の教

師教育・開発研究センター所長，D. Jean Clandinin教授，リジャイナ大学，Janice Hu

ber准教授を迎え，教師教育について貴重な提言をもらった。
○「北海道教育大学学術機関リポジトリ」の公開開始

本年度より北海道教育大学学術リポジトリを試験公開し，サービスを開始した。初期

コンテンツとして，本学紀要に掲載した777編の論文を掲載し，学術雑誌掲載論文や

研究成果報告書など，さまざまな研究成果を登録することができる体制を整えた。

Ⅳ．学生支援の取組

○就職対策と支援

北海道教育大学
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① 業界研究会の開催
人間地域科学課程に改組した函館校においては，民間企業への就職を希望す

る学生が増加することを踏まえ，学生が直接企業担当者と面談し説明を受ける機

会として「業界研究会」を実施した。企業ごとに説明用のブースを設け，各種業界

の企業25社が参加し，学生180人が出席した。

② 企業等との意見交換会の開催

金融や報道関係の12企業の参加を得て，「北海道教育大学と企業等との意見

交換会」を開催した。「企業等が北海道教育大学に望むもの」というテーマを掲げ，

現在の大学に不足していると感じること，大学で身につけるべき能力などについて
意見交換した。

③ 学内合同企業説明会の開催

就職支援活動の一環として，昨年度に引き続き，道内外の優良企業等の参加

のもと，合同企業説明会を開催した。民間企業や官公庁の69の説明ブースを設

け，各校から約400人の学生が参加した。採用試験直前の基本的な心構えの習得

を目的に実践講座を会場内で同時開催したほか，札幌キャンパス以外の学生へ

の便宜を図るため会場までの「就職支援バス」を大学で準備した。

参加企業へのアンケート結果から，約96％が来年度以降も参加したいとの希望
を持っていること，また，参加学生の約98％が参加して良かったと回答するなど，

非常に高い評価得た。

④ インターンシップの実施

学生の就業体験の機会を提供するインターンシップは，北海道地域教育連携

推進協議会によるもののほか，本学独自のインターンシップを10の官公庁や企業

との間で実施し，合計66人の学生が参加した。

⑤ キャリアプラン講座の実施

人間教育の一環として，学外の学識経験者を招へいし，「教育大生が目指す道
－進路開発のヒント－」等と題し，学生に向けたメッセージ講座として，３回にわたる

キャリアプラン講座を実施した。各回とも双方向遠隔授業システムにより全キャンパ

スに配信し，参加学生は，３回で延べ300人を超えた。参加した学生からのアンケ

ート調査から，９割以上が，講座に満足し，今後の就職活動に役立つと評価した。

⑥ 企業・業界研究セミナーの開催

各界のトップ企業11社を招き，企業の魅力・業務内容などを学生に伝え，本格

的な就職活動に資するため，企業・業界研究セミナーを開催した。延べ700人ほど

に達した参加学生からのアンケートの結果，ほとんどの学生が高い満足度を示して
おり，十分効果がある取組となった。

⑦ 就職活動実践講座の実施

職場選択のポイント，社会人としてのマナーなど，早い段階から具体的な就職活

動情報の提供を目的として，５回に渡り就職活動実践講座を実施した。岩見沢キャ

ンパスをメイン会場とし，各キャンパスに双方向遠隔授業システムにより配信し，５

回の講座に延べ600人程度の学生が参加した。

⑧ 進路開発セミナー

学生が早い段階から進路選択の材料となる幅広い職場や，業種情報の提供を
目指すため，進路開発セミナーを７回に渡り実施した。「職場選択の決め手」，「就

職マナー講座」などのセミナーに，延べ600人以上の学生が参加した。

○電子掲示板システムの設置

各キャンパスの学生が同等のサービスを享受できるシステムとなるよう，障害発生

時の対応や保守，大学教育情報システムとの連携を考慮し，同一のシステムとした。

学生に対して新着情報やトピックスなどを周知することにより，既存の掲示板と連携
した効果的な情報提供を行うため，10機（各キャンパス２機）電子掲示板システム（46

インチ液晶ディスプレイ）を設置した。このことにより，大学教育情報システムのサーバ

から発信した休講や学生向けの掲示情報を各キャンパスに設置したクライアントＰＣを

介して掲示板に配信するサービスが可能となった。

各キャンパスの学生規模や施設の状況を踏まえ，クライアントＰＣを活用することによ

り，電子掲示板の画面分割や掲示する項目・内容，稼働曜日・時間などの運用方法

はそれそれで設定可能とし，設置場所については，玄関や学生ホールなど学生の日

常生活の動線を考慮することとした。

○教育支援基金による援助

平成18年度に設立した教育支援基金は，これまでに延べ800件で約4,300万円の

寄附を得ている。この基金を財源に，大学院での研修に励む現職教員や優秀な学

部学生へ奨学金を支給した。

① ２年次大学院生19人に対し，１人40万円 計760万円

② 現職教員の大学院への入学生４５人に対し，１人10万円 計450万円
③ 優秀な２～４年次の学部学生30人に対し，１人10万円 計300万円

Ⅴ．学外団体との協同・連携

○金融機関との共同研究を開始

学校教育における適切な金融教育と金融教育ができる教員の養成が求められる時

代背景のもと，金融機関との間で締結した「相互協力協定に関する覚書」に基づき，

今後３年間に渡る共同研究を開始した。

本学教員，金融機関関係者に加え，小中学校の教員からなるプロジェクトチームを
組織し，本学の持つ教育に関する専門知識と金融機関のノウハウを融合させ，金融

教育を効果的に実践するための手法やツールの開発を行った。

平成20年度における本共同研究の成果を実践するため，附属中学校の社会科の

単元で，金融教育に関する公開授業を行った。

○ＪＡグループ北海道及び北海道フットボールクラブとの連携推進
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現代的な課題である「食育」「食農教育による地域振興」に対応し，本学とＪＡグルー
プ北海道，北海道フットボールクラブ三者で地域住民に向けたフォーラムを開催した。

① 「食と農をつなぐ教育フォーラム～スポーツと食事」：児童や保護者など計80人

が参加した。農業，スポーツ，教育に責任を持つそれぞれの機関が連携し，運営

には全面的に学生が関わるなど，全国的にも際だった取組となった。

② 「食と農をつなぐ教育フォーラム～地域の宝は元気な子ども」：現代的課題であ

る子どもの体力低下をテーマに加え，各機関の事例発表などを通して，多角的に

検討する機会を提供した。また，総合司会やパネリストとして学生を参画させた。

（平成21年１月11日：84人，３月１日：234人参加）

Ⅵ．国際交流・協力

○第２回教育に関する環太平洋国際会議の開催

本学，イリノイ州立大学，サイモンフレイザー大学の３大学の輪番制による「教育に

関する環太平洋国際会議」が，イリノイ州立大学を会場に開催された。本学から16人

の研究者が出席し，基調講演，一般講演，ポスター発表及びパネルディスカッションに

参画するとともに，各分科会（「理系（STEM)」，「特殊教育と多様性」，「支援技術・教育
技術」，「評価と説明責任」の４つ）で専門分野の発表をし，活発な議論が交わされた。

また，本国際会議は，今後２年に１回の開催とすることとし，第３回目はサイモン・フ

レーザー大学を幹事校とすることとした。

○国連大学グローバルセミナーの開催

北海道セッションの実施校として，「グローバル時代の文化と言語」をテーマに，４日

間に渡る「国連大学グローバルセミナー 第８回北海道セッション」を開催。
日本の大学に在籍する学部生・大学院生・留学生，及び若手社会人の計42人が寝

食を共にし，国連が取り組む地球規模の諸問題について，講義並びに参加者同士の

意見交換等を行った。参加者は講義，ワークショップなどに取り組んだ。

初日の講演は，国連大学市民公開講座に位置づけられ，一般市民にも公開し，130

人を超える参加者を得た。

Ⅶ．その他
○図書館の活性化と学生の図書館利用の促進に向けた試み

※ 図書館「コメント大賞」プロジェクトの実施（旭川館）

図書館活性化プロジェクトとして，岩波ジュニア新書の推薦コメントを募集すること

により，図書に親しむきっかけを作る「図書館『コメント大賞』プロジェクト」に経費支

援し，図書館の利用促進を図った。予想を大幅に上回る195編の応募があり，本の

貸出も増加するなど，図書館の利用促進に繋がった。（作品募集期間：平成20年11

月１日～11月30日，大賞１人・優秀賞６人：賞状と賞品(希望図書)
※ 附属図書館で懸賞論文募集（附属図書館）

附属図書館では，学生の読書意欲を刺激し，思考表現及び文章作成能力を向

上させる機会を提供するため，所蔵している図書の小論文または感想文を「第１回

北海道教育大学附属図書館懸賞論文」として募集し，優秀な作品に対して賞（デ

ジタルカメラ又は電子辞書）を贈呈した。39編の応募総数から，大学院生１人，学

部学生２人の計３人の論文を優秀賞として表彰し，論文を図書館報及び附属図書

館のホームページに掲載した。

※ 「学生による選書ツアー」（附属図書館・札幌館）
学生に少しでも図書に興味を抱かせて積極的に図書館の利用を促すため，学

生が読みたい本を直接書店で選ばせる選書ツアーを実施した。 第1回目：平成20

年６月13日（金）場所：紀伊國屋書店札幌本店，参加者：５人，選定図書：42冊 第

２回目：平成20年11月21日（金）場所：紀伊國屋書店札幌本店，参加者：６人，選定

図書：46冊

◆附属学校について

（１）学校教育について

○実験的，先導的な教育課題への取組状況

◎ 北海道教育大学附属学校共同研究会において，「食に関する指導」を取り扱

った授業実践を行い，ねらいや方法，栄養教諭のかかわりなどをまとめた「実践

資料」を発行した。

◎ 小中連携の教育の推進を目指して，研究発表会の公開及び研究紀要の作成
を行い成果の公表を行った（釧路小・中）。また「小中連携（異校種間連携）ワーク

ショップ」を一昨年，昨年に引き続き開催し，さらに３年間の活動の「集録」を作成

した。なおこのワークショップは本学附属学校新任教員の研修の一環として組み

込んだものである。

◎ 今年度より，「学力の把握に関する研究」が国立教育政策研究所の研究指定

校事業委託を受け，３ヵ年計画で取り組んでいる（札幌小）。

◎ 金融教育の開発のため，地域の銀行と大学教員と附属学校教員の三者の共

同研究の場として附属学校で授業を行い，その結果の分析・研究などを今後３ヵ
年の研究計画のもと進めることとしている。

◎ JICAと連携した「初等理数科教授法」（10ヵ国12人，10月- 11月），及び「南米

地域算数」（４ヵ国８人，5月-7月）の外国人教員研修を受け入れ，附属学校として

それぞれで２週間の滞在型研修等を行った（附属札幌・旭川・函館小学校）。２週

間に及ぶ滞在型研修は珍しく，学習指導案の作成と，実際に子どもたちへの授業

を行い，大きな成果をあげた。

◎ 地域の環境や自然を大切にする心の育成をねらいとした「環境教育プロジェク
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ト」を実施し，研究成果を冊子にまとめた（釧路小）。
○地域における指導的あるいはモデル的学校となるような，教育課題の研究開発の成

果公表等への取組状況。

◎ 従来から進めてきた小学校英語活動が，新学習指導要領で平成21年度実施を

定められたことで，札幌市の公立学校からの本校教諭への校内研究講師，英語活

動の示範授業要請があり，成果を公表するとともに，その要請に応えた（札幌小）。

◎ 小学校教員等を対象にした「雪の学習研究会」を大学との共同主催で開催し

（平成21年１月），北国らしい特色ある教育について，雪を題材として授業公開し

た。そのホームページ“雪たんけん館”は，全国各地のアクセス数が，平成20年度，
89,324件に及んでいる。

◎ 初等教育研究会の会場校として，算数の授業公開，シンポジウムを開催した（平

成21年３月）。算数の基礎・基本と問題解決力等をテーマとしたもので，参会者は1

50人余りであった。

◎ 平成20年度から，①選択教科を廃止し道徳教育を充実する②各教科の基礎的

事項の習得等を重視した年間指導計画の整備③総合的な学習の時間の充実，等

の教育課程の再編を実施し，その成果を研究大会での公開授業，研究紀要等を

通して地域の学校へ発信した。（札幌中)
◎ 新学習指導要領の移行措置期間における円滑な教育課程の編成等について，

北海道内の公立幼・小・中・特別支援学校の教員を対象とした，「小中学校新教育

課程移行措置準備対応研究協議会」を開催し，改訂のポイントや移行措置期間の

課題等について協議した（参加者100人）。

（２）大学・学部との連携

○ 大学・学部の間における附属学校の運営等に関する協議機関等の設置状況。

◎ 附属学校運営会議
大学と附属の間で附属学校の課題を検討する場であり，構成員は担当理事，附

属学校特別補佐，総務部長，附属学校室長，及び11附属学校園の正副校園長と

である。年間約６回の会議を行っている。

◎ 教育研究推進協議会の設置

大学・附属学校の連携による研究推進に関することを協議する。11附属学校園

の副校園長と，担当理事，附属学校選出評議員，副学長が指名する者各校１人，

学長が指名する者若干名で構成している。

◎ 附属学校連絡室会議

附属学校運営会議に向けての議題整理の場であり，附属札幌小・中の正副校

長と担当理事，附属学校特別補佐，附属学校室長，同室長補佐で構成している。

◎ 附属学校室

11附属を統括し，連絡調整を図る機関として設置している。

○大学・学部の教員が一定期間附属学校で授業を担当したり，行事に参加したりする

ようなシステムの構築状況。

◎ 外国語活動（英語活動）に大学教員が定期的に参画している。ＡＬＴとのティー

ムティーチング，担任教師のサポート等を行い，学部学生数名を定期的に授業に

関与させ，観察の機会を与えている（釧路小）。

◎ 幼稚園の年長・年中クラスが毎週１回行う「歌唱タイム」で，大学の音楽教授に

よる園児への歌唱指導を，数年来取り組んでいる（函館幼）。

◎ 大学教員が理科生物単元「ミクロの世界」，「池や川に住む生き物」の授業等を
実施した（札幌小）。

◎ 英語教育学の教員が，附属学校教員とともに，小学校英語活動のモデル授業

プランを作成し，附属の児童に対して実験授業をおこなった。

○附属学校の，大学・学部のＦＤの場としての活用状況。

◎ 本学に採用になった教員養成課程の新任教員に対し，教員養成課程として必

要な大学教育のあり方を考えさせるため，また実際の教育の場をより良く理解する

ため，新任研修を附属学校で行った（旭川校）。なお平成21年度から教員養成課
程を持つ３キャンパスで実施することとした。

（３）大学・学部における研究への協力について

○大学・学部の教育に関する研究に組織的に協力する体制の確立及び協力の実践

状況。

◎ 「北海道における小中学校への特別支援教育研修プログラムの開発」をテーマ

として，札幌校及び旭川校の大学教員と協力し，研修会の開催や共同研究に関

する資料提供等を行い，相互に協力し合いながら研究を推進した。
◎ 大学教員と附属学校の教員が協力して実施した研究は以下の通りである。

① 「特別支援学級における「言語活動を重視した自立活動のカリキュラム」に

関する実践的研究」

② 「小学校版「北海道スタディズ（道南）」の開発」

③ 「初等理科の講義・実験に関する実践的研究」

④ 「マッピング活動を導入した習得型の学習活動に関する実践的研究」

⑤ 「小中教育連携（異校種間教育連携）に関する研究プロジェクト」

⑥ 「北海道における小中学校への特別支援教育研修プログラムの開発」

⑦ 「みのりプロジェクト～体験活動を重視した環境教育プログラムの開発」

○大学・学部と附属学校が連携して，附属学校を活用する具体的な研究計画の立案・

実践状況。

◎ 教育心理学の教員が，附属学校の児童に対して継続的な意識調査をおこな

い，小学校から中学校にかけての子どもたちの生活・意識の変化等を明らかにし

北海道教育大学
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た（札幌小）。
◎ 英語教育学の教員が，附属学校教員とともに，小学校英語活動のモデル授業

プランを作成し，附属の児童に対して実験授業をおこなった。

◎ フィールド研究として理科と数学の学生が，大学指導教員とともに附属学校で実

験授業を重ねた（札幌小）。

◎ 学部生，大学院生の卒業論文，修士論文作成において，附属学校の子どもた

ちから様々なデータを収集するケース（実験，意識調査）が増加している。

（４）教育実習について

○大学・学部の教育実習計画における，附属学校の活用状況。

（札幌小）

養護教諭基礎実習：養護教諭課程１年

基礎実習（前期）：250人（１年生）

基礎実習（後期）：250人（１年生）

主免実習オリエンテーションⅠ：200人（３年生）

主免実習オリエンテーションⅡ：200人（３年生）

主免実習：58人（３年生 5週間実習）

教育フィールド研究Ⅳ：教員養成課程３年・・・算数，理科

実務体験研修：教員採用試験登録者

教職大学院俯瞰実習：教職大学院生２人

各教科教育学の講義，授業演習・・・実地指導講師

（国語，社会，算数，理科，生活，図工，体育，キャリア教育）

JICA，国際交流・協力センターとの協力による外国人教員の研修。

（初等理数科教授法滞在型研修 10カ国12人）
（札幌中）

基礎実習（前期）：200人（１年生）

基礎実習（後期）：200人（１年生）

主免実習オリエンテーションⅠ：50人（３年生）

主免実習オリエンテーションⅡ：50人（３年生）

主免実習：32人（３年生 ５週間実習）

実務体験研修：教員採用試験登録者

教職大学院俯瞰実習：教職大学院生３人

各教科教育学の講義，授業演習・・・実地指導講師

（国語，社会，数学，理科，保健体育，養護教諭）
（函館小）

主免実習：44人（３年生 ５週間実習）

副免実習：43人（４年生 ２週間実習）

（函館中）

副免実習：１人（４年生 ２週間実習）

各教科教育学の講義，授業演習・・・実地指導講師

（国語，社会，英語）
（函館幼）

副免実習：13人（４年生 ２週間実習）

幼稚園教育実習：８人（３年生）

(函館特別支援学校)

前期・後期と2班，他の期間に１人，に分かれ教育実習を実施

前期 32人，後期 28人，他１人で，合計61人（養護教諭特別別科２人を含む）

（旭川小）

基礎実習 ：296人（２年参観授業）
教育実習Ⅰ：19人（３年 ５週間実習）

教育実習Ⅱ：71人（４年 ２週間実習）

教職大学院俯瞰実習：教職大学院生１人

JICA，国際交流・協力センターとの協力による外国人教員の研修。

（南米算数教授法滞在型研修 ４カ国８人）

（旭川中）

基礎実習：296人（２年生 授業参観，１日あたり60人来校）

教育実習Ⅰ：42人（３年生 ５週間実習）
教育実習Ⅱ：68人（４年生 ２週間実習）

高校実習：24人（４年生 １週間実習）

教育フィールド研究：200人（１,２年生）

教職大学院俯瞰実習：教職大学院生２人

（旭川幼）

基礎実習：12人（大学２年 参観授業）

教育フィールド研究：12人（幼児教育学専攻大学2年生の授業参観 ５週間研修）

（釧路小）
教育フィールド研究：14人（２年生 14回実習）

基礎実習：67人（２年参観授業 １週間）

主免実習：40人（３年生 ５週間実習）

副免実習：61人（４年生 ２週間実習）

教職大学院俯瞰実習：教職大学院生２人

北海道教育大学
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（釧路中）
教育フィールド研究：１４人（英語科学生２年生）

基礎実習：６ 人（２年英語科学生参観授業）

主免実習：２ 人（３年英語科学生中心 ５週間実習）

副免実習：155 人（４年生 ２週間実習）

教職大学院俯瞰実習：教職大学院生２人

○大学・学部の教育実習の実施協力を行うための適切な組織体制の整備状況。

◎ 「教員養成担当主任」等を設け，各附属学校園の特色を踏まえ，大学の教育

実習に協力する体制を整えている。
① 基礎実習から実務体験研修，教職大学院俯瞰実習，また教科教育学講義

等，そして，ＪＩＣＡ初等理数科集団研修まで広い視野で見た教員養成の体系

化を進めていく中心となる立場として位置づけている（札幌小）。

② 教育実習主任の下，副校長，主幹教諭，教務主任による教育実習実施委

員会を設置し，大学の教育実習委員会と実施に係る会議をもつなど実施協

力を行う体制を整備している（函館小・函館中）。

③ 教務企画部の教育実習担当主任がチーフとなり，教務主任と連携を図りな

がら実施計画案の立案や実施にかかわり，全校体制の中で適切に推進して
きている（函館特別支援学校）。

④ 大学内の教育実習委員会において，附属小が実施する実習内容を公立の

学校にも提示し，実習内容に大きな差が出ないように配慮している（旭川

小）。

⑤ 大学の教育実習委員会に校長と教育実習主任が参加し，連絡，調整を図

っている（旭川中）。

⑥ 学年ごと１人を委員とする実習委員会を組織し，かつ，教育実習主任をフリ

ーとすることで大学・学部の教育実習委員会と常に連絡できる体制を整えて
いる（釧路小）。

○大学・学部と遠隔地にある附属学校においても支障が生じない教育実習の実施状

況。

附属学校は大学から遠隔地にはなく，該当なし。

北海道教育大学



- 73 -

北海道教育大学
Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む。），収支計画及び資金計画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅳ 短期借入金の限度額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額 該当なし
19億円 18億円

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等に 運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等に

より緊急に必要となる対策費として借り入れする より緊急に必要となる対策費として借り入れする
ことも想定される。 ことも想定される。

Ⅴ 重要財産を譲渡し，又は担保に供する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

計画の予定なし 計画の予定なし 該当なし

Ⅵ 剰余金の使途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は，教育研 決算において剰余金が発生した場合は，教育研 大学再編に係る校舎改修経費に充当
究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。

岩見沢校校舎内部改修工事 158,760,000円
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Ⅶ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 決定額（百万円） 財 源

・小規模改修 総額 施設整備費補助金 ・耐震対策事業 総額 施設整備費補助金 ・耐震対策事業 総額 施設整備費補助金

・災害復旧工事 257 （257百万円） (函館八幡町他) 921 （880百万円） (函館八幡町他) 921 （880百万円）
・耐震対策事業 ・耐震対策事業
（旭川） （旭川）
・耐震対策事業 ・耐震対策事業
（函館） （函館）
・耐震対策事業 ・耐震対策事業
（釧路） （釧路）

・小規模改修 国立大学財務・経営セン ・小規模改修 国立大学財務・経営セン

ター施設費交付金 ター施設費交付金

（41百万円） （41百万円）

（注１）金額については見込みであり，中期目標を達 （注）金額は見込みであり，上記のほか，業務の実施
成するために必要な業務の実施状況等を勘案し 状況等を勘案した施設・設備の整備や，老朽度合等を
た施設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施 勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり
設・設備の改修等が追加されることもある。 得る。

（注２）小規模改修について17年度以降は16年度同額
として試算している。

なお，各事業年度の施設整備費補助金につい
ては，事業の進展等により所要額の変動が予想
されるため，具体的な額については，各事業年
度の予算編成過程等において決定される。

○ 計画の実施状況等

計画通り実施された。



- 75 -

北海道教育大学

Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

（１）教育・研究・管理運営面を基本としつつ，社会貢献を （１）教育評価，研究評価，地域貢献評価，管理運営評価 『「(1)業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成す
加味した総合的な業績評価を導入し，人事の活性化 等を効果的に活用した「教員人事評価システム」を早期 るための措置」14頁～15頁参照』
を図る。 に開発するため，教員人事評価システムＷＧを設置し，

次期中期目標期間の早い段階からの本格的実施を目
（２）優秀な人材を確保するとともに，組織業務の活性化 指す。

等を高めるため，他機関との人事交流，民間からの
人材登用などを積極的に進める。 （２）他機関との人事交流を引き続き実施するとともに，人

事交流対象機関の拡大を図る。
（３）教員の採用は原則的に公募とし，教育業績の重視な

ど採用基準を明確化する。 （３）教育委員会との人事交流に関する協定書に基づき，
引き続き大学教員として優秀な人材を受け入れる。

（４）本学の特性を踏まえた教育研究の活性化を図るた
め，任期制による教育委員会との人事交流を推進す （４）男女共同参画推進会議の提言による公募方法の工
る。 夫により，女性応募者の確保を目指す。

（５）教員の採用に際しては，女性，外国人の採用を積極 （５）これまで実施してきた各種研修に加え，国際化に対応
的に推進する。 しうる職員を育成し，その資質向上を図るため，新たに

海外語学研修を実施する。
（６）北海道内の国立大学間の連携・協力を強化するた

め，事務職員等の人事交流を推進する。 （６）総人件費改革の実行計画及び「中期財政指針」を踏
まえ，平成１７年度人件費予算相当額をベースとして，

（７）附属学校教員の大学院での研修を積極的に推進す 引き続き概ね１％の人件費の削減を図る。
る。

（８）事務職員としての資質，知識，技能等の向上を図る
ため，各種研修（スタッフ・ディベロップメント）の実施と
内容の充実を図る。

（参考） 中期目標期間中の人件費総額見込み
47,082百万円（退職手当は除く）
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○ 別表 （学部の学科，研究科の専攻等の定員未充足の状況について）

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100
教育学部 (人) (人) (％)

教員養成課程 ２，１００ ２，３２６ １１１
人間地域科学課程 ９９０ １，０３４ １０４
芸術課程 ３６０ ３９２ １０９
スポーツ教育課程 １８０ ２１５ １１９
学校教育教員養成課程 ６６０ ８２７ １２５
養護教諭養成課程 ４０ ５９ １４８
生涯教育課程 １６５ １８７ １１３
国際理解教育課程 ６０ ７７ １２８
芸術文化課程 １１０ １２８ １１６
地域環境教育課程 １００ １０９ １０９
情報社会教育課程 ７５ ８９ １１９

学士課程 計 ４，８４０ ５，４４３ １１２

大学院教育学研究科
学校教育専攻 ４８ ８１ １６９
教科教育専攻 １９２ ２０７ １０８
養護教育専攻 １２ ６ ５０
学校臨床心理専攻 １８ ４９ ２７２

修士課程 計 ２７０ ３４３ １２７

大学院教育学研究科
高度教職実践専攻 ４５ ４２ ９３

専門職学位課程 計 ４５ ４２ ９３

養護教諭特別別科 ４０ ２７ ６８

別科 計 ４０ ２７ ６８

○ 大学院教育学研究科（養護教育専攻）

学部再編に伴い，学士課程の養護教諭養成課程が，平成１８年度から募集停止となり，
札幌及び旭川キャンパスに設置されていた同課程は，教員養成課程の養護教育専攻とし
て札幌キャンパスに集約されたが，旭川キャンパスの養護教諭養成課程の卒業生が，修
士課程に必ずしも進学していない状況にあり，収容定員を下回った。

○ 養護教諭特別別科

平成２０年度入試においては，推薦入試，一般入試ともに志願者自体が募集人員を下
回った。このため，他大学の選抜方法，志願者数，受験者数，合格者数，入学者数及び
試験日程等の状況を調査し，平成22年度入試において試験日程を変更することとした。
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